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は じ め に 

 
本市では昭和 30 年代後半から急速な都市化が進み、市街地が無秩序に郊外

部に拡大するスプロール現象や急激な人口増よる教育施設等の不足等、市民生

活に影響をおよぼす大きな問題となりました。 

これに対応するため、昭和 43 年に宅地開発要綱を制定し、開発行為等の開

発事業に対し公共公益施設等の設置を求める独自の制度を定め、良好な住環境

の形成・保全に努めてまいりました。 

しかしながら、制度制定から 30 年以上経過し、都市の成熟化、社会経済状

況の変化等により、郊外部における開発事業から市街地中心部において行う開

発事業が増加し、工場やグランド跡地における大規模な住宅建設、開発事業区

域の小規模化、市街地の景観や潤いに大きな役割を果たしてきた緑地の喪失等、

新たな問題が生じてきております。 

一方、市町村の都市計画に関する基本的な計画（都市計画マスタープラン）

の制度化、地方分権一括法の制定や開発許可制度の自治事務化、市民のまちづ

くりや環境への関心の高まり等、地域レベルでまちづくりを進める環境は整い

つつあります。 

このため、開発行為や大規模な共同住宅の建築等を行う場合、開発事業の地

域住民への周知等の手続、地域まちづくり計画への配慮等、横浜市との協議の

手続、整備すべき施設基準及び都市計画法に基づく開発許可の技術基準を定め

る「横浜市開発事業の調整等に関する条例」を新たな制度として制定しました。 

この条例の制定により住民、開発事業者、横浜市が各々の責務や役割を踏ま

え協働して地域の実情を応じた開発事業が今後進められることを期待していま

す。 



※ 宅地造成等規制法の一部改正への対応について 

 

令和５年５月 26 日に宅地造成等規制法の一部を改正する法律（以下「一

部改正法」といいます。）が施行されましたが、同法附則による最大２年間

の経過措置期間中は、宅地造成等規制法の規定については改正前と同様に取

り扱うものとされています。それに伴い、経過措置期間中の本手引の取扱い

を次のように定めます。 

なお、改正法（宅地造成及び特定盛土等規制法）は、横浜市が同法に基づ

く新たな規制区域の指定を公示した日から適用されます。 

 
・ 本手引中の「宅地造成等規制法」、「同法施行令」及び「同法施行規則」

の各法令の名称及びそれらに基づく用語等は、一部改正法による改正前

の規定を引き続き適用します。 
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１ 横浜市開発事業の調整等に関する条例の手続フロー 

【条例第２条第２号アからオまでの開発事業】

【地域住民・近接住民】
【地域まちづくり計画運営団体】

【開発事業者】 【横浜市】

標識の設置

説明会等

意見書
（説明後５日以内）

意見書受理
見解書

見解書受理 開発事業計画書
開発事業計画書の

受理・縦覧（14日間）（指導・助言）

再意見書
再意見書受理

（開発事業者へ通知）

再見解書受理
再意見書受理

再見解書
再見解書（写し）受理

開発事業計画の同意基準
協議申請書（各担当局へ）

開発事業計画の同意申請書
開発事業計画の同意基準
協議結果通知（各担当局）

（同意通知書受理後）
開発許可申請、建築確認申請等

開発事業計画に関する
同意通知書

開発事業に関する工事の
完了届（各担当局へ）

開発事業に関する工事の完了確認
（各担当局）

開発事業に関する工事の
完了確認通知

　　　　≪開発事業の計画に関する協議≫

標識設置届受理（指導・助言）
公共施設管理者等への説明

開発協議申出書

協議事項通知書

協議

特定大規模開発事業及び

再意見書が提出された場合の
開発事業の手続

開発事業調整条例
同意後の手続

協議結果通知書
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【条例第２条第２号カの開発事業（道路位置指定を伴う開発事業）】

【住民】 【開発事業者】 【横浜市】

標識の閲覧 標識の設置

開発事業計画書
開発事業計画書の

受理・縦覧（14日間）（指導・助言）

開発事業計画の同意申請書
開発事業計画に関する

同意通知書

（同意通知書受理後）
工事着手・完了

道路の位置の指定の本申請

標識設置届受理（指導・助言）

開発事業調整条例

同意後の手続
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２　所管窓口及び添付図書一覧
様式 窓口 部数 添付図書等

3

位置図
現況図
公図の写し
土地利用計画図
その他必要な図書
※17ページ参照

1 委任状(＊2)

開発事業計画書（第13条）
（第３号様式）

3

位置図
現況図
公図の写し
土地利用計画図
標識の写真
その他必要な図書
※29ページ参照

再見解書（第14条）
（規則外様式第５号の３）

1

開発事業計画書変更案届出書
（第15条及び第20条）
（規則外様式第５号の４）

3
標識の写真
変更に係る図書
変更箇所新旧対照図

開発協議申出書（第16条）
（第６号様式）

1
委任状(＊2)
市長が認める図書

開発事業計画の同意基準協議申請書
（第18条）（規則外様式第８号）

・道路状空地　　　：道路局路政課（各区土木事務所）
・緑化空地及び斜面地開発行為の緑化
　　　　　　　　　：みどり環境局公園緑地管理課
・雨水流出抑制施設：下水道河川局河川管理課
・遊水池等　　　　：下水道河川局管路保全課
                    （各区土木事務所）
・防火水槽　　　　：消防局警防課

正１
副１
＋
２

(＊1)

開発事業計画の概要書
（第７号様式第２面）
位置図
現況図
土地利用計画図
その他基準に応じて必要
となる図書（次頁）

開発事業計画同意申請書
（第17条）（第７号様式）

位置図
現況図
土地利用計画図
委任状(＊2)
その他必要な図書

開発事業計画変更同意申請書
（第20条）（第８号様式）

変更される図書
変更箇所新旧対照図
委任状(＊2)

開発事業計画の軽微な変更届出書
（第15条及び第20条）
（規則外様式第５号の５）

3
変更に係る図書
変更箇所新旧対照図

開発事業計画廃止届（第21条）
（規則外様式第14号）

1

一般承継届出書（第22条）
（規則外様式第14号の２）

1 ※95ページ参照

特定承継承認申請書（第23条）
（第11号様式）

1 権原を証する書類

開発事業の調整等に関する条例第６条に関する
協議申請書
（規則外様式第１号）

・道路　　　：道路局路政課・維持課・各区土木事務所
・排水施設等：下水道河川局管路保全課・各区土木事務所
・公園等　　：みどり環境局公園緑地管理課
・消防水利　：消防局警防課
・ごみ収集場：資源循環局業務課

正１
副１

開発事業計画の概要書
（第７号様式第２面）
位置図
現況図
土地利用計画図
その他基準に応じて必要
となる図書（次頁）

開発事業に関する工事の完了届
（規則外様式第20号）

・道路状空地　　　：道路局路政課（各区土木事務所）

・歩道状空地・自由利用空地

　　　            ：建築局調整区域課指導担当・

　　　　　　　　　　情報相談課中高層担当

・緑化空地及び斜面地開発行為の緑化

　　　　　　　　　：みどり環境局公園緑地管理課

・雨水流出抑制施設：下水道河川局河川管理課

・遊水池等　　　　：下水道河川局管路保全課

                    （各区土木事務所）

・防火水槽　　　　：消防局警防課

・集会室　　　　　：建築局宅地審査課指導担当・調整区域課指導担当

　　　　　　　　　　情報相談課中高層担当

1

斜面地開発行為に関する工事着手届出書（斜面
地条例第6条）

1

斜面地開発行為に関する工事の計画適合確認申
請書（斜面地条例第７条）

1 委任状(＊2)

(＊1)２部については、図面のみを提出してください。
(＊2)委任状は、代理人が申請手続をする場合に添付してください。

・市街化区域における開発事業
　（建築局宅地審査部宅地審査課指導担当）
・市街化調整区域における開発事業
　（建築局宅地審査部調整区域課指導担当）
・大規模な共同住宅の建築
　（建築局建築指導部情報相談課中高層担当）

・市街化区域における開発事業
　（建築局宅地審査部宅地審査課指導担当）
・市街化調整区域における開発事業
　（建築局宅地審査部調整区域課指導担当）

正１
副１

開発事業の調整等に関する条例における標識設
置届（第９条）
（規則外様式第３号）
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３　第18条第２項各号の審査に必要な図書
開発事業の種別ごとに適用される基準に応じて必要となる図書を提出してください。

（計画の内容によっては、これ以外の図書が必要になる場合もあります）

①開発事業計画の概要書 第７号様式第２面

②位置図

③現況図

④土地利用計画図

(1) 既存道路の拡幅 （各号に共通する図書のみ）

(2) 歩道状の空地 ①歩道状空地の計画平面図
縮尺、境界、形状、勾配、舗装などの整備方法を明示すること(ただし、土地利用計画図に、
歩道状空地の計画平面図と同様の事項を明示することで、歩道状空地の計画平面図を省
略することができる。)

①自由利用空地の計画平面図 縮尺、境界、形状、勾配、舗装などの整備方法を明示すること

②自由利用空地の求積図 縮尺、境界、寸法と面積を明示すること

①緑化計画書

②緑化計画平面図

③緑化計画求積図

①公図写 公図に基づく公共施設の新旧対照図含む

②全体求積図 計算書添付

③造成計画平面図 横断図は適宜添付

④排水区画割平面図

⑤排水施設計画平面図 浸透施設の場合：浸透量計算書・浸透施設構造図を添付

⑥流域図
1) 現況図に色分け                        地区内流入・・・・・桃色
2) 土地利用計画図に色分け           直接放流・・・・・・・黄色
                                                  地区外流入・・・・・緑色

⑦水理計算書 面積は小数点以下３位、流量関係は小数点以下４位で表示すること

⑧構造計算書 設計条件を明らかにすること（本市に移管する予定がない場合は不要）

⑨土質調査図 必要に応じて添付

⑩平面図 池底、周囲の高さ関係を表示すること。（基準高は、東京湾中等潮位とする。）

⑪断面図 H.W.L、H.H.W.L、ダム高等も表示すること。

⑫流入口・放流口詳細図 流入管は1スパン手前から、放流間は1スパン先まで図示すること

⑬附帯施設詳細図 フェンス・ガードレール・管理階段詳細図等

⑭構造図

⑮配筋図 本市に移管する予定がない場合は不要

⑯求積図 滞水面積を求積する。（本市に移管する場合は用地図を添付）

⑰植裁計画図 植木の種類、本数を明示し、色分けすること。

①本市排水区画割平面図

②区域内排水区画割平面図

③流量計算書

④排水施設計画平面図

⑤排水施設計画縦断図

⑥ (5) 雨水流出抑制施設の⑦
～⑰に示す図書

①防火水槽位置平面・断面図

②防火水槽構造図

①集会室の計画平面図 集会室を他の建築物と一体に設ける場合は、当該建築物の計画平面図

②集会室の求積図

①建築物の配置図
縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、緑化する４ｍの空地の位置、擁
壁、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地の接する道路等の位置及び幅員を明
示すること

②床面積の求積図

③各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、地階判定式等を明示すること

④立面図 建築物各面の見つけ高さ、平均地盤面からの高さ等をそれぞれ明示すること

⑤断面図
縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、建築物の平均地盤面からの高さ等
を明示すること

⑥平均地盤算定図
実際の計画及び盛土を行わないと仮定した場合の計画の２通り
（地下室建築物に接する盛土がない場合は不要）

⑦緑化計画書（斜面地開発行為）

⑧緑化計画平面図（斜面地開発行為）

⑨緑化計画求積図（斜面地開発行為）

(10)敷地面積の最低限度 （各号に共通する図書のみ）

各号に共通する図書

(3) 自由利用空地

(4) 緑化空地

(9) 斜面地開発行為の制
限

(7) 防火水槽

(8) 集会室

(5) 雨水流出抑制施設

(6) 遊水池等

各
号
ご
と
に
必
要
と
な
る
図
書

※浸透施設の場合
①～⑤まで
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第１章 総則 

 

【条例】 

（目的） 

第１条 この条例は、開発行為、大規模な共同住宅の建築その他の開発事業を行う場合において、開発

事業者が行うべき開発事業の構想の周知及び住民の意見の聴取に関する手続、地域まちづくり計画及

び周辺環境への配慮等に関する横浜市との協議、開発事業に伴い整備すべき施設等の基準その他必要

な事項を定めるとともに、都市計画法（昭和 43年法律第 100号。以下｢法｣という。）による開発許可

の基準等を定めることにより、開発事業者、住民及び横浜市が協働して、地域の特性に応じた良好な

都市環境の形成を図ることを目的とする。 

【規則】 

（趣旨） 

第１条 この規則は、横浜市開発事業の調整等に関する条例（平成 16 年３月横浜市条例第３号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

【解説】 

この条例は、自治条例と都市計画法の委任条例の２つの性格を有しています。 

自治条例にあたる部分は、条例第１章、第２章及び第４章であり、周辺環境に影響を及ぼすおそれがあ

る開発事業について、地域の特性に応じた良好な都市環境の形成を図るため、開発構想段階からの手続、

整備すべき施設等（空地、遊水池等）の基準を定めています。これは、第２条第２号に規定する全ての開

発事業が適用の対象となります。 

都市計画法の委任条例にあたる部分は、条例第３章であり、平成 12年５月 19日に都市計画法の一部が

改正され、地域の実情に応じた開発許可制度の運用ができるよう開発許可の基準の一部を条例とすること

が可能となったことから、その内容を定めています。これは、都市計画法による開発許可を受ける開発事

業のみが適用の対象となります。
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【条例】 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、次に定めるもののほか、法、建築基準法（昭和 25年法律第

201 号）及び宅地造成等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）並びにこれらの法律に基づく命令の例に

よる。 

(1) 大規模な共同住宅 住戸の数が次に定める数以上の共同住宅をいう。 

ア 商業地域又は近隣商業地域に建築するもの 200戸 

イ アに定める用途地域以外の用途地域に建築するもの 100戸 

(2) 開発事業 次のいずれかに該当する行為をいう。 

ア 開発行為（法第 29条第１項第１号及び第４号から第 11号までに規定する開発行為、市街化調

整区域における開発区域の面積が 500平方メートル未満の開発行為並びにオに規定する開発行為

を除く。） 

イ 大規模な共同住宅の建築（当該建築の用に供する目的で開発行為が行われたもの及び住戸の数

が増加しない増築を除く。） 

ウ 市街化調整区域における建築物の建築で、その敷地の面積が 3,000 平方メートル以上のもの

（当該建築の用に供する目的で開発行為が行われたものを除く。） 

エ 宅地造成工事規制区域における宅地造成（主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に

供する目的で行う宅地造成及び宅地造成に係る宅地の面積が 500平方メートル未満の宅地造成を

除く。） 

オ 斜面地開発行為（横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例

（平成 16 年３月横浜市条例第４号）第２条第２項第２号に規定する斜面地開発行為をいう。以

下同じ。） 

カ 開発行為（開発区域の面積が 500平方メートル未満の開発行為で、当該開発区域内の土地を予

定される建築物の敷地として利用するため、建築基準法第 42 条第１項第５号の規定による道路

の位置の指定を受けることを要するものに限る。） 

(3) 開発事業者 開発事業を行おうとする者をいう。 

(4) 開発事業区域 開発行為にあっては開発区域、建築にあっては建築物の敷地、宅地造成にあって

は宅地造成に係る宅地の区域をいう。 

(5) 特定大規模開発事業 次のいずれかに該当する開発事業をいう。 

ア 市街化区域における開発事業で開発事業区域の面積が 5,000平方メートル以上のもの 

イ 市街化調整区域における開発事業で開発事業区域の面積が 3,000平方メートル以上のもの 

ウ 第２号アに掲げる開発事業で大規模な共同住宅の建築の用に供する目的で行うもの 

エ 第２号イに掲げる開発事業 

(6) 近接住民 開発事業区域の境界線からの水平距離が 15 メートル以内の範囲において、土地を所

有する者又は建築物の全部若しくは一部を占有若しくは所有する者をいう。 

(7) 地域住民 開発事業区域の境界線からの水平距離が 50 メートル以内の範囲において、土地を所

有する者又は建築物の全部若しくは一部を占有若しくは所有する者をいう。 

(8) 地域まちづくり計画 法第 18 条の２の規定に基づき定められた横浜市都市計画マスタープラン

の地区プランその他市民との協働によるまちづくりを推進するために策定された計画のうち規則で

定めるものをいう。 
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(9) 地域まちづくり計画運営団体 地域まちづくり計画の策定を行う団体のうち、その活動の対象と

なる地域の範囲に開発事業区域が含まれているもので、市長が認めるものをいう。 

 

【規則】 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 

（地域まちづくり計画） 

第３条 条例第２条第８号に規定する規則で定める計画は、次のとおりとする。 

(1) 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 20条第１項の規定により告示された地区計画（建築基

準法等の一部を改正する法律（平成 14 年法律第 85 号。以下この号において「改正法」という。）

附則第３条第１項の規定により、改正法第２条の規定による改正後の都市計画法の規定により定め

られた地区計画とみなされる同条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている住

宅地高度利用地区計画及び改正法第３条の規定による改正前の都市再開発法（昭和 44 年法律第 38

号）の規定により定められている再開発地区計画を含む。） 

(2) 建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 73条第１項の認可を受けた建築協定 

(3) 横浜市地域まちづくり推進条例（平成 17年２月横浜市条例第４号）第 10条第１項の地域まちづ

くりプラン 

(4) 横浜市地域まちづくり推進条例第 12条第１項の地域まちづくりルール 

 

【解説】 

第２条は、この条例において対象となる開発事業及びその他の用語の定義について規定しています。 

■ 第１号 大規模な共同住宅とは、住戸の数が 100戸以上の共同住宅をいいます。ただし、高容積率の

地域が多い商業系の用途地域に立地するものは、住戸の数が 200戸以上のものを対象としています。開

発事業区域が商業系の用途地域とその他の用途地域にまたがる場合は、住戸の数が 100戸以上のものに

適用します。 

なお、用途地域の定めのない市街化調整区域については対象としていません。（市街化調整区域につ

いては次号ウで一定規模以上の建築行為を対象としています。） 

■ 第２号 開発事業となる対象を規定しています。 

□ アの「開発行為」については、原則として開発許可を要するものを対象とし、開発許可が不要なも

のでも、住民周知などの手続が定められていないもの、施設の整備水準が定められていないものをこ

の条例の対象としています。ただし、以下の開発行為については、条例の対象から除いています。理

由は次のとおりです。 

○ 法第 29条第１項第１号：市街化を促進すべき区域における小規模なものであるため。 

○ 法第 29条第１項第４号から第９号まで：都市計画事業などの都市計画制度や他の法令によって 

手続や整備基準が定められているため。 

○ 法第 29条第１項第 10号：非常災害の対応などの緊急性が高いものであるため。 

○ 法第 29条第１項第 11号：軽易な行為であるため。 

○ 市街化調整区域における開発区域の面積が 500平方メートル未満の開発行為：市街化区域と土地

利用の特性が異なるため（条例の対象とはなりませんが、開発許可の手続は必要です。）。 

○ 斜面地開発行為：本号オの対象であるため。 

□ イの「大規模な共同住宅の建築」については、グランドや工場の跡地から共同住宅への土地利用の

 



第１章 総則 

11 

転換など、従来の制度では十分対応できない状況が生じています。これらは都市計画法の開発許可が

必要ない場合であっても、規模が大きいものについては周辺環境への影響を踏まえ、条例の対象とし

ています。 

括弧書き前段は、法の開発行為（同号アで適用除外としているものも含む）が完了した後に行うも

の（法の開発行為や土地区画整理事業等の開発行為が行われ、その開発行為で予定されていた大規模

な共同住宅の建築を行う場合など）を当該行為から除外しています。 

括弧書き後段は、住戸の数が増加しない計画（駐車場やエレベーターの増築など）の場合には、周

辺へ与える影響も限られていることから適用除外としています。 

□ ウの「市街化調整区域における建築物の建築」については、大規模な共同住宅の建築と同様に法の

開発許可が不要ですが、規模が大きいものについては、周辺環境への配慮、地域の住民への説明や一

定の施設整備が必要であることから、この条例の適用対象としています。 

括弧書きは、法の開発行為（同号アで適用除外としているものも含む）が完了した後に行うもの

（法の開発行為や土地区画整理事業等の開発行為が行われ、その開発行為で予定されていた建築を行

う場合など）を当該行為から除外しています。 

□ エの「宅地造成」については、建築行為を目的としていない行為であっても、土地の切り盛りを行

う造成行為であれば周辺環境への配慮等必要な事項があることから、適用対象としています。また、

宅地造成等規制法第 11条に規定する国又は都道府県等が行う宅地造成についても含まれます。 

□ オの「斜面地開発行為」については、地下室建築物と周辺の住環境との調和を図るために、同号ア

と区別しています。 

□ カの「開発行為」（以下、「道路位置指定を伴う開発行為」という。）については、開発事業区域の

面積が 500 平方メートル未満で、建築基準法第 42 条第１項第５号の規定による道路の位置の指定を

受けるものについて、開発許可を要するものと同様に地域の住民へ周知等が必要であることから、適

用対象とするものです。 

なお、現状尊重型の道路の位置の指定については、適用対象ではありません。 

■ 第３号 開発事業を行おうとする者とは、開発行為、斜面地開発行為については法でいう「開発行為

をしようとする者」、大規模な共同住宅、市街化調整区域における建築物の建築については建築基準法

でいう「建築主」、宅地造成については宅地造成等規制法でいう「造成主」のことです。 

■ 第４号 第２条第２号開発行為、斜面地開発行為及び道路位置指定を伴う開発行為については法でい

う開発区域、大規模な共同住宅の建築、市街化調整区域における建築物の建築については建築基準法で

いう建築物の敷地、宅地造成については宅地造成に関する工事の許可申請の際の「宅地の面積」に該当

する区域をいいます。 

なお、開発行為、斜面地開発行為及び道路位置指定を伴う開発行為における具体的な開発事業区域の

定義の解釈基準は、12 ページの【開発事業区域の定義の解釈基準】を御確認ください。 

■ 第５号 開発事業のうち、特定大規模開発事業については、周辺環境へ与える影響の大きさから、住

民説明、市長との協議などの調整手続について、特定大規模開発事業以外の開発事業と区別して規定し

ています。 

■ 第９号 「地域まちづくり計画運営団体」とは、地域まちづくり計画を策定し、運営している地域ま

ちづくり計画の策定を行う団体のうち、その活動の対象となる地域の範囲に開発事業区域が含まれてい

る団体のことを指し、各計画における団体は下記のとおりです。 

なお、地域まちづくり計画は策定されていても、下記に該当する団体が存在しない場合もあります。

詳細は、都市整備局地域まちづくり課、都心再生課及びみなとみらい・東神奈川臨海部推進課並びに各 
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区区政推進課でご確認ください。 

・横浜市都市計画マスタープラン地区プラン：地域まちづくり計画運営団体の該当なし 

・地区計画：地域まちづくり計画運営団体の該当なし 

・建築協定：建築協定運営委員会 

・地域まちづくりプラン及び地域まちづくりルール：地域まちづくり組織 

□ 「活動の対象となる地域」とは、地域まちづくり計画が定められている地域を指し、建築協定に

おいては、「建築協定区域、隣接地等」、地域まちづくりプラン・ルールにおいては、「地域まちづく

りプラン・ルールの対象地域」を指し、これらの地域については横浜市行政地図情報（i-マッピ

ー）で確認することができます。 

 

【開発事業区域の定義の解釈基準】 

（開発事業区域） 

１ 条例第２条第２号ア、オ又はカに掲げる開発事業において、条例第２条第４号に規定する開発事業区

域とは、法第４条第 13項に規定する開発区域をいう。 

２ 条例第２条第２号ア又はオに掲げる開発事業については当該開発事業に関する工事に係る法第 36 条

第３項の規定による公告があった後、同号カに掲げる開発事業については当該開発事業に関する工事に

係る建築基準法施行規則第 10条第１項の規定による公告があった後から条例第 24条第４項各号のいず

れかに該当するまでの期間（以下「完了公告後等の条例の遵守期間」という。）に、条例第 20条第２項

の規定による変更の同意の申請を行った場合においても、前項の規定を適用する。 

３ 完了公告後等の条例の遵守期間の開発事業区域内の土地については、開発事業区域に含むことができ

ない。 

 

【開発事業区域の定義の解釈基準の解説】 

開発行為、斜面地開発行為及び道路位置指定を伴う開発行為について、第２条第４号に基づき、開発事

業区域の定義の解釈基準を策定しています。 

■ 開発行為又は道路位置指定を伴う開発行為について、開発事業区域は、法第４条第 13 項に規定する

開発区域をいい、「開発区域の定義の解釈基準」に適合していなければなりません。法の完了公告後等

に開発事業の計画の変更をした場合においても同様です。 

■ 完了公告後等の条例の遵守期間の制限を受ける土地については、第３項により下図のように新たな開

発事業の区域に含むことはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

網がけの部分がＡの「完了公告後等の条例

の遵守期間」にあたるため、Ｂの開発事業

区域として含めることはできません。 

Ａ 

Ｂ 
【新規】開発事業 

Ａ 
完了公告後等の 
条例の遵守期間 

Ａ Ｂ 
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【条例】 

（適用除外） 

第３条 次に掲げる開発事業については、この条例の規定（第３章の規定を除く。）は、適用しない。 

(1) 墓地、埋葬等に関する法律（昭和 23 年法律第 48 号）第 10 条第１項の許可を要する墓地、納骨

堂若しくは火葬場の経営又は同条第２項の許可を要する墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場

の施設の変更を目的とする開発事業 

(2) 都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 号）第 20 条第１項に規定する都市再生事業として行

われる開発事業 

 
【解説】 

第３条は、この条例の規定を適用しない開発事業について規定しています。 

■ 墓地、埋葬等に関する法律は、墓地等の経営にあたっての基準、手続を定めており、「横浜市墓地等

の経営の許可等に関する条例」において説明会の開催など周辺環境との調和を図るための手続や紛争が

生じた場合のあっせん・調停制度を設けているため、適用除外としています。 
■ 都市再生特別措置法は、都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図るために都市計画の特例等

の特別の措置を定めている法律であり、市長は都市再生事業が円滑かつ迅速に施行されるよう適切な配

慮をすることが定められているため、この法律の趣旨や都市再生事業の手続で住民説明などが行われる

ことを考慮して、適用除外としています。
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【条例】 

（横浜市の責務） 

第４条 横浜市は、地域の特性に応じた良好な都市環境の形成を図るため、開発事業に関する情報の提

供を行うとともに、この条例の適切かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講じなければならな

い。 

 
【解説】 

第４条は、横浜市の責務について規定しています。 

■ 横浜市は、この条例の適切かつ円滑な運用を図るため、市民、事業者などにわかりやすい窓口の整備、

審査の効率化を図る責務があります。また、情報の提供として、地域まちづくり計画などの地域情報の

提供を行い、この条例において開発事業に関する台帳を作成し、必要な図書（開発事業計画書や同意し

た開発事業の概要など）を閲覧に供する責務があります。 

 
 
【条例】 

（開発事業者の責務） 

第５条 開発事業者は、地域まちづくり計画に整合し、かつ、周辺環境と調和するよう、開発事業を行

わなければならない。 

２ 開発事業者は、殊更に小規模な開発事業区域を設定することのないように努め、自らの負担と責任

において必要な公共施設及び公益的施設を整備し、地域の良好な都市環境の形成を図らなければなら

ない。 

３ 開発事業者は、開発事業に伴い整備する公共施設を適切に管理するため、横浜市への引継ぎ等の必

要な措置を講じなければならない。 

 
【解説】 

第５条は、開発事業者の責務について規定しています。 

■ 開発事業を行う全ての開発事業者に対して、地域まちづくりを担う一員としてよりよい都市環境の形

成を図るため、開発事業の構想の立案に際して、住民参加のプロセスを経て策定されている地域まちづ

くり計画に整合するなど周辺環境への調和に配慮した計画とするよう求める趣旨です。特定大規模開発

事業を行う開発事業者は当然として、特定大規模開発事業以外の開発事業を行おうとする開発事業者も、

地域まちづくり計画に配慮する責務があります。 
■ 開発事業者は、開発事業区域の設定に関して、小規模化を避け、整備すべき施設が適切に整備される

ように計画する責務があります。 
■ 開発事業者は、開発事業に伴い整備される公共施設が将来的に適切に維持・管理が図られるよう、横

浜市への帰属などについてあらかじめ協議する責務があります。
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【条例】 

（公益上必要な開発行為を行う者の責務） 

第６条 法第 29条第１項第２号及び第３号に規定する開発行為を行う者は、当該開発行為が法第 33条

第１項に規定する基準に適合するよう努めなければならない。 

 
【解説】 

第６条は、公益上必要な開発行為を行う者の責務について規定しています。 

■ 都市計画法第29条において、公益上必要な施設の建築を目的とする開発行為については、許可不要と

されていますが、これらの開発行為であっても、開発許可と同等の整備を求め、良好な都市環境の形成

を図ろうとするものです。 

■ 都市計画法第 29 条第１項第２号又は第３号に定める開発行為を行う開発事業者は、開発事業計画を

同法第 33 条第１項に規定する開発許可の基準に適合させるよう努めなければなりません。 

本規定中「法第 33条第１項に規定する基準」には、都市計画法第 33条第３項に基づき本条例第３章

第１節及び第２節で強化した内容、同条第４項に基づき本条例第３章第３節で付加した基準及び同条第

５項に基づき本条例第３章第４節で付加した基準も含まれます。詳しくは、「都市計画法による開発許

可の手引～技術基準編～」にまとめてあります。 

 
 
【条例】 

（住民の責務） 

第７条 住民は、良好な都市環境の形成を目指す地域社会の一員として、開発事業に対し積極的に意見

を述べる等により、この条例に定める手続の実施に協力しなければならない。 

 
【解説】 

第７条は、開発事業に関わる住民の責務について規定しています。 

■ 住民は、自らが居住する地域の特性を熟知し地域におけるまちづくりを担う一員としての認識に立ち、

開発事業者及び市と協働して良好な都市環境の形成を図るため、開発事業計画に関して建設的な意見等

を述べる責務があります。また、自らの参加によって定めた地域まちづくり計画がある場合は、開発事

業計画が地域まちづくり計画に配慮されているか確認し、必要に応じて開発事業計画に対して意見を述

べる責務があります。 
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第２章 開発事業に係る手続 

第１節 開発構想の住民への周知、意見の聴取等 

 
【条例】 

第８条 削除 

 
【条例】 

（標識の設置） 

第９条 開発事業者は、開発事業を行おうとするときは、当該開発事業の構想の周知を図るため、規則

で定めるところにより、標識を設置し、当該開発事業の工事が完了するまでの間（第２条第２号ア、

オ又はカに掲げる開発事業にあっては、第 24 条第４項各号のいずれかに該当するまでの間）掲出し

ておかなければならない。 

２ 開発事業者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかに、その旨を書面により市長に届

け出なければならない。 

【規則】 

（標識の様式等） 

第４条 条例第９条第１項に規定する標識の様式は、第１号様式とする。 

２ 前項の標識は、開発事業区域が道路に接する部分（２以上の道路に接するときは、それぞれの道路

に接する部分）に、地面から標識の下端までの高さがおおむね１メートルとなるよう設置しなければ

ならない。 

３ 開発事業者は、第１項の標識について、風雨等のため容易に破損しない方法で設置するとともに、

記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。 

第５条 削除 

 
【解説】 

第９条は、開発事業者による標識の設置及び標識を設置した際の届出について規定しています。 

■ 開発事業者は、開発事業を行うことやその概要などを住民に周知するため、開発事業の工事が完了す

るまで標識を掲出しなければなりません。 

なお、開発行為、斜面地開発行為及び道路位置指定を伴う開発行為の場合、完了公告後等の条例の遵

守期間は標識を掲出しなければなりません。 

標識は、風雨などによって汚損することがないように作り、標識の大きさは、縦 90 センチメートル

以上、横 160 センチメートル以上とし、地面から標識の下端までの高さおおむね 100 センチメートルと

なるようにしなければなりません。また、開発事業区域外の道路から見やすい位置に設置し、２以上の

道路に接する開発事業については、それぞれの道路から標識を見ることができるようにしなければなり

ません。 
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□ 開発事業の構想に変更が生じた場合（開発事業計画書を提出する前は、標識に記載した事項に限

る。）は、標識の備考１に、変更の経緯、変更内容がわかるように開発事業の構想を変更した旨を記

入してください。 

□ 開発行為又は斜面地開発行為については法第 36 条第３項の規定による公告があった後、道路位置

指定を伴う開発行為については建築基準法施行規則第 10 条第１項の規定による公告があった後、備

考欄１に当該公告日を記入してください。 

□ 横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例の適用がある開発事

業で同条例第 10 条第 4 項に基づくみなし規定を適用する場合は、同条例で標識に記入することとさ

れている事項を標識の備考２に記入してください。 

□ 標識を設置した時点では、土地利用計画図を貼り付けないでください。（土地利用計画図について

は、開発事業計画書の提出後、速やかに土地利用計画図を貼り付けなければなりません。） 

■ 開発事業者は、開発事業を行おうとするときは、標識を設置した後に、市長に標識設置届（規則外様

式第３号）を届け出なければなりません。標識設置届に添付する図書は、位置図、現況図、公図の写し

（開発事業区域を朱示し、開発事業区域内の各筆については、地目を表記してください。)、土地利用

計画図、その他市長が必要と認める図書とします。標識設置届は、審査用と閲覧用として合計３部提出

してください。このうち、審査用（１部）として、標識の写真を添付したものを、閲覧用（２部）とし

て、個人情報を記載していないものを提出してください。個人情報は、以下に掲げるもの等を指します。 
 ○ 届出者の法人印又は個人印 

 ○ 添付図面に明記されている個人宅（建築物）の氏名 

 ○ 添付図面における開発事業者印・設計者印 

 ○ 個人の特定が可能となる情報 

□ 市長は、標識設置届の届け出があった場合は、開発事業者に対して、開発事業の構想の立案及び条

例の手続を行うよう指導及び助言（第 36条）を行います。 

□ 市長が行う「必要な指導及び助言」は、主に次の事項です。 

① 条例上必要となる手続又は整備すべき施設（第 18条） 

② 地域まちづくり計画の有無やその内容への配慮 

③ その他市長が必要と認めたもの 

開発事業のお知らせ 

○○○○ 

 
 
 

160センチメートル以上 

90 センチメートル

以上 

おおむね 100 

センチメートル 

開発事業区域 

道路 
道路 

道路 

標識 
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【条例】 

第 10条 削除 

 
 

【条例】 

（住民への説明） 

第 11 条 開発事業者（第２条第２号カに掲げる開発事業に係る開発事業者を除く。）は、第９条第１項

の規定により標識を設置した日の翌日以後に、その開発事業の構想等に係る規則で定める事項につい

て、次の各号に掲げる開発事業の区分に応じ、当該各号に定める方法により説明を行わなければなら

ない。 

(1) 特定大規模開発事業 地域住民及び地域まちづくり計画運営団体を対象として行う説明会の開催 

(2) 特定大規模開発事業以外の開発事業 近接住民及び地域まちづくり計画運営団体を対象として行

う説明会の開催又は戸別訪問その他市長が認める方法 

【規則】 

（住民への説明） 

第６条 条例第 11条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。 

 (1) 開発事業の構想に関する次に掲げる事項 

ア 開発事業区域の位置、形状及び面積 

イ 開発事業区域内の土地の利用に関する事項 

ウ 予定建築物等に関する事項 

エ 公共施設等に関する事項 

オ 宅地造成に関する事項 

カ 開発事業に関する工事の期間 

(2) 開発事業区域における防犯対策に関する事項（特定大規模開発事業の場合に限る。） 

(3) 開発事業区域及びその周辺の道路における通行の安全の確保に関する事項（特定大規模開発事業

の場合に限る。） 

(4) 地域まちづくり計画との整合に関する事項（地域まちづくり計画運営団体への説明を行う場合に

限る。） 

(5) 条例第 12条第１項の規定による意見書の提出に関する事項 

(6) 条例第 13条第３項の規定による開発事業計画書の縦覧に関する事項 

(7) 条例第 14条第１項の規定による再意見書の提出に関する事項 

２ 条例第 11 条各号に規定する説明会(以下「説明会」という。)は、地域住民又は近接住民及び地域

まちづくり計画運営団体が参加しやすい日時及び場所において２回以上開催しなければならない。 

３ 説明会を開催しようとする開発事業者は、条例第９条第１項の規定により標識を設置した日の翌日

以後であって説明会を開催する日の７日前までに、地域住民又は近接住民及び地域まちづくり計画運

営団体に対し、説明会で使用する資料を配布し、かつ、説明会を開催する日時及び場所を通知しなけ

ればならない。 

 
【解説】 

第 11条は、開発事業者が行う住民への説明について規定しています。 

■ 道路位置指定を伴う開発行為について、本条は適用されませんが、近接住民又は地域まちづくり計画

運営団体に対し説明するようにしてください。 
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■ 地域まちづくり計画運営団体については第２条第９号（11 ページ）の解説を参照してください。ま

た連絡先については都市整備局地域まちづくり課、都心再生課及びみなとみらい・東神奈川臨海部推進

課並びに各区区政推進課に相談してください。 

■ 開発事業者は、開発事業の構想等を計画し、説明しなければなりません。また、何度でも近接住民等

に説明することができますが、開発事業の構想等が変わった場合は、再度説明をする必要があります。 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 住民は、開発事業の構想等に意見を言う場合は、第７条に基づいた意見とする必要があります。また、

説明を受けるたびに、開発事業の構想等に対して意見を言うことができます。 

■ 特定大規模開発事業の開発事業者は、標識を設置した日の翌日以後に説明会を開催して住民への説明

を行わなければなりません。特定大規模開発事業以外の開発事業の開発事業者は、戸別訪問又は説明会

（特定大規模開発事業と同じ）の開催によることができます。 

特定大規模開発事業に関しては、この条例の目的でもある地域まちづくり計画への配慮や周辺環境と

の調和など、開発事業の計画に際して地域との調整が重要となることから、説明対象をより広い地域住

民を対象としています。また、説明を実施する前に住民が開発事業の計画について知っていることが望

ましいことから、標識を設置した日の翌日以後で、説明会を開催する日から７日前までに、地域住民又

は近接住民及び地域まちづくり計画運営団体に説明会で使用する資料を配布する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

住民説明 
（11 条） 

・構想（構想の変遷がわかるように） 

・説明状況（変遷がわかるように） 

・住民意見（全て） 

・意見への見解（全て） 

開発事業計画書の提出
（13 条） 

構想１ 

構想２ 

説明１ 

（11 条） 

構想３ 

意見１を反映し

構想を変更 

意見２を反映し

構想を変更 

説明２ 

（11 条） 

説明３ 

（11 条） 

事業者 

【Ａさん】 【Ｂさん】 【Ｃさん】・・・ 

意見書１（12 条１項） 

見解書１（12 条２項） 

意見書２（12 条１項） 

見解書２（12 条２項） 

意見書３（12 条１項） 

見解書３（12 条２項） 

住民 

【説明の一例】 

 

標識を設置した日 

day 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

説明会開催可
 

資 料 配
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■ 開発事業者は、説明会を開催する上で、次のことについて留意してください。 

□ 標識を設置した日の翌日以後で、住民に対して説明会を開催する７日前までに、開発事業の構想等

の説明資料を配布してください。 

□ 説明会の開催にあたっては、次のことに留意する必要があります。 

① 説明会の開催の通知（開催日時、場所など）は開催日の７日前までに住民に周知すること。 

② ２回以上の開催日を設定し、地域住民又は近接住民及び地域まちづくり計画運営団体が都合の良

い日を選択できるようにすること。 

③ 説明会の開催場所は、地域住民又は近接住民及び地域まちづくり計画運営団体が参加しやすい場

所とすること。 

■ 開発事業者は、戸別訪問を実施する上で、次のことについて留意してください。 

□ 不在であった場合には、説明資料を投函し、日を改めて２回以上訪問してください。 

■ 開発事業者は、説明会又は戸別訪問で説明を行うにあたって、次のことについて留意してください。 

□ 開発事業計画書第２面（128ページ）に記載されている項目について説明してください。 

□ 住民に関する条例の手続として、次の事項を説明してください。また、説明に際しては、「開発事

業の構想に関する説明を受ける住民の皆さんへ」（特定大規模開発以外と特定大規模開発用の２種類

があります。ページ番号等を抹消し、裏面の該当する担当窓口にチェックして、Ａ４版両面又はＡ３

版片面使用してください。）を用いてください。 

① 説明を受けた日から５日間、開発事業の構想等について、開発事業者に意見を提出できること（説

明を行った翌日から起算して５日目を提出期限とし、意見書の用紙を配布してください。なお、意見

書の提出期間の末日（５日目）が休日にあたるときは、その翌日が意見書提出可能期間終了日となり

ます）。その意見に対する見解が示されること。 

② 最終案での説明会開催日又は戸別訪問日から５日間を経過した後に、市長に開発事業計画書が提出

されること。 

③ 開発事業計画書は提出後 14日間縦覧に供されること。 

市長は、開発事業計画書が提出された後、記載内容を確認した上で、縦覧に供するため、提出日と

縦覧開始日は異なります（縦覧開始日までの処理期間は、３～４日程度です。）。 

なお、縦覧開始日は、横浜市の休日を定める条例に規定する休日以外となります。 

④ 開発事業計画書に対する再意見を、市長を経由して開発事業者に提出できること。 

⑤ 再意見に対する再見解書の送付があること。 

⑥ 開発事業計画書の提出日並びに縦覧開始日及び終了日は標識で確認できること。 

■ 「市長が認める説明方法」とは、次のものをいいます。 

□ 訪問日を変えて３回訪問したが、戸別訪問の説明対象者が留守などで説明ができなかった場合にお

ける、住民への説明資料の投函 

□ 説明対象の住民が横浜市外に居住している場合における、説明資料の送付 

□ 戸別訪問による説明対象に共同住宅の所有者等が含まれ、セキュリティが高く共同住宅内に入れな

いときや戸別訪問を断られたとき等戸別訪問の実施が困難である場合は、次の方法に代えることがで

きます。 
なお、所有者等とは、共同住宅の土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を占有若しくは

所有する者をいいます。 
① 当該共同住宅が分譲タイプである場合は、管理組合等に次のア、イ、ウの方法を提示し、実施可

能な方法や意向を確認した上で、方法を選択することができます。 
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なお、選択した方法で実施する前に、必ず戸別訪問の実施が困難である理由や管理組合等に確認

した内容を横浜市に報告してください。 
ア 所有者等に対する説明会の開催 
イ 所有者等に対する説明資料の配布 
ウ 管理組合の理事会等に対する説明をした上での所有者等に対する説明資料の配布 

② 当該共同住宅が賃貸タイプである場合は、土地及び建築物の所有者に次のア、イの方法を提示し、

実施可能な方法や意向を確認した上で、方法を選択することができます。 
なお、選択した方法で実施する前に、必ず戸別訪問の実施が困難である理由や土地及び建築物の

所有者に確認した内容を横浜市に報告してください。 
ア 所有者等に対する説明会の開催 
イ 所有者等に対する説明資料の配布 
 
また、共同住宅の所有者等に対する説明会を開催する上で、次のことについて留意してください。 

① 標識を設置した日の翌日以後で、説明会を開催する７日前までに、開発事業の構想等の説明資料

を配布してください。 
② 説明会の開催の通知（開催日時、場所など）は開催日の７日前までに所有者等に周知してくださ

い。 
③ ２回以上の開催日を設定し、所有者等が都合の良い日を選択できるようにしてください。 
④ 説明会の開催場所は、所有者等が参加しやすい場所としてください。 

■ 「市長が認める説明方法」を行った場合の意見書提出期限の取り扱いについて 
□ 訪問日を変えて３回訪問したが、戸別訪問の説明対象者が留守などで説明できず、説明資料の投函

に代えた場合は、「開発事業の構想に対する意見書」の意見書提出期限は３回目訪問日の翌日から起

算して５日目を提出期限とします。 
□ 横浜市外の居住者に説明資料を送付した場合、当該地への資料到着予定日から起算して５日目を意

見書の提出期限とします。 
□ 共同住宅の所有者等への戸別訪問の実施が困難であり、戸別訪問に代わる方法を実施する場合は、

所有者等に対する説明会の開催又は説明資料を配布した日の翌日から起算して５日目を意見書の提出

期限とします。 
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開発事業の構想に関する説明を受ける住民の皆さんへ 

横浜市内で、開発行為、大規模な共同住宅の建築等の開発事業を行う場合、横浜市開発事業 

の調整等に関する条例で、次のような手続きを定めています。 

・開発事業を行おうとしている開発事業者による、開発事業の構想の周知、説明 

・開発事業の構想に対する住民の皆さんからの意見聴取に関する手続き 

・地域まちづくり計画及び周辺環境への配慮等に関する開発事業者と横浜市との協議 

条例手続きの流れ 

開発事業区域の周辺住民の皆さんは、地域におけるまちづくりを担う一員として、意見を 

出すことにより（下図の④意見書の提出及び⑧再意見書の提出）、開発事業者と開発事業の 

構想について調整を図ることができます。 
 

条例手続きが行われ、整備すべき施設の基準

も満たしている場合、条例の同意を行いま

す。 

（特定大規模開発事業以外の開発事業用） 

 

住民の皆さん 開発事業者 市 

開発事業者は開発事業の構想の周知を図るた

め、標識を設置し、標識設置届を市に提出し

ます。 

開発事業者は、開発事業の構想について、住

民の皆さんに対し、戸別訪問（不在の場合、

投函）又は説明会により説明します。 

①標識の設置 

②標識設置届の提出 

④意見書の提出 

③住民の皆さんへの説明  

住民の皆さんは開発事業者からの説明終了後

５日以内に、開発事業者に対し、開発構想に

対する意見書を提出できます。 

※意見書様式は開発事業者より配布、ホーム

ページからもダウンロードが可能です。 
意見の 

やりとり 

開発事業者は開発事業の構想、説明状況、構

想に対する住民意見、意見に対する開発事業

者の見解を示した書類を市に提出します。 

⑤見解書の送付  

⑥開発事業計画書の提出 

⑦開発事業計画書の縦覧  

⑧再意見書の提出 

⑨再意見書に対する再見解書の送付

  
⑩開発協議 

⑪同意申請・同意通知 

(開発事業計画書の縦覧窓口) 

よこはま建築情報センター（市庁舎２階）又

は各区役所の区政推進課 

開発事業者は再見解書を提出した住民に対

し、個別に再見解書を送付します。 

再意見書が提出され、横浜市が必要と認めた

案件では、横浜市と協議を行います。 

※縦覧期間終了後も開発事業計画書を見ることができます。 

縦覧期間(14日間)の間、横浜市を介して開発

事業者に再意見書を提出できます。 

※再意見書式様式は所管課で配布、ホームペ

ージからもダウンロードが可能です。 

縦
覧
期
間 

日
間 

14 

検索 

構想に対し建設

的な意見をお出

しください 

提出された意見

書に対し、戸別

に見解を書面に

て送付します 

横浜市 調整条例 

意見調整の結

果を確認でき

ます 

縦覧期間内に計

画書への再意見

が出せます 

※開発事業区域から
15ｍ範囲内の土地所
有者、建物所有及び
建物占有者 
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開発事業の構想に関する説明を受ける住民の皆さんへ 

横浜市内で、開発行為、大規模な共同住宅の建築等の開発事業を行う場合、横浜市開発事業 

の調整等に関する条例で、次のような手続きを定めています。 

・開発事業を行おうとしている開発事業者による、開発事業の構想の周知、説明 

・開発事業の構想に対する住民の皆さんからの意見聴取に関する手続き 

・地域まちづくり計画及び周辺環境への配慮等に関する開発事業者と横浜市との協議 

条例手続きの流れ 

開発事業区域の周辺住民の皆さんは、地域におけるまちづくりを担う一員として、意見を 

出すことにより（下図の④意見書の提出及び⑧再意見書の提出）、開発事業者と開発事業の 

構想について調整を図ることができます。 
 

条例手続きが行われ、整備すべき施設の基準

も満たしている場合、条例の同意を行いま

す。 

（特定大規模開発事業用） 

 

住民の皆さん 開発事業者 市 

開発事業者は開発事業の構想の周知を図るた

め、標識を設置し、標識設置届を市に提出し

ます。 

開発事業者は、開発事業の構想について、説

明会を開催します。 

①標識の設置 

②標識設置届の提出 

④意見書の提出 

③住民の皆さんへの説明  

住民の皆さんは開発事業者からの説明終了後

５日以内に、開発事業者に対し、開発構想に

対する意見書を提出できます。 

※意見書様式は開発事業者より配布、ホーム

ページからもダウンロードが可能です。 
意見の 

やりとり 

開発事業者は開発事業の構想、説明状況、構

想に対する住民意見、意見に対する開発事業

者の見解を示した書類を市に提出します。 

⑤見解書の送付  

⑥開発事業計画書の提出 

⑦開発事業計画書の縦覧  

⑧再意見書の提出 

⑨再意見書に対する再見解書の送付

  
⑩開発協議 

⑪同意申請・同意通知 

(開発事業計画書の縦覧窓口) 

よこはま建築情報センター（市庁舎２階）又

は各区役所の区政推進課 

開発事業者は再見解書を提出した住民に対

し、個別に再見解書を送付します。 

開発事業について、横浜市と開発事業者は協

議を行います。 

※縦覧期間終了後も開発事業計画書を見ることができます。 

縦覧期間(14日間)の間、横浜市を介して開発

事業者に再意見書を提出できます。 

※再意見書式様式は所管課で配布、ホームペ

ージからもダウンロードが可能です。 

縦
覧
期
間 

日
間 

14 

検索 

構想に対し建設

的な意見をお出

しください 

提出された意見

書に対し、戸別

に見解を書面に

て送付します 

横浜市 調整条例 

意見調整の結

果を確認でき

ます 

縦覧期間内に計

画書への再意見

が出せます 

※開発事業区域から
50ｍ範囲内の土地所
有者、建物所有及び
建物占有者 
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戸別訪問日・意見書の提出期限・説明者について 
※計画内容については下記の開発事業の構想に関する説明者に直接お問い合わせください。 

●戸別訪問日について 

開発事業者名： 
 開発事業区域に含まれる土地の地名地番： 

標識設置日：   年   月   日 
 
横浜市開発事業の調整等に関する条例に基づき、標識を設置した上記の開発事業について、 

□ 
本日（   年   月   日）、ご説明いたしました。計画に対するご意見がある場合、

意見書の様式にてご提出ください。 
 
□ 

   年   月   日   時頃にご説明に伺いましたが、ご不在でしたので、説明資料

一式と意見書の様式を投函いたしました。また、日を改めてご説明のため、訪問いたします。

計画に対するご意見がある場合、意見書の様式にてご提出ください。 
 
□ 

   年   月   日   時頃に２回目のご説明に伺いましたが、ご不在でしたの

で、日を改めて訪問いたします。計画に対するご意見がある場合、意見書の様式にてご提出く

ださい。 
 
□ 

   年   月   日   時頃に３回目のご説明に伺いましたが、ご不在でしたの

で、既に投函した資料をご確認いただくことで、説明に代えさせていただきます。計画に対す

るご意見がある場合、意見書の様式にてご提出ください。 
 
●意見書の提出期限 

次の期日までに開発事業の構想に関する意見を記載した意見書を開発事業者に提出することができま

す。(提出期限は戸別訪問時に直接説明を終えた後、もしくは３回目訪問時も不在だった場合に訪問者側

で記入します。) 

   年   月   日（  ） 消印有効 
 
●訪問者（開発事業の構想に関する説明者） 
（氏名） 
 
（連絡先） 

 

横浜市の所管課・お問合せ先について 
※手続きについてご不明な点があれば、次のチェック欄が付いている部署までお問い合わせください。 

 担当課 エリア別 電話番号 

□ 建築局 宅地審査課 北部（緑・青葉・都筑） ０４５－６７１－４５１５ 
□ 〃 西部（南・保土ケ谷・旭・瀬谷・泉） ０４５－６７１－４５１６ 
□ 〃 南部（港南・磯子・金沢・戸塚・栄） ０４５－６７１－４５１７ 
□ 〃 東部（鶴見・神奈川・西・中・港北） ０４５－６７１－４５１８ 
□ 建築局 調整区域課 調整区域全域 ０４５－６７１－４５２１ 
□ 建築局 情報相談課  ０４５－６７１－２３５０ 

（戸別訪問用） 
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意見書の提出期限・説明者について 

※計画内容については下記の開発事業の構想に関する説明者に直接お問い合わせください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横浜市の所管課・お問合せ先について 

※手続きについてご不明な点があれば、次のチェック欄が付いている部署までお問い合わせください。 

 担当課 エリア別 電話番号 

□ 建築局 宅地審査課 北部（緑・青葉・都筑） ０４５－６７１－４５１５ 
□ 〃 西部（南・保土ケ谷・旭・瀬谷・泉） ０４５－６７１－４５１６ 
□ 〃 南部（港南・磯子・金沢・戸塚・栄） ０４５－６７１－４５１７ 
□ 〃 東部（鶴見・神奈川・西・中・港北） ０４５－６７１－４５１８ 
□ 建築局 調整区域課 調整区域全域 ０４５－６７１－４５２１ 

□ 建築局 情報相談課 
市域全域 

開発行為とならない 
大規模な共同住宅の建築 

０４５－６７１－２３５０ 

 
 

 

（説明会用） 

 

●意見書の提出期限 

 次の期日までに開発事業の構想に関する意見を記載した意見書を開発事業者に提出することができま

す。(最終の説明会開催日の翌日から５日間) 
 
 
 
●開発事業の構想に関する説明者 

   年   月   日 (  ) 消印有効 

（氏 名） 
 
 
（連絡先） 
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【条例】 
（開発事業の構想に対する意見書の提出） 

第12条 近接住民（特定大規模開発事業の場合にあっては、地域住民）及び地域まちづくり計画運営団

体（以下「近接住民等」という。）は、開発事業（第２条第２号カに掲げるものを除く。）に係る前条

の説明が終了した日の翌日から起算して５日以内に、同条の開発事業の構想に対する意見を記載した

書面（以下「意見書」という。）を開発事業者に提出することができる。 

２ 開発事業者は、意見書の提出があったときは、次条第１項の規定により開発事業計画書の提出を行

うまでに、当該意見書に対する見解を記載した書面を当該意見書を提出した近接住民等に送付しなけ

ればならない。 

 

【解説】 

第 12 条は、近接住民等の意見書の提出について規定しています。 

■ 近接住民等は、開発事業者から開発事業の構想に関する説明を受けた際に開発事業の構想等について

意見を述べることができます。意見書を提出できる期間は、近接住民等への説明の終了した日の翌日か

ら起算して５日以内であり、当該意見書に対する見解書の送付前に、開発事業者は開発事業計画書を市

に提出することができないこととなっています。 

なお、説明が終了した日の翌日から起算して５日目が、休日の場合には、その翌日が意見書提出可能

期間終了日となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 □ 休日とは、横浜市の休日を定める条例（平成３年 12 月横浜市条例第 54 号）第１条第１項に定める

横浜市の休日とします。当該条例については、30 ページを参照してください。 

□ 開発事業者への意見書の提出方法は、原則として、手渡し又は郵送とします。 

■ 開発事業者は、意見書の送付を受けたときは、意見書について十分に考慮し、見解書を作成して当該

意見書を提出した者に手渡し又は郵送によって送付しなければなりません。 

□ 見解書には、近接住民等の意見の内容を踏まえ、開発事業の計画の修正や見直しをどのように行う

のか、また、計画の修正や見直しを行わない場合にはその理由を明確に示してください。 

□ 見解書の送付は、開発事業計画書の提出（第 13 条）までに行わなければなりません。 

□ 意見書と意見書に対する見解書のやり取りについては、開発事業計画書第５面により確認しますの

で、必ず意見書を提出した者それぞれに対し、個別に見解書を送付してください。なお、意見書の写

し及び見解書の写しは、開発事業計画書に添付してください。

ただし、期間の末日(５日目)が休日にあたるとき
は、その翌日が意見書提出可能期間終了日となり
ます。 

説明が終了した日 

day 
0 1 2 3 4 5 6 

起算日 
意見書提出可能期間 
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【条例】 

(開発事業計画書の提出等) 

第13条 開発事業者は、第11条の説明が終了した日の翌日から起算して５日を経過した日（第２条第２

号カに掲げる開発事業にあっては、第９条第２項の規定による届出を行った日の翌日）以後に、次に

掲げる事項（第２条第２号カに掲げる開発事業にあっては、第１号に掲げる事項）を記載した書面

（以下「開発事業計画書」という。）を市長に提出しなければならない。 

(1) 開発事業区域内の土地の利用計画、予定される建築物の概要等の開発事業の構想 

(2) 第11条の規定による開発事業の説明の状況 

(3) 開発事業の構想に対する近接住民等の意見 

(4) 前号の意見に対する開発事業者の見解 

２ 開発事業者は、開発事業計画書を市長に提出したときは、速やかに、その旨及び提出年月日を第９

条第１項の規定により設置した標識に記載しなければならない。 

３ 市長は、開発事業計画書の提出があったときは、遅滞なく、これを14日間一般の縦覧に供するもの

とする。 

４ 市長は、開発事業計画書（第２条第２号カに掲げる開発事業に係るものを除く。）の提出があった

ときは、その開発事業者に対し、この条例に定める手続及び基準を遵守するよう必要な指導及び助言

をするものとする。 

【規則】 

（開発事業計画書の様式） 

第７条 条例第 13 条第１項に規定する開発事業計画書の様式は、第３号様式とする。 

（縦覧の場所及び日時） 

第８条 条例第 13 条第３項の規定による開発事業計画書の縦覧(以下「縦覧」という。)の場所は、建

築局建築指導部情報相談課その他市長が定める場所とする。 

２ 縦覧の日時は、次のとおりとする。 

(1) 縦覧に供しない日は、横浜市の休日を定める条例（平成３年 12 月横浜市条例第 54 号）第１条第

１項に定める横浜市の休日とする。 

(2) 縦覧に供する時間は、建築局建築指導部情報相談課においては午前８時 45 分から午後５時まで、

その他市長が定める場所においては市長が別に定める時間とする。 

(3) 前２号の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、縦覧に供しない日、又は

縦覧に供する時間を変更することができる。この場合において、市長は、あらかじめ、その旨を縦

覧の場所に掲示するものとする。 

 

【解説】 

第 13 条は、開発事業者が策定した開発事業計画書の市長への提出及び縦覧について規定しています。 

■ 開発事業計画書は、土地利用計画や予定建築物の概要等の開発事業の構想や住民への説明状況、住民

の意見やそれに対する開発事業者の見解を記載したものです。 

■ 開発事業者は、住民への説明が終了した日（最終の説明会開催日及び戸別訪問日）の翌日から起算し

て５日を経過した日以後でなければ開発事業計画書を提出できません。 

説明が終了した日の翌日から起算して５日目が、休日の場合には、その翌日が意見書提出可能期間終

了日となり、開発事業計画書の提出は、意見書提出期間終了日以後になります。 
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開発事業計画書は、審査用と縦覧・閲覧用として合計３部提出してください。また、開発事業計画書

には、住民への説明に際して使用した資料をそれぞれ添付してください。 

なお、開発事業者が法人である場合には、情報公開の対象とすることができない法人印の縦覧・閲覧

用への押印は不要です。 

■ 開発事業計画書に添付する図書は、以下のとおりです。提出する部数は、開発事業計画書と添付図書

ともに３部です。なお、第２条第２号カに該当する開発事業の場合には、下記の⑦及び⑨を除く図書を

添付してください。 

① 位置図（白地図） 

② 現況図（地形、開発事業区域の境界、開発事業区域内及び開発事業区域周辺の公共施設の状況を明

示し縮尺 2,500 分の１以上とすること） 

③ 公図の写し（開発事業区域を朱示） 

④ 土地利用計画図（開発事業区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状、敷

地に係る予定建築物等の用途、公益的施設の位置、第 18 条第２項各号に規定する空地の位置及び形

状を明示し、縮尺は 1,000 分の１以上としてください。） 

⑤ 造成計画平面図、造成計画断面図（造成があるものに限る） 

⑥ 一戸建ての住宅以外の建築工事がある場合には、建築物の立面図（第２条第２号イに規定する開発

事業においては、立面図、平面図及び断面図） 

⑦ 住民説明に使用した開発事業の構想、その他の説明に使用した資料 

⑧ 標識に土地利用計画図を貼付し、その状況が分かるよう撮影した写真（正１部のみ） 

⑨ 説明範囲及び説明対象者が分かるよう記載した資料（正１部のみ） 

⑩ その他開発事業に応じて必要となる図書 

特定大規模開発事業については、開発事業区域の周辺の公共施設、公益的施設（市民生活の福祉増

進に必要な地域の公益的施設で、地域コミュニティ施設、障害者・高齢者のための地域福祉施設、学

校、上水道、保育所、消防出張所、地域の文化・スポーツ施設その他これらに類する施設）の状況を

示した図等 

■ 開発事業者は、開発事業計画書の提出とあわせて、住民から提出された意見書の写し、見解書の写し

及び説明を行った住民（開発事業計画書の「説明を受けた者」）が確認できるように示した開発事業区

域の周辺の地図を、市長にそれぞれ１部提出してください。 

なお、この意見書の写し、見解書の写し及び開発事業区域の周辺の地図は開発事業計画書の添付図書

ではないため、縦覧・閲覧の対象とはなりません。 

■ 開発事業者は、開発事業区域内の標識の所定の欄に開発事業計画書の提出年月日を記載し、開発事業

計画書の添付図書として提出した土地利用計画図を貼付し、住民に周知しなければなりません。 

■ 市長は、住民意見に対する開発事業者の見解などを住民が知る機会を設けるために、開発事業計画書

を 14 日間縦覧し、その内容を住民に周知します。縦覧場所は、建築局情報相談課（市庁舎 2 階「よこ

はま建築情報センター」）です。 

意見書提出可能期間 開発事業計画書提出可能 

説明が終了した日 

day 
0 1 2 3 4 5 6 

ただし、期間の末日(５日目)が休日にあたるときは、その翌日
（６日目）が意見書提出可能期間終了日となるため、計画書の
提出はさらにその翌日（７日目）となります。 

起算日 

7 
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■ 市長は、開発事業計画書が提出された後、内容の確認を行い、縦覧の開始日及び終了日を決定し、縦

覧を開始します。縦覧期間については、開発事業者に連絡します。開発事業者は、市長から連絡があった

ときは、速やかに標識に縦覧期間を記載し、周知をしてください（縦覧場所は情報相談課：市庁舎 

２階「よこはま建築情報センター」です。）。 

■ 縦覧開始日は開発事業計画書提出後３～４日程度となりますが、縦覧開始日は、横浜市の休日を定め

る条例に規定する休日以外となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、開発事業計画書は、縦覧・閲覧に際しては、個人情報について、非公開の処理を行います。こ

のことを踏まえ、開発事業計画書のうち審査用の１部を除いた縦覧・閲覧用の２部については、個人情

報を記載せずに提出してください。個人情報は、以下に掲げるもの等を指します。 

 ○ 提出者の法人印又は個人印 

 ○ 説明を受けた者の住所の地番、氏名及び住民意見符号 

 ○ 添付図面に明記されている個人宅（建築物）の氏名 

 ○ 添付図面における開発事業者印・設計者印 

 ○ 添付図面における計画建築物の平面図及び断面図 

 ○ 個人の特定が可能となる情報 

 

■ 市長は、開発事業計画書を確認し、必要に応じて指導・助言を行います。また、特定大規模開発事業

及び再意見書（第 14 条）が提出された開発事業については、第 16 条第３項の協議事項通知書を作成す

る段階で、開発事業計画書第５面に記載された内容を考慮します。 

■ 開発事業計画書記入時の注意事項 

一戸建ての住宅を計画する場合、第１面の「概要」欄のうち「敷地面積」については、最小面積及び

最大面積を記入してください。 

 

【参考】横浜市の休日を定める条例（抜粋） 

 

(横浜市の休日) 

第１条 次の各号に掲げる日は、横浜市の休日とし、横浜市の機関の執務は、原則として行わない 

ものとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

(3) 12 月 29 日から翌年の 1月 3日までの日(前号に掲げる日を除く。) 

縦覧開始日（開発
事業計画書提出か
ら３～４日後） 

起算日 

day 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

縦覧期間 

ただし、期間の末日(14 日目)が休日
にあたるときは、その翌日が縦覧期
間終了日となります。 

縦覧期間終了後は、閲覧となります。 

11 12 13 14 
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【条例】 

(開発事業者の見解に対する再意見書の提出) 

第14条 第２条第２号カに掲げる開発事業以外の開発事業に係る近接住民等は、前条第３項の縦覧の期

間満了の日までに、同条第１項第４号に掲げる開発事業者の見解に対する意見を記載した書面（以下

「再意見書」という。）を市長を経由して、当該開発事業者に提出することができる。 

２ 市長は、再意見書の提出があったときは、遅滞なく、開発事業者に当該再意見書を送付するものと

する。この場合において、市長は、当該開発事業者に対し、再意見書に関する事項について必要な指

導及び助言をするものとする。 

３ 開発事業者は、前項の規定により再意見書の送付を受けたときは、当該再意見書に対する見解を記

載した書面(以下「再見解書」という。)を当該再意見書を提出した者に送付するとともに、当該再見

解書の写しを市長に提出しなければならない。 

【規則】 

第９条及び第 10 条 削除 

【解説】 

第 14 条は、近接住民等が提出できる再意見書について規定しています。 

■ 近接住民等は、開発事業の構想に対する近接住民等の意見に対する事業者の見解について意見がある

場合は、前条の縦覧期間内に市長に再意見書を提出できます。再意見書の提出については、次のとおり

です。 

□ 提出方法：持ち込み、郵送（消印有効）   □ 様  式：規則外様式第５号 

□ 提 出 先 

■ 市長は、近接住民等からの再意見書の提出があった場合は、写しをとり、遅滞なく開発事業者に再意

見書を送付します。このとき、市長は、開発事業者に再意見書について必要な指導及び助言を行います。 

■ 開発事業者は、再意見書の送付を受けたときは、再意見書について十分に考慮し、再見解書を作成し

て当該再意見書を提出した者に手渡し又は郵送によって送付してください。また、その写しを一括して、

縦覧期間終了後、市長に提出しなければなりません。 

なお、再見解書には、近接住民等の再意見の内容を踏まえ、開発事業の計画の修正や見直しをどのよ

うに行うのか、また、計画の修正や見直しを行わない場合にはその理由を明確に示してください。 

■ 再意見書が提出され、市長が必要があると認めた場合は、市長との協議（第 16 条）を行わなければ

なりません。また、再意見書が提出されなかった場合は、市長が開発事業計画書に「再意見書なし」の

押印をしますので、第 13 条第３項の縦覧の期間満了の日の翌日以後に、第 17 条の同意の申請を行うこ

とができます。なお、特定大規模開発事業の場合は、必ず市長と協議を行います。 

■ 開発事業者と調整が取れた場合、近接住民等は再意見書を取り下げることができます。この際、「再

意見書取下届」（規則外様式第５号の２）を提出してください。

開発事業の種類 担当部署 住所（送付先） 

市街化区域の開発事業 
(上記大規模な共同住宅の建築を除く。) 

建築局宅地審査課 
指導担当 

〒231-0005 

横浜市中区本町6丁目50番地の10 

25 階 
市街化調整区域の開発事業 

建築局調整区域課 
指導担当 

大規模な共同住宅の建築 
(第２条第２号イに規定する開発事業。 

市街化区域に限る。) 

建築局情報相談課 
中高層担当 

〒231-0005 

横浜市中区本町6丁目50番地の10 

25 階 
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【条例】 

（公共施設の管理者等への説明） 

第14条の２ 第２条第２号ア又はオに掲げる開発事業に係る開発事業者は、当該開発事業について法第

32条第１項の規定による同意又は同条第２項の規定による協議が必要となる場合にあっては、第９

条第１項の規定により標識を設置した日の翌日以後に、法第32条第１項に規定する公共施設の管理

者又は同条第２項に規定する公共施設を管理することとなる者その他都市計画法施行令（昭和44年

政令第158号。以下「政令」という。）第23条に規定する者に対し、当該公共施設に係る事項等につ

いて説明を行わなければならない。 

 

【解説】 

第 14 条の２は、開発事業者が行う公共施設の管理者等への説明について規定しています。 

■ 開発事業者は、第２条第２号アに規定する「開発行為」又はオに規定する「斜面地開発行為」を行う

場合であって、法第 32 条第１項の規定による同意又は同条第２項の規定による協議が必要となるとき

は、当該同意又は協議が円滑に進むよう、以下の公共施設管理者等に対して、開発事業に関係がある公

共施設について、説明をしなければなりません。 

① 都市計画法第 32 条第１項に規定する公共施設の管理者：開発行為に関係がある公共施設（開発区

域内にある既存の公共施設のほか、開発区域外にあって開発区域に接続することとなる道路や隣接す

る公園、開発行為の実施に伴って変更又は廃止されることとなる公共施設を含みます。）の管理者の

ことです。 

② 同条第２項に規定する公共施設を管理することとなる者：開発行為又は開発行為に関する工事によ

り設置される公共施設を管理することとなる者のことです。 

③ 都市計画法施行令第 23 条に規定する者（開発区域面積が 20ha 以上の場合に限ります。）：義務教育

施設、水道、電気、ガス又は鉄軌道施設の施設の管理者のことです。 

■ 公共施設の管理者等への説明は、標識を設置した翌日以後に行うことになります。横浜市における公

共施設の管理者への説明方法については、部署ごとに異なりますので、宅地審査部で配布しているチェ

ックシート及び配布資料を確認してください。 

□ チェックシートは第 17 条の同意の申請を行う際、必要事項を記入の上、提出してください。 
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【条例】 

(開発事業計画書を変更する場合の再手続) 

第15条 開発事業者は、開発事業計画書を提出した日から第17条第１項の同意を得るまでの間において

第13条第１項第１号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により市

長に届け出るとともに、第９条第１項の規定により設置した標識に表示された事項について必要な

修正を行わなければならない。 

２ 開発事業者は、第13条第１項第１号に掲げる事項を変更したときは、第11条から前条までに定める

手続（第２条第２号カに掲げる開発事業にあっては、第13条第１項及び第２項に定める手続）を行

わなければならない。ただし、次条第1項又は第２項の規定による協議の結果及び横浜市中高層建築

物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例(平成５年６月横浜市条例第35号)第14

条第１項若しくは第２項の規定によるあっせん又は同条例第21条第１項の規定による調停(以下「あ

っせん又は調停」という。)に基づく変更並びに規則で定める軽微な変更については、この限りでな

い。 

【規則】 

（軽微な変更） 

第 11 条 条例第 15 条第２項ただし書及び第 20 条第１項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更

は、次のとおりとする。 

(1) 開発事業の構想又は計画の変更で次に掲げるもの 

ア 開発事業区域の縮小 

イ 開発事業区域内の建築物又は特定工作物の規模の縮小 

ウ 条例第 18 条第２項第１号から第３号まで及び第４号アに規定する空地の面積の増加 

エ 条例第 18 条第２項第５号に規定する雨水流出抑制施設、同項第６号に規定する遊水池その他

の適当な施設又は同項第７号に規定する防火水槽に係る変更 

オ 条例第 18 条第２項第８号に規定する居住者の集会の用に供する施設の延べ面積の増加 

(2) 開発事業者の氏名若しくは名称、住所又は代表者の変更 

(3) 開発事業に関する工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更 

(4) その他前３号に掲げるものと同程度に軽微であると市長が認める変更 

 

【解説】 

第 15 条は、第 17 条第１項に規定する開発事業計画の同意を得る前までに開発構想を変更する場合の手

続について規定しています。 

■ 開発事業の構想に変更が生じた場合は、第 15 条第２項ただし書の軽微な変更であっても、第９条第

１項の規定により設置した標識の修正は行わなければなりません。標識の修正については、標識の備考

１に、変更の経緯、変更内容がわかるように開発事業の構想を変更した旨を記入してください。 

■ 開発事業の構想の変更の届け出は、変更の内容が第 15 条第２項ただし書の軽微な変更に該当する場

合を除き、「開発事業計画書変更案届出書」（規則外様式第５号の４）により行ってください。開発事業

計画書変更案届出書には、変更に係る図書と修正した標識の写真を添付し、３部提出し、そのうち２部

は閲覧用としてください。 

また、開発事業者は、開発事業の構想の変更の届出を行った場合には、第 11 条の住民への説明の手

続を行い、住民に変更の内容を周知するとともに、以降の手続も改めて行わなければなりません。 
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なお、開発事業者が代わる場合は、開発事業の構想の変更とは扱えませんので、旧開発事業者による

開発事業の廃止（第 21 条）と新開発事業者による標識設置（第９条第１項）からの手続が必要になり

ます。（同意（第 17 条）を得た開発事業について、開発事業者に代わって他の者が当該開発事業を行お

うとする場合は、同意に基づく地位の承継（第 22 条）の手続を行うことができます。） 

■ 横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例による、あっせん又は

調停に基づく変更であっても、開発事業を円滑に進めるために、紛争当事者以外の近接住民等に対して

変更の内容について任意の説明を行うよう努めてください。 

■ 開発事業の構想の変更の内容が第 15 条第２項ただし書の軽微な変更に該当する場合は、「開発事業計

画書の軽微な変更届出書」（規則外様式第５号の５）により届け出てください。「開発事業計画書の軽微

な変更届出書」は、審査用と閲覧用として合計３部提出してください。このうち、審査用（１部）とし

て、変更に係る図書と変更内容を備考欄に記入した標識の写真を添付したものを、閲覧用（２部）とし

て、個人情報を記載しないものを提出してください。この場合、届出後の手続を継続することができま

すが、第 18 条の同意協議の内容に変更がある場合は、届出の前に再協議を行い、結果について届出書

に添付してください。 

■ 規則第11条第４号に定める「同程度に軽微であると市長が認める変更」とは、次のものをいいます。 

なお、宅地の計画高さを高くする変更や擁壁を隣地側へ移動する変更等、周辺環境に与える影響が大

きい変更については、軽微な変更として扱うことはできません。 

また、軽微な変更に該当する場合であっても、開発事業を円滑に進めるために、近接住民等に対して

変更の内容について説明を行ってください。 

(1) 地域住民又は近接住民の意見を反映したものであり、かつ、周辺環境に与える影響が変更前の計画

と比較して同等又は少ないと認められるもの 

(2) 関係法令に基づく基準に適合した計画とすることを求めた横浜市の指導に基づく変更であり、かつ、

周辺環境に与える影響が変更前の計画と比較して同等又は少ないと認められるもの 

(3) 開発事業計画書提出後、実測を行った結果、誤差により開発事業区域の面積が増減したもの 

(4) 土地の分合筆により、開発事業区域内の地番が変更されるもの 

(5) 規則第11条第１号アに定める「開発事業区域の縮小」に伴い、第18条第２項第１号から３号及び４

号アに規定する空地の面積が減少するもの 

(6) 第18条第２項第４号に規定する樹木の位置及び形状について、周辺環境に与える影響が変更前の計

画と比較して同等又は少ないと認められるもの 

(7) 規則第11条第１号イに定める「開発事業区域内の建築物又は特定工作物の規模の縮小」に伴い、第

18条第８号に規定する集会室の延べ面積が減少するもの 

(8) 開発事業に関する工事に着手した後、開発事業の計画を変更する場合において、当該変更が施工上

又は防災上やむをえないものであると認められるもの 

(9) 公共施設管理者との協議による変更であり、かつ、周辺環境に与える影響が変更前の計画と比較し

て同等又は少ないと認められるもの 

(10) 開発事業計画を遂行する上での詳細設計に伴い、やむを得ず行う変更であり、かつ、周辺環境に

与える影響が変更前の計画と比較して同等又は少ないと認められるもの 

■ 開発行為、斜面地開発行為及び道路位置指定を伴う開発行為について、完了公告後等の条例の遵守期

間において、次のいずれかの変更を行う場合は、軽微な変更には該当しません。詳細は、91ページの

【完了公告後等の条例の遵守期間における開発事業の計画の変更の解釈基準】を御確認ください。 

(1) 開発事業区域の形状が変更される場合 
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(2) 公共施設の位置及び形状が変更される場合 

(3) 予定される建築物の敷地の計画数が変更される場合 

(4) 予定される建築物の用途が変更される場合 

 

 

   

   

   

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【同意後】開発事業計画の変更手続フロー 

開発事業計画の変更 

開発事業計画書 
変更案届出書 

＜規則外様式第５号の４＞ 

開発事業計画の 
軽微な変更届出書 

＜規則外様式第５号の５＞ 

開発事業計画 
変更同意申請書 
＜規則第８号様式＞ 

同意 

標識修正 

軽微な変更である 

標識修正 

第 11 条から第 14 条の２までの手続
（住民説明等）＋開発協議やり直し 

軽微な変更でない 

開発事業計画同意申請書 

同意 

都市計画法等の 
手続の継続 

参考 

【同意前】開発事業計画の変更手続フロー 

開発事業計画の変更 

開発事業計画書 
変更案届出書 

＜規則外様式第５号の４＞ 

開発事業計画の 
軽微な変更届出書 

＜規則外様式第５号の５＞ 

手続の継続 

開発事業計画同意申請書 
＜規則第７号様式＞ 

同意 

標識修正 

軽微な変更である 

標識修正 

第 11 条から第 14 条の２までの
手続（住民説明等）やり直し 

軽微な変更でない 
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第２節 開発事業の計画に関する市長との協議 

 

【条例】 
第 16 条 特定大規模開発事業を行おうとする開発事業者は、次に掲げる事項について、市長と協議し

なければならない。 

(1) 特定大規模開発事業に伴い必要となる開発事業区域内外の公共施設及び公益的施設の整備に関す

ること。 

(2) 地域まちづくり計画との整合に関すること。 

(3) 周辺環境との調和に関すること。 

(4) 地区計画の指定、建築協定の締結等による良好な居住環境の維持のための措置に関すること。 

(5) 開発事業区域における防犯対策に関すること。 

(6) 開発事業区域及びその周辺の道路における通行の安全の確保に関すること。 

(7) 次のいずれかに該当する特定大規模開発事業については、開発事業区域及びその周辺における利

便の増進に寄与するものとして市長が特に必要と認める公益的施設を整備するための用地の横浜市

への譲渡に関すること。 

ア 開発事業区域の面積が３ヘクタール以上の特定大規模開発事業 

イ 住戸の数が 500 戸以上の共同住宅の建築の用に供する目的で行う特定大規模開発事業 

ウ 住戸の数が 500 戸以上の共同住宅の建築である特定大規模開発事業 

(8) その他市長が必要と認める事項 

２ 開発事業者（第２条第２号カに掲げる開発事業又は特定大規模開発事業に係る開発事業者を除

く。）は、再意見書が提出された場合において、市長が必要があると認めたときは、開発事業計画書

の内容のうち市長がその都度定める事項について、市長と協議しなければならない。 

３ 前２項の規定による協議(以下「開発協議」という。)を行おうとする開発事業者は、第13条第3項

の縦覧の期間満了の日の翌日以後(再意見書が提出された場合にあっては、再見解書の写しを市長に

提出した日以後)に、書面により開発協議の申出をしなければならない。 

４ 市長は、開発協議を行うに当たっては、協議する事項に関する市長の見解を記載した書面(以下

「協議事項通知書」という。)を開発事業者に交付するものとする。 

５ 市長は、開発協議が終了したときは、その結果を記載した書面(以下「協議結果通知書」という。)

を開発事業者に交付するものとする。 

【規則】 

（開発協議の申出等） 

第 12 条 条例第 16 条第３項の規定による申出は、開発協議申出書（第６号様式）により行わなければ

ならない。 

２ 市長は、開発事業者に対し、条例第 16 条第１項及び第２項の規定による協議に必要な図書の提出

を求めることができる。 

 

【解説】 

第 16 条は、開発事業における市長との協議について規定しています。 

■ 特定大規模開発事業の開発事業者にあっては、必ず協議を行わなければならず、特定大規模開発事業

以外の開発事業の開発事業者にあっては、再意見書が提出され、市長が必要があると認めた場合、協議
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を行うこととしています。 

■ 開発協議を行うに当たって、開発事業者は開発協議の申し出を行いますが、この申し出は、開発事業

計画書の縦覧が終了した日の翌日以降（縦覧に際して再意見書が提出された場合は再見解書を市長に提

出した日以降）でなければ行うことができません。 

■ 開発事業者と協議する内容として、 

 (1) 特定大規模開発事業にあっては、第16条第１項各号で規定する配慮すべき事項について 

(2) 特定大規模開発事業以外の開発事業にあっては、再意見書が提出された場合において 

市長は、近接住民等から提出された意見等を考慮し、協議が必要であると認めた事項について、協議事

項通知書で明らかにし、開発事業者に伝えます。 

□ 特定大規模開発事業にあっては、市長は、次のような観点から協議を行います。 

(1) 公園、広場、道路などの公共施設やごみ収集場、集会所などの公益的施設が居住者及び地域の住

民の利便に資する位置に配置されているか、などの観点 

(2) 地域まちづくり計画がある場合は、それらと開発事業の計画の考え方が整合した開発事業計画で

あるか、などの観点（なお、開発事業区域の近接した位置に地域のまちづくり計画がある場合、極

力これら計画に配慮するのが望ましい。地域まちづくり計画がない地区では、(3)の周辺環境への

調和等について協議することとなります。） 

(3) 建築物の形態、配置などが商業地、工業地、住宅地、農地などそれぞれの地域の環境に応じた配

慮や自然環境の特性を踏まえ、適切に配慮された開発事業計画であるか、などの観点 

(4) 開発事業の完了後に極力地区計画制度（開発区域が１ヘクタール以上の開発事業）の活用や、建

築協定や緑地協定等の締結等により住環境を保全する措置を講じることについての観点（具体的に

は、地区計画、建築協定などの案の作成について協議します。） 

(5) 犯罪の予防や抑止のための設備等の設置など防犯性を高める工夫や配慮がされているか、などの

観点 

(6) 道路などにおける通行の安全が確保されるよう配慮されているか、などの観点 

(7) 「横浜市公益用地の譲渡等に関する要綱」（平成16年５月制定）に基づき、地域コミュニティ施

設、地域福祉施設などの、市長が特に必要と認める公益的施設を整備するための用地が譲渡できる

か、などの観点 

(8) 第７条（住民の責務）の規定に基づくものと市長が認めた地域住民の意見を開発事業計画に反映

できるか、などの観点 

■ 市長は、開発協議が終了したときは、開発事業者に協議結果通知書を交付します。 

なお、協議結果通知書の作成にあたって、市長は、開発事業者に対して協議事項報告書（規則外様式

第６号の２）の提出を求めます。 
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第３節 開発事業の計画の同意等 

 

【条例】 

（開発事業の計画の同意） 

第17条 開発事業者は、当該開発事業の計画を策定し、その計画について市長の同意を得なければなら

ない。 

２ 前項の同意を得ようとする開発事業者は、開発協議が必要となる開発事業にあっては協議事項通知

書の交付を受けた日の翌日以後に、それ以外の開発事業にあっては第13条第３項の縦覧の期間満了

の日の翌日以後に、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。 

３ 第１項の場合において、開発事業者は、当該開発事業の実施に必要な法第29条第１項若しくは第43

条第１項の許可の申請、法第34条の２第１項若しくは第43条第３項の協議の申出、建築基準法第６

条第１項若しくは第６条の２第１項の確認の申請、同法第18条第２項の規定による計画の通知、同

法第42条第１項第５号の規定による道路の位置の指定の申請又は宅地造成等規制法第８条第１項の

許可の申請を行う日までに第１項の同意を得るように努めなければならない。 

【規則】 

（開発事業の計画の同意の申請） 

第 13 条 条例第 17 条第２項の規定による申請は、開発事業計画同意申請書（第７号様式）により行わ

なければならない。 

 

【解説】 

第 17 条は、開発事業の計画に対する市長の同意について規定しています。 

■ 開発事業者は、開発事業計画書に基づき開発事業計画を定め、市長の同意を得なければなりません。 

■ 開発事業者は、市長の同意を得るために、「開発事業計画同意申請書」（規則第７号様式）により申請

をしなければなりません。同意の申請は、開発協議が必要な開発事業については前条第３項の協議事項

通知書の受領前に行うことはできません。それ以外の開発事業は開発事業計画書の縦覧期間が終了した

日の翌日以後でなければ行えません。 

■ 開発事業の実施に当たっては、法による開発許可等が必要になりますが、これらの許可等の申請の前

に、開発事業の計画について市長の同意を得るよう努めてください。
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【条例】 

（同意の基準等） 

第 18 条 市長は、前条第２項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る開発事業が、

次の各号に掲げる開発事業の区分に応じ、当該各号に定める規定に適合しており、かつ、第９条及び

第 11 条から第 15 条までに定める手続が終了していると認めるときは、前条第１項の同意をしなけれ

ばならない。 

(1) 第２条第２号アに掲げる開発事業 次項第１号、第４号、第５号及び第８号の規定 

(2) 第２条第２号イに掲げる開発事業 次項第２号から第８号までの規定 

(3) 第２条第２号ウに掲げる開発事業 次項第２号から第５号まで、第７号及び第８号の規定 

(4) 第２条第２号エに掲げる開発事業 次項第１号及び第４号から第６号までの規定 

(5) 第２条第２号オに掲げる開発事業 次項第１号、第５号、第８号及び第９号の規定 

(6) 第２条第２号カに掲げる開発事業 次項第10号の規定 

２ 開発事業の同意の基準は、次のとおりとする。 

(1) 開発事業区域が幅員 4.5 メートル未満の道路法（昭和 27 年法律第 180 号）による道路に接する

場合にあっては、その接する部分に沿って、当該道路の中心線からの水平距離が 2.25 メートル以

上となる幅員を有する公共の用に供する空地を設け、道路状に整備を行うこと。ただし、当該開発

事業区域の形状、周囲の状況等により当該道路の通行の安全上支障がないと市長が認める場合にあ

っては、この限りでない。 

(2) 開発事業区域が接する道路（その接する部分に当該開発事業区域の主要な出入口が設けられる道

路に限る。以下この号において「前面道路」という。）にその接する部分に沿って幅員２メートル

以上の歩道がない場合にあっては、当該部分に沿って、開発事業区域と前面道路の境界線（前面道

路と開発事業区域が接する部分に沿って幅員２メートル未満の歩道がある場合は、当該歩道と車道

の境界線）からの水平距離が２メートル以上となる幅員を有する公共の用に供する空地を設け、歩

行者の通行の安全に寄与するように整備を行うこと。 

(3) 共同住宅を建築する場合にあっては、開発事業区域内に、主として居住者が日常的に自由に利用

できる空地（前号及び次号の規定により設ける空地を除く。）を設け、規則で定めるところにより

整備を行い、その空地の面積の合計を当該開発事業区域の面積の６パーセント以上とすること。た

だし、開発事業区域の周辺に相当規模の公園が存するため、市長が当該空地を設ける必要がないと

認める場合にあっては、この限りでない。 

(4) 開発事業区域の面積が 1,000 平方メートル以上の開発事業で一戸建ての住宅以外の建築物の建築

を目的とするものについてはアに定めるところにより、開発事業区域の面積が 1,000 平方メートル

未満の開発事業及び開発事業区域の面積が 1,000 平方メートル以上の開発事業で一戸建ての住宅の

建築を目的とするものについてはア又はイに定めるところにより、建築物（第２条第２号アに掲げ

る開発事業にあっては、予定される建築物とする。以下この号において同じ。）の敷地（第２条第

２号エに掲げる開発事業にあっては、宅地造成に係る宅地の区域とする。以下この号において同

じ。）内（当該建築物の屋上、空地その他の屋外に限る。）において緑化又は既存の樹木の保存（以

下「緑化等」という。）を行うこと。ただし、開発事業区域のすべてが都市緑地法（昭和 48 年法律

第 72 号）第 34 条第１項に規定する緑化地域に含まれる開発事業（第２条第２号ア若しくはイに掲

げるもののうち敷地面積が 500 平方メートル以上の建築物の建築を目的とする部分又は同号ウに掲

げるものに限る。）、開発事業区域のすべてが横浜市風致地区条例（昭和 45 年６月横浜市条例第 35



第２章 開発事業に係る手続 

40 

号）第５条第６号の規定の適用を受ける宅地の造成等（同条例第２条第１項第３号に規定する宅地

の造成等をいう。）に係る土地の区域に含まれる開発事業又は開発事業区域のすべてが横浜市地区

計画の区域内における建築物等の制限に関する条例（平成３年 12 月横浜市条例第 57 号）別表第

12（あ）欄に掲げる区域（当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を２以上の地区に区分

している場合にあっては、同表（い）欄に掲げる地区）に含まれる開発事業（第２条第２項アから

ウまでに掲げるものに限る。）については、この限りでない。 

ア 建築物の敷地内に緑化等を行う空地（第１号から第３号までの規定により設ける空地を除

く。）を設け、その面積の合計を当該敷地面積の 10 パーセント（当該敷地の全部が商業地域又は

近隣商業地域内にある場合及び開発事業区域の面積が 1,000 平方メートル未満の場合にあっては、

５パーセント）以上とすること。この場合において、当該建築物の屋上又は壁面に緑化を行うと

きは、規則で定めるところにより算出した面積を、当該敷地面積の５パーセントを限度として、

当該緑化等を行う空地の面積とみなすことができる。 

イ 建築物の敷地内に敷地面積 100 平方メートル当たり１本以上の割合（開発事業区域の面積が

1,000 平方メートル未満の場合にあっては、敷地面積 200 平方メートル当たり１本以上の割合）

で高木（高さが３メートル以上の樹木をいう。以下同じ。）を植栽し、又は既存の高木を保存す

ること。この場合において、高木１本につき、中木（高さが１メートル以上３メートル未満の樹

木をいう。以下同じ。）５本又は低木（高さが１メートル未満の樹木をいう。以下同じ。）25 本

の割合で算出した中木又は低木をもって高木に替えることができる。 

(5) 雨水調整池その他の洪水の発生を防止するために雨水の流出を抑制する施設（以下「雨水流出抑

制施設」という。）を規則で定めるところにより設置すること。ただし、市長が雨水流出抑制施設

を設ける必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。 

(6) 開発事業区域内の下水の放流先の排水能力により、下水の有効かつ適切な排出に支障を生ずるお

それがあると市長が認める場合にあっては、開発事業区域において一時雨水を貯留する遊水池その

他の適当な施設を規則で定めるところにより設置すること。 

(7) 規則で定める構造の防火水槽を、開発事業区域の全域（開発事業区域外の消防法（昭和 23 年法

律第 186 号）第 20 条第２項の規定により横浜市が管理する既存の防火水槽及び同法第 21 条第１項

の規定により指定された消防水利からの水平距離が 140 メートルの範囲内の区域及び市長が消火活

動上支障がないと認める区域を除く。）が当該防火水槽からの水平距離が 140 メートルの範囲に含

まれる位置に設置すること。 

(8) 住戸の数が 100 戸以上の共同住宅の建築を目的とする開発事業にあっては、開発事業区域内に、

居住者の集会の用に供する施設で、その延べ面積が当該住戸の数に応じて 50 平方メートル以上

150 平方メートル以下で規則で定める数値以上のものを設けること。 

(9) 横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例第４条及び第５条の規

定に適合すること。 

(10) 開発事業区域が第二種低層住居専用地域（建築基準法第53条の２の規定による建築物の敷地面積

の最低限度が定められていない区域に限る。）、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用

地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域に含まれる場合は、予定される建築物（用

途が住宅であるものに限る。以下この号及び次項において同じ。）の敷地面積の最低限度が、100平

方メートルであること。ただし、この規定の施行又は適用の際現に建築物の敷地として使用されて

いる土地でこの規定に適合しないものについてその全部を一の敷地として使用する場合、開発事業

区域が第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域に含まれており、かつ、予定される建築物
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の敷地に接して幅員5.5メートル以上の道路を配置する場合（既存の道路を拡幅する場合を除く。）、

予定される建築物の敷地の全部が法第12条の５第２項の規定に基づく地区整備計画又は建築基準法

第69条の規定に基づく建築協定において建築物の敷地面積の最低限度が定められた区域に含まれる

場合その他市長がやむを得ないと認める場合にあっては、この限りでない。 

３ 予定される建築物の敷地が前項第10号の規定による制限を受ける区域の内外にわたる場合において、

その敷地の過半が当該区域に属するときは、その敷地の全部について同号の規定を適用し、その敷

地の過半が当該区域の外に属するときは、その敷地の全部について同号の規定を適用しない。 

４ 市長は、第１項の規定にかかわらず、開発協議が必要となる開発事業については、開発協議が終了

するまでの間は、前条第１項の同意をしないものとする。 

【規則】 

（自由利用空地の整備基準） 

第 14 条 条例第 18 条第２項第３号の規定により設ける空地は、次に定めるところにより整備しなけれ

ばならない。 

(1) おおむね整形とすること。 

(2) おおむね平たんとすること。 

(3) 道路又は条例第 18 条第２項第２号の規定による空地に接し、かつ、その接する部分から安全に

出入りができるようにすること。 

（屋上又は壁面の緑化面積の算出） 

第 15 条 条例第 18 条第２項第４号アの規定により算出する建築物の屋上又は壁面に緑化を行う場合に

おける面積は、緑化を行う当該建築物の屋上又は壁面の部分の水平投影面積（建築物の外壁の直立部

分に緑化を行う場合は、当該直立部分の水平投影の長さの合計に１メートルを乗じて得た面積）の合

計とする。 

（雨水流出抑制施設） 

第 16 条 条例第 18 条第２項第５号に規定する雨水流出抑制施設は、次に定めるところにより設置しな

ければならない。 

(1) 開発事業区域の面積が 0.1 ヘクタール未満の場合は、がけの周辺その他市長が定める場所以外の

場所に、雨水を排除すべきますのうち雨水を浸透させる機能を有するもの（以下「雨水浸透ます」

という。）又は多孔管その他雨水を排除するための排水管で雨水を浸透させる機能を有するもの

（以下「雨水浸透管」という。）を設置すること。 

(2) 開発事業区域の面積が 0.1 ヘクタール以上 0.3 ヘクタール未満の場合は、次項に定める対策貯留

量以上の容量を有する池で雨水流出量を調整するためのオリフィスを有するもの（以下「雨水調整

池」という。）を設置すること。ただし、雨水流出量を調整するためのオリフィスを有する雨水を

一時貯留する施設で雨水調整池以外のもの（以下「雨水貯留施設」という。）、雨水浸透ます又は雨

水浸透管で、市長が当該雨水調整池と同等の機能を有すると認めるものを設置する場合にあっては、

この限りでない。 

(3) 開発事業区域の面積が 0.3 ヘクタール以上の場合は、次項に定める対策貯留量以上の容量を有す

る雨水調整池を設置すること。 

２ 雨水調整池の対策貯留量は、次のいずれかの方法により算定した量とする。 

(1) 開発事業区域に係る 30 年に１回の確率で想定される降雨強度値以下で市長が定める降雨強度値

及び市長が定める流出係数を用いて雨水調整池に流入する雨水の量を算定した場合において、当該

開発事業区域の雨水の放流先となる河川の流域ごとに市長が定める量以下に雨水流出量を抑えるこ
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とができるよう雨水調整池が一時貯留すべき雨水の量として市長が定める算式により算定した量 

(2) 次表に定める数値に開発事業区域の排水面積を乗じて得られる量 

開発事業

区域面積 
0.1ha 以上 0.3ha 未満 0.3ha 以上 5.0ha 未満 5.0ha 以上 

数値 270（ｍ3/ha） 540（ｍ3/ha） 720（ｍ3/ha） 

（遊水池その他の適当な施設） 

第 17 条 条例第 18 条第２項第６号に規定する遊水池その他の適当な施設は、開発事業区域内の下水の

放流先の排水能力等を勘案して、最も有効に雨水を一時貯留できる位置に、市長が定めるところによ

り設置しなければならない。 

（防火水槽の構造） 

第 18 条 条例第 18 条第２項第７号に規定する規則で定める構造は、次のとおりとする。 

(1) 防火水槽に作用する荷重及び外力に対して必要な強度、耐久性及び水密性を有する構造とするこ

と。 

(2) １基当たりの有効水量が 40 立方メートル以上となるようにすること。 

(3) 取水口は、消防ポンプ自動車が容易に取水できる位置に設けること。 

（集会施設の延べ面積） 

第 19 条 条例第 18 条第２項第８号に規定する規則で定める数値は、次のとおりとする。 

(1) 住戸の数が 100 戸以上 250 戸未満の場合 50 平方メートル 

(2) 住戸の数が 250 戸以上 500 戸未満の場合 75 平方メートル 

(3) 住戸の数が 500 戸以上 750 戸未満の場合 100 平方メートル 

(4) 住戸の数が 750 戸以上 1,000 戸未満の場合 125 平方メートル 

(5) 住戸の数が 1,000 戸以上の場合 150 平方メートル 

 

【解説】 

第 18 条は、市長が同意をする上での基準等について規定しています。 

■ 同意の基準には、手続に関する基準と整備すべき施設に関する基準があります。手続に関する基準と

しては、第９条及び第 11 条から第 15 条までの手続を行っていることが求められます。また、整備すべ

き施設に関する基準については、開発事業が開発行為であるか開発行為を伴わない建築であるかなどに

より他法令で整備される施設が異なることから、開発事業の種類ごとに適用する基準が異なります。 

なお、開発事業の区分に応じた各基準については、重複して適用されることはありません。したがっ

て、例えば、「大規模な共同住宅の建築」を目的とした「開発行為」は、「ア 開発行為」の基準のみが

適用されます。 
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■ 開発事業の種類と適用される整備すべき施設等の基準は、次のとおりです。 

 

 

 

                      開発事業の種類 

                      （第２条第２号） 

 

 

 

第18条第２項各号に 

定める基準 

 

ア 

開
発
行
為 

 

イ 

大
規
模
な
共
同
住
宅
の
建
築 

 

ウ 

市
街
化
調
整
区
域
の
建
築
行
為 

 

エ 
宅
地
造
成 

 

オ 

斜
面
地
開
発
行
為 

 

カ 

開
発
行
為
（
道
路
位
置
指
定
を
伴
う
も
の
） 

(1) 道路状空地 ○   ○ ○  

(2) 歩道状空地  ○ ○    

(3) 自由利用空地  ○ ○ 

※２ 

   

(4) 緑化空地 ○ ○ ○ ○   

(5) 雨水流出抑制施設 ○ ○ ○ ○ ○  

(6) 遊水池等  ○  ○   

(7) 防火水槽  ○ ○    

(8) 集会室 ○ ○ ○  ○  

(9) 斜面地開発行為の制限（盛土の制限、緑化等の義務）     ○  

(10) 敷地面積の最低限度 ※１     ○ 

 

※１ 「ア 開発行為」については、同意の基準とは別に、都市計画法の委任を受けた開発許可基準と

して敷地面積の最低限度規制（条例第 34 条）があります。 

※２ 「ウ 市街化調整区域の建築行為」については、共同住宅を建築する場合に限り自由利用空地の

整備が必要です。 

 
■ 開発協議が必要な開発事業については、第16条の開発協議の終了も同意の要件となります。 
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【第２項各号の解説及び基準】 

 

■ 第１号（道路状空地） 

【解説】 

市域には幅員が狭い道路が多くありますが、地域住民の生活道路として利用されていることから、開発

許可の基準で拡幅しない場合であっても、当該道路の中心から 2.25 メートル以上の幅の空地を設け、道

路状に整備することとしています（この規定は道路法の道路のみ適用）。ただし、当該道路を含む前後の

道路も現況形態がないような場合など、近隣の土地利用や地形等から、整備の必要がないと認められるも

のは、空地を設けなくてもかまいません。 

整備した道路状の空地は、その後も主として地域住民の通行の安全が確保されるように、横浜市への帰

属等について協議をすることとなります。 

なお、この号で規定する空地は道路状に整備する必要があるため、第２号から第４号及び第９号でいう

空地とは重複はできません。また、この規定にかかわらず、建築基準法第 42 条第２項の後退は実施しな

ければなりません。 

【基準】 

１ 開発事業区域が幅員 4.5 メートル未満の道路法の道路に接する場合にあっては、その道路の中心

線から開発事業区域側に 2.25 メートルの空地を設け、道路状に整備すること。ただし、次のいず

れかに該当し、市長（道路管理者）が空地を設け、道路状に整備する必要がないと認める場合につ

いては、空地を設けないことができる。 

(1) 道路状空地を整備すべき部分が、従前の開発行為等ですでに道路が拡幅されている場合で、拡幅部

分が横浜市に帰属されているもの 

(2) 道路状空地を整備すべき部分が接する道路とその道路につながる道路の現況形態がないもの 

(3) 道路状空地を整備すべき部分が、がけ等により空地を設け道路状に整備することが困難と判断でき

るもの 

(4) 道路状空地を整備すべき部分に接する道路の利用者がほとんど存在しないもの 

(5) 道路状空地を整備すべき部分が、避難通路用地及び排水路用地のみのもの。ただし、当該整備

をすべき部分に隣接する道路が、既に拡幅整備されている場合はこの限りではない。 

２ 道路状空地の整備は、当該部分に接する道路の整備状況によって市長（道路管理者）が定めた整

備水準とすること（原則として、整備水準は接する道路と同等とする。）。 
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■ 第２号（歩道状空地） 

【解説】 

大規模な共同住宅の建築等により、敷地の出入口に接する道路は、車両及び歩行者の通行が増加するこ

とから、歩車道分離を図るため、開発行為を伴わない大規模な共同住宅の建築及び市街化調整区域におけ

る建築物の建築についても、開発事業区域の主要な出入口に接する道路に沿って歩道状の空地（以下「歩

道状空地」といいます。）を整備することとしています。 

開発事業区域の主要な出入口（避難のための出口を除く、建物からの全ての出入口をいいます。）は、

開発事業区域内の建築物の配置や開発事業区域の周辺の状況等によっては、歩行者と車両の出入口が異な

る場合もあります。この場合は、各々の主要な出入口が接する道路に歩道状空地が必要となります。 

なお、歩道状空地は、本市へ帰属する規定でなく、建築物の敷地となる空地となります。 

【基準】 

１ 開発事業区域の主要な出入口が設けられる道路に幅員２メートル以上の歩道（開発事業区域に接する

ものに限る。）がない場合には、主要な出入口が設けられる道路に沿って、開発事業区域に有効幅員２

メートル以上の歩道状空地を設けること。ただし、主要な出入口が設けられる道路に幅員２メートル

未満の歩道（開発事業区域に接するものに限る。）がある場合は、当該歩道の幅員と開発事業区域に設

ける歩道状空地の幅員の合計が２メートル以上とすることができる。 

２ 歩道状空地は、次の各号に従い整備すること。 

(1) 歩道状空地は、アスファルト・コンクリート舗装、セメント・コンクリート舗装又はインターロッ

キング舗装等とすること。 

(2) 歩道状空地は、車道との高低差（既存の歩道がなく新たに歩道状空地を設ける場合は 15 センチメ

ートルを標準とする。）をつけるなど車両の進入を防止する構造とすること。ただし、建築物への出

入口及び駐車場等への車両の出入口（歩道状空地に車両が進入しないようポールの設置等の措置をと

ること。）については、この限りでない。 

(3) 歩道状空地を設ける部分に既存の歩道がある場合には、歩道状空地と既存の歩道に段差を生じない

ようすること。 

３ その他 

(1) この号で規定する空地は歩道状に整備する必要があるため、第３号、第４号でいう空地に替えるこ

とはできない。 

(2) 他の法令等により設置される空地であっても、本条の規定に適合するものについては、他の法令等

上支障がない場合には、本条で求める歩道状空地とみなすことができる。 
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■ 第３号（自由利用空地） 

【解説】 

共同住宅の建築は、居住者の増加を伴うことから、公共の福祉の増進及び災害時の安全確保の必要性が

高まります。このことから、共同住宅を建築する場合にあっては、開発行為を伴わない開発事業であって

も、開発許可により設置される都市公園法に基づく公園の代替的な役割を果たすものとして、主として開

発事業区域に居住する者が自由に利用することができる空地（以下「自由利用空地」といいます。）を整

備することとしています。 

このため、第２条第２号イの大規模な共同住宅の建築及び同号ウの市街化調整区域における建築物（戸

数に関わらず、共同住宅に限る）の建築をする場合は、この規定の適用対象となります。 

自由利用空地は、周辺住民も利用できるように常時解放できるものとします。ただし、防犯上の観点か

ら夜間に限り出入口を封鎖することについては、この限りではありません。 

なお、自由利用空地は、開発行為で求める公園等と違い本市への帰属を前提としていないため、敷地の

一部です。したがって、設置後の維持管理は開発事業者又は居住者が行うことになります。 

【基準】 

１ 自由利用空地の合計面積（歩道状空地及び緑化空地を含むことができないものとする。）は、開発事

業区域の面積の 6 パーセント以上の面積とし、自由利用空地を複数箇所に設ける場合は、1 箇所当たり

の面積を 150 平方メートル以上とすること。ただし、開発事業区域の周辺に 2,500 平方メートル以上の

公園（都市公園法に基づく都市公園をいう。）があり、かつ、当該公園の境界線から開発事業区域の境

界線までの距離が 250 メートル以下である場合は、自由利用空地を設けないことができる。 

２ 自由利用空地は、次の各号に従い整備すること。 

(1) 自由利用空地は、道路又は条例第 18 条第２項第２号の規定による空地に６メートル以上接してい

ること。ただし、敷地の接道長を考慮してやむを得ないと認められるものにあっては、この限りでな

い。 

(2) 自由利用空地の最小幅は６メートル以上とすること（長辺と短辺の比が３：１程度であること）。

ただし、自由利用空地としての機能が阻害されていないものであり、かつ、開発事業区域の形状、周

辺の道路配置、接道長及び地形等を考慮してやむを得ないと認められるものにあっては、この限りで

ない。 

(3) 自由利用空地の直上に建築物がないこと 

(4) 平たんとし、舗装を行う場合は２パーセント（水勾配程度）の勾配を設けること。ただし、自由利

用空地の面積の 10 パーセント以内の範囲において、30 度以下の勾配とすることができる。（この場

合において、勾配を設ける場合は利用者の安全を確保する措置を講じること。） 

(5) 自由利用空地の仕上げは、ダスト舗装、インターロッキング舗装、芝生張りなどとすること。 

(6) 自由利用空地に植樹する場合は、自由利用空地の面積の３分の１以内の割合とすること。 

(7) 自由利用空地内に、エントランスポーチ等の専用通路を含む場合は、当該部分を除いた空地の面積

を自由利用空地の面積とすること。 

３ その他 

(1) この号で規定する空地は広場状に整備する必要があるため、第２号、第４号でいう空地に替えるこ

とはできない。 

(2) この号で規定する空地の機能を阻害するおそれがあるため、第５号でいう雨水流出抑制施設及び第

６号でいう遊水池等のうち表面貯留式のものと兼ねることはできない。ただし、この空地部分のみの

雨水を処理する場合は、この限りでない。 

(3) 他の法令等により設置される空地であっても、本条の規定に適合するものについては、他の法令等

上支障がない場合には、本条で求める自由利用空地とみなすことができる。 
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■ 第４号（緑化空地） 

【解説】 

開発事業によって良好な緑の環境が失われている状況を鑑み、都市における緑を確保するため、建築物

の敷地単位で緑化等を行うための空地を整備することとしています。 

この規定は、第２条第２号ア、イ、ウ又はエの開発事業が適用対象となっていますが、開発事業区域の

全てが次の地域又は区域に含まれる開発事業は適用除外となります。 

・都市緑地法による緑化地域（敷地面積が 500 平方メートル以上となる部分に限る。） 

・横浜市風致地区条例に規定する宅地の造成等を行う区域 

・横浜市地区計画の区域内における建築等の制限に関する条例の別表第 12(あ)欄に掲げる区域（当該区

域に係る地区整備計画において、当該区域を２以上の地区に区分している場合にあっては、同表

（い）欄に掲げる地区） 

緑化等を行う空地の面積は、原則として敷地面積の 10 パーセント以上とし、敷地内の空地が少ない商

業系用途地域での開発事業や開発事業区域面積が 1,000 平方メートル未満の開発事業では５パーセント以

上としています。また、一戸建ての住宅や開発事業区域面積が 1,000 平方メートル未満の開発事業では樹

木の本数による協議を行うことができることとしています。 

なお、緑化等を行う空地については、屋上緑化や壁面緑化などを一定の割合で認めています。 

【基準】 

１ 緑化または既存の樹木の保存（以下「緑化等」という。）の考え方 

(1) 優良な樹林、樹木はできる限り保存するよう計画すること。 

(2) 現況のまま、保存できない場合は、樹木の移植等を検討すること。 

(3) 全体的な土地利用上、やむを得ないと認められる場合又は防災上等の理由の存するものは、将来に

わたって樹木が良好に生育するよう、周辺環境に適した緑化を行うこと。 

(4) この号で規定する空地は、緑地として整備する必要があるため、第１号、第２号及び第３号に規

定する空地に替えることはできない。 

   また、この号で規定する空地は、樹木等の育成を阻害するおそれがあるため、第５号に規定する

雨水流出抑制施設及び第６号に規定する遊水池等のうち表面貯留式のものと兼ねることはできない。 

(5) 他の法令等により設置される緑地であっても、本条の規定に適合するものについては、他の法令等

上支障がない場合には、本条で求める緑化等を行う空地とみなすことができる。 

２ 緑化等を行う空地の面積の規定 

(1) 開発事業を行う場合、開発事業区域の面積に応じて緑化等を行う空地を設けること。 

ア 開発事業区域の面積が 1,000 平方メートル以上の開発事業の場合 

建築物の敷地内に緑化等を行う空地を設け、その面積の合計を当該敷地面積の 10 パーセント以

上とする。ただし、当該敷地の全部が商業地域又は近隣商業地域内にある場合は５パーセント以上

とする。このとき、一戸建ての住宅の建築を目的とするものについては、建築物の敷地内に敷地面

積 100 平方メートル当たり１本以上（当該敷地の全部が商業地域又は近隣商業地域内にある場合は

200 平方メートル当たり１本以上）の割合で高木を植栽し、又は既存の高木を保存することをもっ

て替えることができる。 

イ 開発事業区域の面積が1,000平方メートル未満の開発事業の場合 

建築物の敷地内に緑化等を行う空地を設け、その面積の合計を当該敷地面積の５パーセント以上とする。

このとき、建築物の敷地内に敷地面積 200 平方メートル当たり 1 本以上の割合で高木を植栽し、又は既存

の高木を保存することをもって替えることができる。 
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(2) 建築物の敷地内の土地のうち、切土又は盛土をせず、高さ５メートル以上の既存の樹木がまとまっ

て存する、面積が 300 平方メートル以上の健全な樹木の集団を保存する場合、完了時に、その樹木の

集団の樹冠で覆われている部分（建築物にかかる部分を除く。）の水平投影面積を、当該緑化等を行

う空地の面積とみなすことができる。 

(3) 当該建築物の屋上又は壁面に緑化を行うときは、その合計を当該敷地面積の５パーセントを限度と

して、当該緑化等を行う空地の面積とみなすことができる。 

３ 緑化等を行う空地の整備方法 

(1) 緑化を行う空地 20 平方メートル当たり、高木１本以上かつ中木２本以上かつ低木 15 本以上の割合

の樹木を植栽すること。既存の樹木を保存する場合もこれに準ずる。ただし、植栽計画の変更等によ

り市長が認めた場合、高木１本を中木５本、中木１本を低木５本に換算することができる。 

  なお、規定の樹木の本数に端数が生じた場合、小数第３位以下は切り上げること。 

(2) 保存及び植栽する樹木に適した充分なスペースを確保し、最低幅は 30 センチメートル以上とする

こと。 

   また、中木を植栽する場合は 50 センチメートル以上、高木を植栽する場合は 90 センチメートル

以上の幅を確保すること。 

(3) 緑化を行う空地は、できる限り平坦地に設け、やむを得ずのり面となる場合、傾斜角は 30 度以下

とすること。ただし、切土又は盛土をせずに既存の樹木を保存する場合及び緑化ブロック等を用い、

樹木の生育に対する配慮が充分になされている場合はこの限りではない。 

(4) 構造物（縁石・ウォール・柵等）等で仕切りを設けるなど、区域を明確にすること。 

(5) 樹木の生育のため、原則として、下部に構造物がある場合は、おおむね高木の場合は 150 センチメ

ートル以上、中木の場合は 100 センチメートル以上、低木の場合は 70 センチメートル以上の有効土

層を確保するなど、樹木の生育に対する配慮をすること。また、原則として上部に構造物を設置しな

いこと。 

(6) プランターやコンテナを使用する場合は、安定的に設置できるもので、容量がおおむね 100 リット

ル以上の規格のものとすること。 

４ 緑化等を行う空地における植栽方法 

(1) 高木及び中木については植栽した樹木が根付くまで支柱を設置すること。ただし、第２項第１号

及び前項第１号の規定により保存された既存の高木及び中木においては、この限りでない。 

(2) 樹木等が良好に生育しうるよう、日照及び良好な土壌環境の確保に配慮すること。 

(3) 近隣への日照の阻害等、周囲に悪影響を及ぼさない計画とすること。 

５ 規定の緑化等を行う空地の設置を高木等の植栽又は既存の高木の保存に替える場合 

(1) 樹木を植栽する場所については、第３項第２号から第６号を適用する。ただし、同項第４号につい

ては、良好な生育環境が確保される場合はその限りではない。樹木の植栽方法については、第４項第

１号から第３号を適用する。 

(2) 高木１本を中木５本、中木１本を低木５本に換算することができる。 

(3) 規定の樹木の本数に端数が生じた場合、小数第３位以下は切り上げる。 

６ 屋上に緑化等を行う場合 

(1) 屋上とは、建築物の屋根部分で、階段で上ることができる場所で周囲に柵が設置されている場所等、

植栽の維持管理が可能な部分をいう。 

(2) 緑化等を行う空地の整備方法については、第３項第１号から第６号を適用する。 

(3) 緑化等を行う空地の植栽方法については、第４項第１号から第３号を適用する。 
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(4) 適切な緑化資材を用いる等により地被類で表面を被覆した部分の水平投影面積を、緑化等を行う

空地の面積に含めることができる。その場合、第３項第１号は適用しない。 

また、ユニット型の屋上緑化資材等を用いる場合は、第３項第１号及び第２号は適用しない。 

７ 壁面に緑化等を行う場合 

(1) 壁面とは、建築物の外壁部分で地上から垂直に設置された側面をいう。  

(2) しゅん工時に、壁面が多年生の植物に覆われている部分の合計が垂直方向に１メートル以上となる

部分について、その水平投影の延長に１メートルを乗じて得た面積を、緑化等を行う空地の面積に含

めることができる。ただし、ツル性木本が水平方向１メートル当たり３株以上植栽され、かつ、垂直

方向に１メートル以上連続して覆うことが可能な壁面（誘引施設が設置されている壁面をいう。）は、

水平投影の延長に含めることができる。 

(3) 緑化等を行う空地の整備方法については、第３項第２号から第６号を適用する。また、ユニット型

の壁面緑化資材等を用いる場合は、その資材を壁面と一体的かつ直立して整備すること。 

(4) 緑化等を行う空地の植栽方法については、第４項第２号及び第３号を適用する。 

【解釈】 

１ 高木とは植栽が完了した時（以下「完了時」という。）の樹高が３メートル以上、中木とは完了時の

樹高が１メートル以上３メートル未満、低木とは完了時の樹高が１メートル未満のものをいう。また、

既存の樹木を保存する場合は、完了時の樹高とする。 

２ 緑化等を行う空地の面積に縁石等の構造物は含まない。 

３ 建築物の敷地内に商業地域又は近隣商業地域と、それ以外の用途地域が含まれる場合、緑化等を行う

空地の面積は、商業地域又は近隣商業地域に含まれる敷地面積の５パーセントとそれ以外の敷地面積の

10 パーセントを合計した面積以上とする。 

４ 緑化ブロック等を用いてのり面を緑化する場合は、樹木を適切な密度で植栽し、緑化された部分の水

平投影面積を、緑化等を行う空地の面積に含めることができる。 

５ 高木、中木及び低木に、地被類、ツル性木本及びタケ・ササ類は含まない。 

【その他】 

１ 緑化等の維持管理に関して、都市緑地法に基づく緑地協定の締結を検討してください。 

２ 本同意基準協議を行い、緑化等の完了までに建築物の建築が完了した場合は、横浜市建築物緑化認定

証交付手続要綱に基づき、建築物緑化認定証の取得に努めてください。 

３ 植栽施設の規格等については、原則として「公園緑地施設標準図集」（横浜市みどり環境局）を準用

してください。 

４ 緑化等の計画が変更になった場合は、速やかに協議を申し出てください。 

５ 開発事業が完了するまでに緑化等を完了してください。緑化等の工事が完了したときには、緑化しゅ

ん工図、緑化求積図、写真を提出してください。
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■ 第５号（雨水流出抑制施設） 

【解説】 

市街化の進展による降雨の流出増に伴い、河道等の整備による浸水被害の防止が困難な状況にあります。 

このため、河道への負担を増加させない措置が必要な河川流域内において開発事業を行う場合は、開発

事業区域内に雨水調整池等の雨水の流出を抑制する施設（以下、「雨水流出抑制施設」という。）を設置す

ることにしています。 

【基準】 

１ 設置する雨水調整池その他の洪水の発生を防止するための雨水流出抑制施設の種類は開発事業区域の

面積に応じて次のとおりとする。 

(1) 開発事業区域の面積が 0.1 ヘクタール未満の場合は、雨水浸透ます及び雨水浸透管とする。 

ア 雨水浸透ます：雨水流出抑制施設のうち、ますの底面や側面に浸透孔を有するもの、または浸透性の空

隙を有するもので、その底面や側面を砕石で充填し、集水した雨水を地中に浸透させる

ものをいう。 

イ 雨水浸透管 ：雨水流出抑制施設のうち、有孔または透水性の空隙を有する管の周囲を砕石で充填し、

流入した雨水を地中に浸透させるものをいう。 

(2) 開発事業区域の面積が 0.1 ヘクタール以上 0.3 ヘクタール未満の場合は、雨水調整池とする。ただ

し、雨水流出量を調整するためのオリフィスを有する雨水を一時貯留する施設で雨水調整池以外のも

の（以下、「雨水貯留施設」という。）、雨水浸透ます又は雨水浸透管で、市長が雨水調整池と同等の

機能を有すると認めるものの設置に代えることができる。 

ア 雨水調整池 ：雨水流出抑制施設のうち、雨水を一時貯留する池構造のもので、雨水流出量を抑制す

る機能（オリフィス）を有し、貯水位の異常な上昇を防止するため自由越流式余水吐

きが設けられているものをいう。 

イ 雨水貯留施設：雨水調整池以外の雨水流出抑制施設のうち、雨水を一時貯留し雨水流出量を抑制する

機能（オリフィス）を有し、かつ貯水位の異常な上昇を防止するため自由越流式余水

吐きが設けられているものをいう。 

(3) 開発事業区域の面積が 0.3 ヘクタール以上の場合は、雨水調整池とする。 

２ 雨水流出抑制施設を設置するための施設計画基準は、次のとおりとする。 

(1) 雨水調整池及び雨水貯留施設に流入した雨水は自然流下を原則とする。 

(2) 雨水流出量は、合理式によるものとし、次式により算定する。 

Ｑｐ＝１／360×ｆ×ｒ×Ａ 

Ｑｐ：雨水流出量（ｍ3/sec） 

ｆ ：流出係数 

ｒ ：降雨強度（mm/hr） 

Ａ ：開発事業区域の面積（ha） 

(3) 開発後流出係数についてはｆ＝0.85 とする。 

(4) 計画対象降雨については、横浜地方気象台の降雨強度～継続時間曲線（以下「確率降雨強度曲線」

という）によって求めるものとし、30 年確率降雨を使用するものとする。ただし、将来改修計画が

30 年確率降雨未満の河川流域については 10 年確率降雨を使用するものとする。 

ア 降雨波形は中央集中型降雨波形を用いるものとし、使用する降雨継続時間は 24 時間とする。 

イ 雨水調整池等の対策貯留量を算定するために用いる計画対象降雨の単位時間は、10 分単位とす

る。 
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ウ 確率降雨強度式は次のとおりとする。なお、10 分単位雨量は、別表－１，２による。 

３０年確率：  r＝2,731／（ｔ０．７７＋13.4） 

１０年確率：  r＝1,452／（ｔ０．７０＋ 7.5） 

(5) 対策貯留量の算定 

ア 規則第 16 条第 2項に基づく対策貯留量の算定は次により求めるものとする。 

ｄｖ／ｄｔ＝Ｑin(ｔ)－Ｑout(ｔ) 

Ｑin(ｔ) ：雨水流入量（ｍ3／sec）：計画降雨×開発後の流出係数× 

（開発事業区域の面積－ウの面積） 

Ｑout(ｔ)：放流量（ｍ3／sec）：開発事業区域から放流先となる河川の流域ごとに市長が定 

めた数値以下とする。 

［Ｈ(ｔ)≦１.２Ｄ］ Ｑout(ｔ)＝ｃ´・ａ1/2・Ｈ3/2 

［１.２Ｄ＜Ｈ(ｔ)＜１.８Ｄ］ Ｈ＝１.２Ｄ、Ｈ=１.８ＤのＱout(ｔ)を直線近似 

［Ｈ(ｔ)≧１.８Ｄ］ Ｑout(ｔ)＝ｃ・ａ・｛２ｇ(Ｈ－1/2・Ｄ）1/2 

ｖ：対策貯留量（ｍ3） 

ｃ、ｃ´：オリフィスの流出係数ｃ＝０.６、ｃ´＝１.８ 

ａ：オリフィスの断面積 （ｍ2） 

Ｈ(ｔ)：オリフィス底から水面までの高さ （ｍ） 

Ｄ：オリフィスの径 （ｍ）  

ｇ：重力加速度 （９.８ｍ／sec２） 

ｔ：時間（sec） 

イ 規則第 16 条第２項第１号に基づく「河川の流域ごとに市長が定める量」は次のとおりとする。 

（単位：m３/sec/ha） 

水 系 区  域 
許容放流量 

（１ha あたり） 

鶴見川  全域 0.059 

境 川 
 本川流域 0.020 

 柏尾川流域 0.053 

帷子川 

今井川流域 0.066 

くぬぎ台川流域 0.110 

中堀川流域 0.147 

 中堀川合流部～上流部 0.077 

宮 川 
 河口～右支川 0.113 

 右支川上流 0.065 

侍従川  全域 0.073 

大岡川  全域 0.037 

 

ウ 対策貯留量の算定にあたって、開発事業区域内に、緑の環境をつくり育てる条例（昭和 48 年６

月 20 日横浜市条例第 47 号）第８条（緑地の保存等に関する協定）の規定による協定を締結する緑

地がある場合は、その部分の面積を対策貯留量算定にあたっての開発事業区域の面積から除くこと

ができる。 
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エ (5)アにより算定した量に代えて、次表に定める数値に対策貯留量算定のための面積を乗じて得

られる容量とすることができる。（次表の開発事業区域の面積は、ウにおける協定区域等の部分を

含んだ面積とすること。） 

開発事業区域の面積 5ha以上 0.3ha以上5ha未満 0.1ha以上0.3ha未満 

数値 720ｍ３/ha 540ｍ３/ha 270ｍ３/ha 

オ 開発事業区域の面積が 0.1 ヘクタール未満の開発事業については、区画ごとに雨水浸透ます及び

雨水浸透管を設置する。 

(6) 第 18 条第２項第５号ただし書の規定により、市長が雨水流出抑制施設を設ける必要がないと認め

る場合は、次のとおりとする。 

ア 河川の整備が進捗し、市長が洪水の発生のおそれが軽減したと認める別記‐１の区域内に開発事

業区域が位置する場合。 

イ 従前に完了した開発事業により、当該開発事業区域の面積を考慮した雨水流出抑制施設が設置さ

れている場合。 

ウ 開発事業区域の面積 0.1 ヘクタール未満の場合で、雨水浸透ます及び雨水浸透管の設置が不適当

と市長が認めた場合。 

(7) 雨水浸透ます及び雨水浸透管の設置計画にあたっての配慮すべき事項は、次のとおりとする。 

ア 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条に規定する急傾斜地崩壊危険区域へは設置

しないこととする。 

イ 宅地造成等規制法第３条に規定する宅地造成工事規制区域のうち、がけ等のように法面崩壊の危

険性が高い区域については設置しないこととする。 

ウ 雨水浸透効果が期待できない区域については設置しないこととする。 

エ 車道等の沈下の影響が大きい区域については設置しないこととする。 

オ アからエまでの区域以外で、法面の安定性が損なわれる区域については設置しないこととする。

ただし、安定対策を行い、十分に安定であることが確認された場合には、設置対象区域に含めるこ

とができる。 

(8) 開発事業区域の面積が 0.1 ヘクタール以上 0.3 ヘクタール未満の開発事業において、雨水浸透ます又は雨

水浸透管を設置する場合は次によるものとする。この場合、基準浸透量については、（社）雨水貯留浸透技

術協会編「雨水浸透施設技術指針（案）」により計算し、換算貯留量については、設置施設の基準浸透量と

空隙量の合算で求めるものとする。 

Ｑｆ＝ ｋ０×Ｋｆ×１ｈｒ×Ｃ１×Ｃ２ 

Ｑｆ：設置施設の基準浸透量（平方メートル/個） Ｃ１：影響係数（地下水位）  0.9 

ｋ０：土壌飽和透水係数（ｍ/hr）（当面、算定にあたっては、0.05ｍ/hr とすることができ

る。）この場合の換算貯留量は別表－３とする。 

Ｋｆ：設置施設の比浸透量（㎡）           Ｃ２：影響係数（目づまり）  0.9 

３ 雨水流出抑制施設を設置するための構造基準は、次のとおりとする。 

(1) 雨水調整池等には、洪水を処理するための余水吐きを設けることとする。余水吐きは、原則として、100

年に１回起こるものと想定される洪水ピーク流量の1.2 倍とすること。 

異常洪水量＝1.2×Ｑｐ 

洪水ピーク流量Ｑｐ＝１／360×ｆ×ｒ×Ａ 

ｆ：流出係数  ｒ：降雨強度  Ａ：流域面積（ha） 
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（100年確率降雨強度）ｒ＝4811／（Ｔ０．８３＋21.7） 

ｒ：流達時間内の降雨強度（100年確率降雨強度式） 

Ｔ：流達時間（min）＝流入時間＋流下時間＝Ｔ１＋Ｔ２ 

Ｔ１：流入時間（min）  Ｔ１＝７min 

Ｔ２：流下時間（min）  Ｔ２＝Ｌ／Ｗ 

Ｗ：洪水伝播速度（km/hr） Ｗ＝72×（Ｈ／Ｌ）0.6 

Ｈ：標高差（km）  Ｌ：流路延長（km） 

(2) オープン式の雨水調整池の非越流部天端高さは、余水吐きから規定する流量を流下させるのに必要

な水位に原則 0.6 メートルを加えるものとする。また、地下式の雨水調整池では、原則 0.3 メートル

を加えるものとする。 

(3) 放流施設は、放流管設計流量を安全に処理できるものとし、次の条件を満たす構造とする。 

ア 放流孔径（オリフィス径）は、最大放流量が 0.069ｍ3/sec/ha を上回らない孔径とする。なお、流木、

塵芥等によって閉塞しないよう最小孔径は３センチメートルとする。 

イ 流入部およびオリフィス部に泥だめを設置しなければならない。 

ウ オリフィス及びオリフィス前面に設置するスクリーンの材質は、ステンレス製とし、スクリーンの形状

は維持管理用の開閉装置が施され、かつ、必要な厚みのある縦型とし、その高さは、余水吐き越流堰き天

端までとする。 

エ 放流施設には、ゲート、バルブなどの、水位、流量を人為的に調節する装置を設けてはならない。 

オ 放流管は、放流管設計流量に対して、のみ口部を除き、自由水面を有する流れとなる構造とする。 

カ 放流管は、地山地盤内に切り込んで設置することを原則とし、外圧や不等沈下に対して十分に耐え、管

内からの漏水および管外の浸透流の発生を防止できる構造とし、施工上においても十分な処理をしなけれ

ばならない。 

キ 放流施設等の設置については、「横浜市下水道設計標準図」によるものとする。 

(4) 流入管から池底までの高さが 0.6 メートルを超える場合には副管を設置する。 

(5) 池底部には導水溝を設置する。導水溝底はオリフィス・センターより上に設置する。 

(6) 池底部は原則として表面処理をおこなう。 

(7) 点検口等、施設の管理上必要な箇所に足掛金物を設置すること。 

(8) 土地利用計画上、やむを得ず雨水調整池と駐車場等の機能を兼ねるような表面貯留式の場合は、次

の条件を満たす構造とする。 

ア Ｕ字溝等を併用することにより主たる容量をまかない、雨水貯留部の機能をできる限り損なわない構造

とする。 

イ 駐車場部分の水深は最大10センチメートルを超えないものとする。 

ウ 表面は、原則として透水性舗装によるものとする。 

(9) 雨水浸透ます及び雨水浸透管は、浸透機能が効果的に発揮されるよう、施設の浸透機能の確保、目

詰まり防止等に配慮した構造とする。 

４ 雨水流出抑制施設の付属施設の基準は、次のとおりとする。 

(1) 雨水流出抑制施設には、次の付属施設を設置すること。 

ア 開発事業区域の面積が 0.1 ヘクタール以上の場合は、雨水流出抑制施設の概要を明記した本市の定

める看板を設置すること。 

イ 雨水調整池および雨水貯留施設には、水位観測施設として水位を観測できる水位標を設置すること。 

ウ 公衆災害を防ぐための安全対策を講ずること。 
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(2) オープン式の雨水調整池の場合は、次の付属施設を設置すること。 

ア 原則、雨水調整池の周囲に管理用通路を設け、転落防止柵を設置すること。また、池底部への斜路また

は階段を設置すること。 

イ 原則、敷地境界にフェンス（エキスパンドまたは縦格子）を設置すること。 

(3) 地下式の雨水調整池の場合は、次の付属施設を設置すること。 

ア 余水吐き室及び貯留部上部に管理人孔を設置し、維持管理に支障のない構造とすること。また、昇降施

設として原則、階段を設けることとし、手すりはステンレス製とすること。 

イ 明かりとりまたは照明設備を設置すること。 

ウ 原則として柱構造とする。やむを得ず隔壁を設ける場合は、人通口等（横0.6ｍ×縦0.8ｍ以上）を設置

し、維持管理に支障のない構造とすること。 

エ エアー抜き設備を設置すること。 

オ やむを得ず地下空間内へ配管する場合は、余裕高の範囲内について認めるものとし、ステンレス鋼管等

によるサヤ管方式を原則とする。 

(4) 地下式の雨水貯留施設の場合は、次の付属施設を設置すること。 

ア 貯留施設内への土砂等の流入を防ぐため、沈砂施設を設置すること。 

イ 貯留施設内に堆積土砂の排出施設を設置し、管理人孔を設置すること。 

ウ エアー抜き設備を設置すること。 

【その他】 

１ この条例により設置された雨水調整池および雨水貯留施設については、工事完了後、本市と施設の

管理に関する協定を締結し、所有者が管理するものとします。 

２ この条例により設置された雨水浸透ます及び雨水浸透管は、施設の有する浸透機能を継続的に保持

するため、点検・清掃等の適切な維持管理に努めてください。 

３ 特定都市河川浸水被害対策法（平成 15 年法律第 77 号）の規定に該当する行為については、別途許

可等が必要となります。 

 

 

 

【施行期日】 

 １ 施行期日 

   この基準は、平成 25 年７月１日から適用する。 

 

【施行期日】 

 １ 施行期日 

   この基準は、平成 26 年７月１日から適用する。 
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別記－１ 
 

横浜市開発事業の調整等に関する条例 
雨水流出抑制施設の設置基準 

～雨水流出抑制施設設置解除区域～ 
 
注）各区町名表示のうち、(一部)と記述されている場合、設置除外区域の境界線が町域を分断している

ため、詳細確認が必要です。そのため、別途、下水道河川局河川部河川管理課（協議指導担当）の窓

口でご確認ください。 

【鶴見区】 
朝日町(ｱｻﾋﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
安善町(ｱﾝｾﾞﾝﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
市場上町(ｲﾁﾊﾞｶﾐﾁｮｳ) 
市場下町(ｲﾁﾊﾞｼﾓﾁｮｳ) 
市場西中町(ｲﾁﾊﾞﾆｼﾅｶﾁｮｳ) 
市場東中町(ｲﾁﾊﾞﾋｶﾞｼﾅｶﾁｮｳ) 
市場富士見町(ｲﾁﾊﾞﾌｼﾞﾐﾁｮｳ) 
市場大和町(ｲﾁﾊﾞﾔﾏﾄﾁｮｳ) 
潮田町(ｳｼｵﾀﾞﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
江ケ崎町(ｴｶﾞｻｷﾁｮｳ) 
扇島(ｵｳｷﾞｼﾏ) 
小野町(ｵﾉﾁｮｳ) 
梶山(ｶｼﾞﾔﾏ)一丁目(一部) 
梶山(ｶｼﾞﾔﾏ)二丁目(一部) 
上末吉(ｶﾐｽｴﾖｼ)一丁目 
上末吉(ｶﾐｽｴﾖｼ)二丁目 
上末吉(ｶﾐｽｴﾖｼ)三丁目 
上末吉(ｶﾐｽｴﾖｼ)四丁目 
上末吉(ｶﾐｽｴﾖｼ)五丁目(一部) 
上の宮(ｶﾐﾉﾐﾔ)一丁目 
上の宮(ｶﾐﾉﾐﾔ)二丁目(一部) 
寛政町(ｶﾝｾｲﾁｮｳ) 
岸谷(ｷｼﾔ)一丁目 
岸谷(ｷｼﾔ)二丁目 
岸谷(ｷｼﾔ)三丁目 
岸谷(ｷｼﾔ)四丁目 
北寺尾(ｷﾀﾃﾗｵ)一丁目 
北寺尾(ｷﾀﾃﾗｵ)二丁目 
北寺尾(ｷﾀﾃﾗｵ)三丁目(一部) 
北寺尾(ｷﾀﾃﾗｵ)四丁目(一部) 
北寺尾(ｷﾀﾃﾗｵ)六丁目(一部) 
北寺尾(ｷﾀﾃﾗｵ)七丁目(一部) 
駒岡(ｺﾏｵｶ)一丁目(一部) 
駒岡(ｺﾏｵｶ)三丁目(一部) 
駒岡(ｺﾏｵｶ)四丁目(一部) 
栄町通(ｻｶｴﾁｮｳﾄﾞｵﾘ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
汐入町(ｼｵｲﾘﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
獅子ケ谷(ｼｼｶﾞﾔ)一丁目(一部) 
獅子ケ谷(ｼｼｶﾞﾔ)三丁目(一部) 
下野谷町(ｼﾀﾉﾔﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
尻手(ｼｯﾃ)一丁目 
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【鶴見区の続き】 
尻手(ｼｯﾃ)二丁目 
尻手(ｼｯﾃ)三丁目 
下末吉(ｼﾓｽｴﾖｼ)一丁目 
下末吉(ｼﾓｽｴﾖｼ)二丁目 
下末吉(ｼﾓｽｴﾖｼ)三丁目 
下末吉(ｼﾓｽｴﾖｼ)四丁目 
下末吉(ｼﾓｽｴﾖｼ)五丁目 
下末吉(ｼﾓｽｴﾖｼ)六丁目 
末広町(ｽｴﾋﾛﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
菅沢町(ｽｶﾞｻﾜﾁｮｳ) 
諏訪坂(ｽﾜｻﾞｶ) 
大黒町(ﾀﾞｲｺｸﾁｮｳ) 
大黒ふ頭(ﾀﾞｲｺｸﾌﾄｳ) 
大東町(ﾀﾞｲﾄｳﾁｮｳ) 
佃野町(ﾂｸﾉﾁｮｳ) 
鶴見(ﾂﾙﾐ)一丁目 
鶴見(ﾂﾙﾐ)二丁目 
鶴見中央(ﾂﾙﾐﾁｭｳｵｳ)一丁目 
鶴見中央(ﾂﾙﾐﾁｭｳｵｳ)二丁目 
鶴見中央(ﾂﾙﾐﾁｭｳｵｳ)三丁目 
鶴見中央(ﾂﾙﾐﾁｭｳｵｳ)四丁目 
鶴見中央(ﾂﾙﾐﾁｭｳｵｳ)五丁目 
寺谷(ﾃﾗﾔ)一丁目 
寺谷(ﾃﾗﾔ)二丁目 
豊岡町(ﾄﾖｵｶﾁｮｳ) 
仲通(ﾅｶﾄﾞｵﾘ)１丁目・２丁目・３丁目 
生麦(ﾅﾏﾑｷﾞ)一丁目 
生麦(ﾅﾏﾑｷﾞ)二丁目 
生麦(ﾅﾏﾑｷﾞ)三丁目 
生麦(ﾅﾏﾑｷﾞ)四丁目 
生麦(ﾅﾏﾑｷﾞ)五丁目 
馬場(ﾊﾞﾊﾞ)一丁目 
馬場(ﾊﾞﾊﾞ)二丁目 
馬場(ﾊﾞﾊﾞ)三丁目 
馬場(ﾊﾞﾊﾞ)四丁目(一部) 
馬場(ﾊﾞﾊﾞ)五丁目(一部) 
馬場(ﾊﾞﾊﾞ)六丁目(一部) 
馬場(ﾊﾞﾊﾞ)七丁目(一部) 
浜町(ﾊﾏﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
東寺尾(ﾋｶﾞｼﾃﾗｵ)一丁目 
東寺尾(ﾋｶﾞｼﾃﾗｵ)二丁目 
東寺尾(ﾋｶﾞｼﾃﾗｵ)三丁目 
東寺尾(ﾋｶﾞｼﾃﾗｵ)四丁目 
東寺尾(ﾋｶﾞｼﾃﾗｵ)五丁目 
東寺尾(ﾋｶﾞｼﾃﾗｵ)六丁目 
東寺尾北台(ﾋｶﾞｼﾃﾗｵｷﾀﾀﾞｲ) 
東寺尾中台(ﾋｶﾞｼﾃﾗｵﾅｶﾀﾞｲ) 
東寺尾東台(ﾋｶﾞｼﾃﾗｵﾋｶﾞｼﾀﾞｲ) 
平安町(ﾍｲｱﾝﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
弁天町(ﾍﾞﾝﾃﾝﾁｮｳ) 
本町通(ﾎﾝﾁｮｳﾄﾞｵﾘ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
三ツ池公園(ﾐﾂｲｹｺｳｴﾝ)(一部) 
向井町(ﾑｶｲﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
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【鶴見区の続き】 
元宮(ﾓﾄﾐﾔ)一丁目 
元宮(ﾓﾄﾐﾔ)二丁目 
矢向(ﾔｺｳ)一丁目 
矢向(ﾔｺｳ)二丁目 
矢向(ﾔｺｳ)三丁目 
矢向(ﾔｺｳ)四丁目 
矢向(ﾔｺｳ)五丁目 
矢向(ﾔｺｳ)六丁目 

 
【神奈川区】 

青木町(ｱｵｷﾁｮｳ) 
旭ケ丘(ｱｻﾋｶﾞｵｶ) 
出田町(ｲｽﾞﾀﾁｮｳ) 
泉町(ｲｽﾞﾐﾁｮｳ) 
入江(ｲﾘｴ)一丁目 
入江(ｲﾘｴ)二丁目 
浦島丘(ｳﾗｼﾏｵｶ) 
浦島町(ｳﾗｼﾏﾁｮｳ) 
恵比須町(ｴﾋﾞｽﾁｮｳ) 
大口通(ｵｵｸﾞﾁﾄﾞｵﾘ) 
大口仲町(ｵｵｸﾞﾁﾅｶﾏﾁ) 
大野町(ｵｵﾉﾁｮｳ) 
片倉(ｶﾀｸﾗ)一丁目(一部) 
片倉(ｶﾀｸﾗ)二丁目(一部) 
片倉(ｶﾀｸﾗ)三丁目(一部) 
片倉(ｶﾀｸﾗ)五丁目(一部) 
神奈川(ｶﾅｶﾞﾜ)一丁目 
神奈川(ｶﾅｶﾞﾜ)二丁目 
神奈川本町(ｶﾅｶﾞﾜﾎﾝﾁｮｳ) 
上反町(ｶﾐﾀﾝﾏﾁ) １丁目・２丁目 
神之木台(ｶﾐﾉｷﾀﾞｲ)  
神之木町(ｶﾐﾉｷﾁｮｳ) 
亀住町(ｶﾒｽﾞﾐﾁｮｳ) 
神大寺(ｶﾝﾀﾞｲｼﾞ)一丁目 
神大寺(ｶﾝﾀﾞｲｼﾞ)二丁目 
神大寺(ｶﾝﾀﾞｲｼﾞ)三丁目 
神大寺(ｶﾝﾀﾞｲｼﾞ)四丁目(一部) 
桐畑(ｷﾘﾊﾞﾀｹ) 
金港町(ｷﾝｺｳﾁｮｳ) 
栗田谷(ｸﾘﾀﾔ) 
幸ケ谷(ｺｳｶﾞﾔ) 
子安台(ｺﾔｽﾀﾞｲ)一丁目 
子安台(ｺﾔｽﾀﾞｲ)二丁目 
子安通(ｺﾔｽﾄﾞｵﾘ)１丁目・２丁目・３丁目 
斎藤分町(ｻｲﾄｳﾌﾞﾝﾁｮｳ) 
栄町(ｻｶｴﾁｮｳ) 
沢渡(ｻﾜﾀﾘ) 
三枚町(ｻﾝﾏｲﾁｮｳ)（一部） 
白幡上町(ｼﾗﾊﾀｶﾐﾁｮｳ) 
白幡町(ｼﾗﾊﾀﾁｮｳ) 
白幡仲町(ｼﾗﾊﾀﾅｶﾁｮｳ) 
白幡西町(ｼﾗﾊﾀﾆｼﾁｮｳ) 
白幡東町(ｼﾗﾊﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳ) 
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【神奈川区の続き】 
白幡南町(ｼﾗﾊﾀﾐﾅﾐﾁｮｳ) 
白幡向町(ｼﾗﾊﾀﾑｶｲﾁｮｳ) 
新浦島町(ｼﾝｳﾗｼﾏﾁｮｳ) １丁目・２丁目 
新子安(ｼﾝｺﾔｽ)一丁目 
新子安(ｼﾝｺﾔｽ)二丁目 
新町(ｼﾝﾏﾁ) 
鈴繁町(ｽｽﾞｼｹﾞﾁｮｳ) 
台町(ﾀﾞｲﾏﾁ) 
高島台(ﾀｶｼﾏﾀﾞｲ) 
宝町(ﾀｶﾗﾁｮｳ) 
立町(ﾀﾃﾏﾁ) 
反町(ﾀﾝﾏﾁ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
千若町(ﾁﾜｶﾁｮｳ) １丁目・２丁目・３丁目 
鶴屋町(ﾂﾙﾔﾁｮｳ) １丁目・２丁目・３丁目 
富家町(ﾄﾐﾔﾁｮｳ) 
鳥越(ﾄﾘｺﾞｴ) 
中丸(ﾅｶﾏﾙ) 
七島町(ﾅﾅｼﾏﾁｮｳ) 
西大口(ﾆｼｵｵｸﾞﾁ) 
西神奈川(ﾆｼｶﾅｶﾞﾜ)一丁目 
西神奈川(ﾆｼｶﾅｶﾞﾜ)二丁目 
西神奈川(ﾆｼｶﾅｶﾞﾜ)三丁目 
西寺尾(ﾆｼﾃﾗｵ)一丁目 
西寺尾(ﾆｼﾃﾗｵ)二丁目 
西寺尾(ﾆｼﾃﾗｵ)三丁目 
西寺尾(ﾆｼﾃﾗｵ)四丁目 
二本榎(ﾆﾎﾝｴﾉｷ) 
白楽(ﾊｸﾗｸ) 
羽沢町(ﾊｻﾞﾜﾁｮｳ) (一部) 
橋本町(ﾊｼﾓﾄﾁｮｳ) １丁目・２丁目・３丁目 

東神奈川(ﾋｶﾞｼｶﾅｶﾞﾜ)一丁目 

東神奈川(ﾋｶﾞｼｶﾅｶﾞﾜ)二丁目 

平川町(ﾋﾗｶﾜﾁｮｳ) 

広台太田町(ﾋﾛﾀﾞｲｵｵﾀﾏﾁ) 

二ツ谷町(ﾌﾀﾂﾔﾁｮｳ) 

星野町(ﾎｼﾉﾁｮｳ) 

松ケ丘(ﾏﾂｶﾞｵｶ) 

松見町(ﾏﾂﾐﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目(一部)・４丁目(一部) 

松本町(ﾏﾂﾓﾄﾁｮｳ) １丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目・６丁目 

瑞穂町(ﾐｽﾞﾎﾁｮｳ) 

三ツ沢上町(ﾐﾂｻﾞﾜｶﾐﾏﾁ) 

三ツ沢下町(ﾐﾂｻﾞﾜｼﾓﾏﾁ) 

三ツ沢中町(ﾐﾂｻﾞﾜﾅｶﾏﾁ) 

三ツ沢西町(ﾐﾂｻﾞﾜﾆｼﾏﾁ) 

三ツ沢東町(ﾐﾂｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾏﾁ) 

三ツ沢南町(ﾐﾂｻﾞﾜﾐﾅﾐﾏﾁ) 

守屋町(ﾓﾘﾔﾁｮｳ) １丁目・２丁目・３丁目・４丁目 

山内町(ﾔﾏﾉｳﾁﾁｮｳ) 

六角橋(ﾛｯｶｸﾊﾞｼ)一丁目 

六角橋(ﾛｯｶｸﾊﾞｼ)二丁目 

六角橋(ﾛｯｶｸﾊﾞｼ)三丁目 

六角橋(ﾛｯｶｸﾊﾞｼ)四丁目 
六角橋(ﾛｯｶｸﾊﾞｼ)五丁目 
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【神奈川区の続き】 
六角橋(ﾛｯｶｸﾊﾞｼ)六丁目 

 
【西区】 

全域解除区域 
 
【中区】 

全域解除区域 
 
【南区】 

井土ケ谷上町(ｲﾄﾞｶﾞﾔｶﾐﾏﾁ) 
井土ケ谷下町(ｲﾄﾞｶﾞﾔｼﾓﾏﾁ) 
井土ケ谷中町(ｲﾄﾞｶﾞﾔﾅｶﾏﾁ) 
浦舟町(ｳﾗﾌﾈﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目 
永楽町(ｴｲﾗｸﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
榎町(ｴﾉｷﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
大岡(ｵｵｵｶ)一丁目 
大岡(ｵｵｵｶ)二丁目 
大岡(ｵｵｵｶ)三丁目 
大岡(ｵｵｵｶ)四丁目 
大岡(ｵｵｵｶ)五丁目 
大橋町(ｵｵﾊｼﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
庚台(ｶﾉｴﾀﾞｲ) 
唐沢(ｶﾗｻﾜ) 
共進町(ｷｮｳｼﾝﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
弘明寺町(ｸﾞﾐｮｳｼﾞﾁｮｳ) 
山王町(ｻﾝﾉｳﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目 
山谷(ｻﾝﾔ) 
清水ケ丘(ｼﾐｽﾞｶﾞｵｶ) 
宿町(ｼｭｸﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
白金町(ｼﾛｶﾞﾈﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
白妙町(ｼﾛﾀｴﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目 
新川町(ｼﾝｶﾜﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目 
高砂町(ﾀｶｻｺﾞﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
高根町(ﾀｶﾈﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
通町(ﾄｵﾘﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
中里(ﾅｶｻﾞﾄ)一丁目 
中里(ﾅｶｻﾞﾄ)二丁目 
中里(ﾅｶｻﾞﾄ)三丁目 
中里(ﾅｶｻﾞﾄ)四丁目 
中里町(ﾅｶｻﾞﾄﾁｮｳ) 
中島町(ﾅｶｼﾞﾏﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
永田北(ﾅｶﾞﾀｷﾀ)一丁目(一部) 
永田北(ﾅｶﾞﾀｷﾀ)二丁目 
永田北(ﾅｶﾞﾀｷﾀ)三丁目(一部) 
永田山王台(ﾅｶﾞﾀｻﾝﾉｳﾀﾞｲ) 
永田台(ﾅｶﾞﾀﾀﾞｲ) 
永田東(ﾅｶﾞﾀﾋｶﾞｼ)一丁目 
永田東(ﾅｶﾞﾀﾋｶﾞｼ)二丁目 
永田東(ﾅｶﾞﾀﾋｶﾞｼ)三丁目(一部) 
永田南(ﾅｶﾞﾀﾐﾅﾐ)一丁目 
永田南(ﾅｶﾞﾀﾐﾅﾐ)二丁目 
永田みなみ台(ﾅｶﾞﾀﾐﾅﾐﾀﾞｲ) 
中村町(ﾅｶﾑﾗﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目 
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【南区の続き】 
西中町(ﾆｼﾅｶﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
八幡町(ﾊﾁﾏﾝﾁｮｳ) 
花之木町(ﾊﾅﾉｷﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
日枝町(ﾋｴﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目 
東蒔田町(ﾋｶﾞｼﾏｲﾀﾏﾁ) 
伏見町(ﾌｼﾐﾁｮｳ) 
二葉町(ﾌﾀﾊﾞﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
平楽(ﾍｲﾗｸ) 
別所(ﾍﾞｯｼｮ)一丁目 
別所(ﾍﾞｯｼｮ)二丁目 
別所(ﾍﾞｯｼｮ)三丁目 
別所(ﾍﾞｯｼｮ)四丁目(一部) 
別所(ﾍﾞｯｼｮ)五丁目 
別所(ﾍﾞｯｼｮ)六丁目 
別所(ﾍﾞｯｼｮ)七丁目 
別所中里台(ﾍﾞｯｼｮﾅｶｻﾞﾄﾀﾞｲ) 
堀ノ内町(ﾎﾘﾉｳﾁﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
蒔田町(ﾏｲﾀﾁｮｳ) 
前里町(ﾏｴｻﾄﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
真金町(ﾏｶﾞﾈﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
万世町(ﾏﾝｾｲﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
南太田(ﾐﾅﾐｵｵﾀ)一丁目 
南太田(ﾐﾅﾐｵｵﾀ)二丁目 
南太田(ﾐﾅﾐｵｵﾀ)三丁目 
南太田(ﾐﾅﾐｵｵﾀ)四丁目 
南吉田町(ﾐﾅﾐﾖｼﾀﾞﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目 
三春台(ﾐﾊﾙﾀﾞｲ) 
宮元町(ﾐﾔﾓﾄﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目 
六ツ川（ﾑﾂｶﾜ）一丁目 
六ツ川（ﾑﾂｶﾜ）二丁目 
六ツ川（ﾑﾂｶﾜ）三丁目(一部) 
六ツ川（ﾑﾂｶﾜ）四丁目(一部) 
睦町(ﾑﾂﾐﾁｮｳ)１丁目・２丁目 
吉野町(ﾖｼﾉﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目・５丁目 
若宮町(ﾜｶﾐﾔﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目・４丁目  

 
【港南区】 

大久保(ｵｵｸﾎﾞ)一丁目 
大久保(ｵｵｸﾎﾞ)二丁目 
大久保(ｵｵｸﾎﾞ)三丁目(一部) 
上大岡西(ｶﾐｵｵｵｶﾆｼ)一丁目 
上大岡西(ｶﾐｵｵｵｶﾆｼ)二丁目 
上大岡西(ｶﾐｵｵｵｶﾆｼ)三丁目 
上大岡東(ｶﾐｵｵｵｶﾋｶﾞｼ)一丁目 
上大岡東(ｶﾐｵｵｵｶﾋｶﾞｼ)二丁目 
上大岡東(ｶﾐｵｵｵｶﾋｶﾞｼ)三丁目 
港南(ｺｳﾅﾝ)一丁目 
港南(ｺｳﾅﾝ)二丁目(一部) 
港南(ｺｳﾅﾝ)三丁目(一部) 
港南(ｺｳﾅﾝ)四丁目 
港南(ｺｳﾅﾝ)五丁目 
港南(ｺｳﾅﾝ)六丁目 
港南台(ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ)一丁目 
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【港南区の続き】 
港南台(ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ)二丁目 
港南台(ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ)三丁目 
港南台(ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ)四丁目 
港南台(ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ)五丁目 
港南台(ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ)六丁目 
港南台(ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ)七丁目 
港南台(ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ)八丁目(一部) 
港南台(ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ)九丁目(一部) 
港南中央通(ｺｳﾅﾝﾁｭｳｵｳﾄﾞｵﾘ) 
最戸(ｻｲﾄﾞ)一丁目 
最戸(ｻｲﾄﾞ)二丁目 
笹下(ｻｻｹﾞ)一丁目 
笹下(ｻｻｹﾞ)二丁目 
笹下(ｻｻｹﾞ)三丁目 
笹下(ｻｻｹﾞ)四丁目 
笹下(ｻｻｹﾞ)五丁目 
笹下(ｻｻｹﾞ)六丁目 
笹下(ｻｻｹﾞ)七丁目 
芹が谷(ｾﾘｶﾞﾔ)一丁目(一部) 
野庭町(ﾉﾊﾞﾁｮｳ) (一部) 
東芹が谷(ﾋｶﾞｼｾﾘｶﾞﾔ) (一部) 
東永谷(ﾋｶﾞｼﾅｶﾞﾔ)一丁目(一部) 
日野(ﾋﾉ)一丁目 
日野(ﾋﾉ)二丁目(一部) 
日野(ﾋﾉ)三丁目(一部) 
日野(ﾋﾉ)四丁目 
日野(ﾋﾉ)五丁目 
日野(ﾋﾉ)六丁目(一部) 
日野(ﾋﾉ)七丁目 
日野(ﾋﾉ)八丁目 
日野(ﾋﾉ)九丁目(一部) 
日野中央(ﾋﾉﾁｭｳｵｳ)一丁目 
日野中央(ﾋﾉﾁｭｳｵｳ)二丁目 
日野中央(ﾋﾉﾁｭｳｵｳ)三丁目 
日野南(ﾋﾉﾐﾅﾐ)一丁目 
日野南(ﾋﾉﾐﾅﾐ)二丁目 
日野南(ﾋﾉﾐﾅﾐ)三丁目 
日野南(ﾋﾉﾐﾅﾐ)四丁目 
日野南(ﾋﾉﾐﾅﾐ)五丁目(一部) 
日野南(ﾋﾉﾐﾅﾐ)六丁目(一部) 
 

【保土ケ谷区】 
新井町(ｱﾗｲﾁｮｳ)(一部) 

岩井町(ｲﾜｲﾁｮｳ)(一部) 

岡沢町(ｵｶｻﾞﾜﾁｮｳ) 

釜台町(ｶﾏﾀﾞｲﾁｮｳ)（一部） 

鎌谷町(ｶﾏﾔﾁｮｳ) 

上菅田町(ｶﾐｽｹﾞﾀﾁｮｳ)(一部) 

上星川(ｶﾐﾎｼｶﾜ)一丁目(一部) 

上星川(ｶﾐﾎｼｶﾜ)二丁目(一部) 

上星川(ｶﾐﾎｼｶﾜ)三丁目 

狩場町(ｶﾘﾊﾞﾁｮｳ)(一部) 

川島町(ｶﾜｼﾏﾁｮｳ)(一部) 
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【保土ケ谷区の続き】 
川辺町(ｶﾜﾍﾞﾁｮｳ) 

神戸町(ｺﾞｳﾄﾞﾁｮｳ)(一部) 

坂本町(ｻｶﾓﾄﾁｮｳ) 

桜ケ丘(ｻｸﾗｶﾞｵｶ)一丁目(一部) 

桜ケ丘(ｻｸﾗｶﾞｵｶ)二丁目(一部) 

新桜ケ丘(ｼﾝｻｸﾗｶﾞｵｶ)二丁目(一部) 

瀬戸ケ谷町(ｾﾄｶﾞﾔﾁｮｳ)(一部) 
月見台(ﾂｷﾐﾀﾞｲ)(一部) 
天王町(ﾃﾝﾉｳﾁｮｳ)１丁目・２丁目(一部) 
常盤台(ﾄｷﾜﾀﾞｲ)(一部) 
西久保町(ﾆｼｸﾎﾞﾁｮｳ)(一部) 
西谷町(ﾆｼﾔﾏﾁ)(一部) 
花見台(ﾊﾅﾐﾀﾞｲ)(一部) 
東川島町(ﾋｶﾞｼｶﾜｼﾏﾁｮｳ) (一部) 
仏向町(ﾌﾞﾂｺｳﾁｮｳ)(一部) 
星川(ﾎｼｶﾜ)一丁目 
星川(ﾎｼｶﾜ)二丁目 
星川(ﾎｼｶﾜ)三丁目 
峰岡町(ﾐﾈｵｶﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
峰沢町(ﾐﾈｻﾞﾜﾁｮｳ)(一部) 
宮田町(ﾐﾔﾀﾁｮｳ)１丁目・２丁目・３丁目 
明神台(ﾐｮｳｼﾞﾝﾀﾞｲ) 
和田(ﾜﾀﾞ)一丁目 
和田(ﾜﾀﾞ)二丁目 

 
【旭区】 

市沢町(ｲﾁｻﾞﾜﾁｮｳ)(一部) 

川島町(ｶﾜｼﾏﾁｮｳ)(一部) 

左近山(ｻｺﾝﾔﾏ)(一部) 

白根(ｼﾗﾈ)一丁目(一部) 

白根(ｼﾗﾈ)二丁目(一部) 

白根(ｼﾗﾈ)七丁目(一部) 

白根(ｼﾗﾈ)八丁目(一部) 

鶴ケ峰(ﾂﾙｶﾞﾐﾈ)二丁目(一部) 

中白根(ﾅｶｼﾗﾈ)四丁目(一部) 

西川島町(ﾆｼｶﾜｼﾏﾁｮｳ)(一部) 

 
【磯子区】 

磯子(ｲｿｺﾞ)一丁目 
磯子(ｲｿｺﾞ)二丁目 
磯子(ｲｿｺﾞ)三丁目 
磯子(ｲｿｺﾞ)四丁目 
磯子(ｲｿｺﾞ)五丁目 
磯子(ｲｿｺﾞ)六丁目 
磯子(ｲｿｺﾞ)七丁目 
磯子(ｲｿｺﾞ)八丁目 
磯子台(ｲｿｺﾞﾀﾞｲ) 
鳳町(ｵｵﾄﾘﾁｮｳ) 
岡村(ｵｶﾑﾗ)一丁目 
岡村(ｵｶﾑﾗ)二丁目 
岡村(ｵｶﾑﾗ)三丁目 
岡村(ｵｶﾑﾗ)四丁目 
岡村(ｵｶﾑﾗ)五丁目 
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【磯子区の続き】 
岡村(ｵｶﾑﾗ)六丁目 
岡村(ｵｶﾑﾗ)七丁目 
岡村(ｵｶﾑﾗ)八丁目 
上町(ｶﾐﾁｮｳ) 
上中里町(ｶﾐﾅｶｻﾞﾄﾁｮｳ)(一部) 
栗木(ｸﾘｷ)一丁目 
栗木(ｸﾘｷ)二丁目 
栗木(ｸﾘｷ)三丁目(一部) 
坂下町(ｻｶｼﾀﾁｮｳ) 
汐見台(ｼｵﾐﾀﾞｲ)１丁目・２丁目・３丁目 
下町(ｼﾓﾁｮｳ) 
新磯子町(ｼﾝｲｿｺﾞﾁｮｳ) 
新杉田町(ｼﾝｽｷﾞﾀﾁｮｳ) 
新中原町(ｼﾝﾅｶﾊﾗﾁｮｳ) 
新森町(ｼﾝﾓﾘﾁｮｳ) 
杉田(ｽｷﾞﾀ)一丁目 
杉田(ｽｷﾞﾀ)二丁目 
杉田(ｽｷﾞﾀ)三丁目 
杉田(ｽｷﾞﾀ)四丁目 
杉田(ｽｷﾞﾀ)五丁目 
杉田(ｽｷﾞﾀ)六丁目 
杉田(ｽｷﾞﾀ)七丁目 
杉田(ｽｷﾞﾀ)八丁目 
杉田(ｽｷﾞﾀ)九丁目(一部) 
杉田坪呑(ｽｷﾞﾀﾂﾎﾞﾉﾐ) 
滝頭(ﾀｷｶﾞｼﾗ)一丁目 
滝頭(ﾀｷｶﾞｼﾗ)二丁目 
滝頭(ﾀｷｶﾞｼﾗ)三丁目 
田中(ﾀﾅｶ)一丁目 
田中(ﾀﾅｶ)二丁目 
中浜町(ﾅｶﾊﾏﾁｮｳ) 
中原(ﾅｶﾊﾗ)一丁目 
中原(ﾅｶﾊﾗ)二丁目 
中原(ﾅｶﾊﾗ)三丁目 
中原(ﾅｶﾊﾗ)四丁目 
西町(ﾆｼﾁｮｳ) 
馬場町(ﾊﾞﾊﾞﾁｮｳ) 
原町(ﾊﾗﾏﾁ) 
東町(ﾋｶﾞｼﾁｮｳ) 
久木町(ﾋｻｷﾁｮｳ) 
氷取沢町(ﾋﾄﾘｻﾞﾜﾁｮｳ)(一部) 
広地町(ﾋﾛﾁﾁｮｳ) 
丸山(ﾏﾙﾔﾏ)一丁目 
丸山(ﾏﾙﾔﾏ)二丁目 
峰町(ﾐﾈﾁｮｳ)(一部) 
森(ﾓﾘ)一丁目 
森(ﾓﾘ)二丁目 
森(ﾓﾘ)三丁目 
森(ﾓﾘ)四丁目 
森(ﾓﾘ)五丁目 
森(ﾓﾘ)六丁目 
森が丘(ﾓﾘｶﾞｵｶ)一丁目 
森が丘(ﾓﾘｶﾞｵｶ)二丁目 



第２章 開発事業に係る手続 

64 

【磯子区の続き】 
洋光台(ﾖｳｺｳﾀﾞｲ)一丁目 
洋光台(ﾖｳｺｳﾀﾞｲ)二丁目 
洋光台(ﾖｳｺｳﾀﾞｲ)三丁目 
洋光台(ﾖｳｺｳﾀﾞｲ)四丁目 
洋光台(ﾖｳｺｳﾀﾞｲ)五丁目 
洋光台(ﾖｳｺｳﾀﾞｲ)六丁目(一部) 
 

【金沢区】 
朝比奈町(ｱｻﾋﾅﾁｮｳ)(一部) 
海の公園(ｳﾐﾉｺｳｴﾝ) 
大川(ｵｵｶﾜ) (一部) 
乙舳町(ｵｯﾄﾓﾁｮｳ) 
片吹(ｶﾀﾌﾞｷ)(一部) 
金沢町(ｶﾅｻﾞﾜﾁｮｳ)(一部) 
釜利谷東(ｶﾏﾘﾔﾋｶﾞｼ)二丁目(一部) 
釜利谷東(ｶﾏﾘﾔﾋｶﾞｼ)三丁目(一部) 
釜利谷東(ｶﾏﾘﾔﾋｶﾞｼ)四丁目(一部) 
幸浦(ｻﾁｳﾗ)一丁目 
幸浦(ｻﾁｳﾗ)二丁目 
柴町(ｼﾊﾞﾁｮｳ) 
昭和町(ｼｮｳﾜﾁｮｳ) 
白帆(ｼﾗﾎ) 
洲崎町(ｽｻｷﾁｮｳ) 
瀬戸(ｾﾄ)(一部) 
大道(ﾀﾞｲﾄﾞｳ)一丁目(一部) 
大道(ﾀﾞｲﾄﾞｳ)二丁目(一部) 
泥亀(ﾃﾞｲｷ)一丁目(一部) 
泥亀(ﾃﾞｲｷ)二丁目 
寺前(ﾃﾗﾏｴ)一丁目 
寺前(ﾃﾗﾏｴ)二丁目 
富岡西(ﾄﾐｵｶﾆｼ)一丁目 
富岡西(ﾄﾐｵｶﾆｼ)二丁目 
富岡西(ﾄﾐｵｶﾆｼ)三丁目 
富岡西(ﾄﾐｵｶﾆｼ)四丁目 
富岡西(ﾄﾐｵｶﾆｼ)五丁目 
富岡西(ﾄﾐｵｶﾆｼ)六丁目 
富岡西(ﾄﾐｵｶﾆｼ)七丁目 
富岡東(ﾄﾐｵｶﾋｶﾞｼ)一丁目 
富岡東(ﾄﾐｵｶﾋｶﾞｼ)二丁目 
富岡東(ﾄﾐｵｶﾋｶﾞｼ)三丁目 
富岡東(ﾄﾐｵｶﾋｶﾞｼ)四丁目 
富岡東(ﾄﾐｵｶﾋｶﾞｼ)五丁目 
富岡東(ﾄﾐｵｶﾋｶﾞｼ)六丁目 
鳥浜町(ﾄﾘﾊﾏﾁｮｳ) 
長浜(ﾅｶﾞﾊﾏ)(一部) 
長浜(ﾅｶﾞﾊﾏ)一丁目 
長浜(ﾅｶﾞﾊﾏ)二丁目(一部) 
並木(ﾅﾐｷ)一丁目 
並木(ﾅﾐｷ)二丁目 
並木(ﾅﾐｷ)三丁目 
西柴(ﾆｼｼﾊﾞ)一丁目(一部) 
西柴(ﾆｼｼﾊﾞ)二丁目(一部) 
西柴(ﾆｼｼﾊﾞ)四丁目(一部) 
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【金沢区の続き】 
能見台(ﾉｳｹﾝﾝﾀﾞｲ)一丁目 
能見台(ﾉｳｹﾝﾝﾀﾞｲ)二丁目 
能見台(ﾉｳｹﾝﾝﾀﾞｲ)三丁目 
能見台(ﾉｳｹﾝﾝﾀﾞｲ)四丁目 
能見台(ﾉｳｹﾝﾝﾀﾞｲ)五丁目(一部) 
能見台(ﾉｳｹﾝﾝﾀﾞｲ)六丁目(一部) 
能見台通(ﾉｳｹﾝﾀﾞｲﾄﾞｵﾘ) 
能見台東(ﾉｳｹﾝﾀﾞｲﾋｶﾞｼ) 
能見台森(ﾉｳｹﾝﾀﾞｲﾓﾘ)(一部) 
野島町(ﾉｼﾞﾏﾁｮｳ) 
八景島(ﾊｯｹｲｼﾞﾏ) 
東朝比奈(ﾋｶﾞｼｱｻﾋﾅ)一丁目(一部) 
東朝比奈(ﾋｶﾞｼｱｻﾋﾅ)三丁目(一部) 
平潟町(ﾋﾗｶﾞﾀﾁｮｳ) 
福浦(ﾌｸｳﾗ)一丁目 
福浦(ﾌｸｳﾗ)二丁目 
福浦(ﾌｸｳﾗ)三丁目 
堀口(ﾎﾘｸﾞﾁ)  
町屋町(ﾏﾁﾔﾁｮｳ) 
六浦(ﾑﾂｳﾗ)一丁目 
六浦(ﾑﾂｳﾗ)二丁目(一部) 
六浦(ﾑﾂｳﾗ)三丁目(一部) 
六浦(ﾑﾂｳﾗ)四丁目 
六浦(ﾑﾂｳﾗ)五丁目(一部) 
六浦東(ﾑﾂｳﾗﾋｶﾞｼ)一丁目 
六浦東(ﾑﾂｳﾗﾋｶﾞｼ)二丁目(一部) 
六浦東(ﾑﾂｳﾗﾋｶﾞｼ)三丁目(一部) 
六浦南(ﾑﾂｳﾗﾐﾅﾐ)一丁目(一部) 
六浦南(ﾑﾂｳﾗﾐﾅﾐ)二丁目(一部) 
谷津町(ﾔﾂﾁｮｳ)(一部) 
柳町(ﾔﾅｷﾞﾁｮｳ) 

 
【港北区】 

菊名(ｷｸﾅ)一丁目(一部) 
菊名(ｷｸﾅ)二丁目(一部) 
菊名(ｷｸﾅ)三丁目(一部) 
菊名(ｷｸﾅ)四丁目(一部) 
菊名(ｷｸﾅ)五丁目(一部) 
篠原台町(ｼﾉﾊﾗﾀﾞｲﾏﾁ) 
篠原町(ｼﾉﾊﾗﾁｮｳ) (一部) 
篠原西町(ｼﾉﾊﾗﾆｼﾁｮｳ)(一部) 
篠原東(ｼﾉﾊﾗﾋｶﾞｼ)一丁目(一部) 
篠原東(ｼﾉﾊﾗﾋｶﾞｼ)二丁目(一部) 
仲手原(ﾅｶﾃﾊﾗ)一丁目(一部) 
仲手原(ﾅｶﾃﾊﾗ)二丁目(一部) 

 
【緑区】 
 解除区域なし 
 
【青葉区】 
 解除区域なし 
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【都筑区】 
 解除区域なし 
 
【戸塚区】 
 解除区域なし 
 
【栄区】 

上郷町(ｶﾐｺﾞｳﾁｮｳ)(一部) 
 
【泉区】 
 解除区域なし 
 
【瀬谷区】 

解除区域なし 
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ます径 ｈ(m)

Ｋｆ値

比浸透量

(m2)

空隙貯留量

(m3)

ｋ0

飽和透水係数
(m/hr)

浸透時間
(hr)

浸透量

(m3/個)

換算貯留
量

(m3/個)

φ300 0.15 3.70 0.0540 0.05 1.0 0.150 0.20

φ300 0.20 3.99 0.0606 0.05 1.0 0.161 0.22

φ300 0.25 4.28 0.0673 0.05 1.0 0.174 0.24

φ300 0.30 4.59 0.0740 0.05 1.0 0.186 0.26

φ300 0.35 4.90 0.0807 0.05 1.0 0.198 0.28

φ300 0.40 5.21 0.0873 0.05 1.0 0.211 0.30

φ360 0.15 4.02 0.0669 0.05 1.0 0.163 0.23

φ360 0.20 4.33 0.0755 0.05 1.0 0.175 0.25

φ360 0.25 4.65 0.0841 0.05 1.0 0.188 0.27

φ360 0.30 4.97 0.0927 0.05 1.0 0.201 0.29

φ360 0.35 5.30 0.1013 0.05 1.0 0.215 0.32

φ360 0.40 5.64 0.1099 0.05 1.0 0.228 0.34

φ450 0.15 5.80 0.1438 0.05 1.0 0.235 0.38

φ450 0.20 6.20 0.1609 0.05 1.0 0.251 0.41

φ450 0.25 6.61 0.1780 0.05 1.0 0.268 0.45

φ450 0.30 7.03 0.1951 0.05 1.0 0.285 0.48

φ450 0.35 7.45 0.2123 0.05 1.0 0.302 0.51

φ450 0.40 7.89 0.2294 0.05 1.0 0.319 0.55

φ450 0.25 5.47 0.1398 0.05 1.0 0.221 0.36

※雨水浸透ますについては、「横浜市排水設備要覧」参照

※接続雨水浸透ますについては、「横浜市下水道設計標準図」参照

Ｗ(m) Ｈ(m)

Ｋｆ値

比浸透量

(m2)

空隙貯留量

(m3)

ｋ0

飽和透水係数
(m/hr)

浸透時間
(hr)

浸透量

(m3/m)

換算貯留
量

(m3/m)

浸透管 φ100 0.30 0.40 2.32 0.0527 0.05 1.0 0.094 0.15

設計空隙率40% φ100 0.30 0.45 2.47 0.0587 0.05 1.0 0.100 0.16

φ100 0.40 0.40 2.45 0.0687 0.05 1.0 0.099 0.17

φ100 0.40 0.45 2.60 0.0767 0.05 1.0 0.105 0.18

φ150 0.35 0.45 2.54 0.0736 0.05 1.0 0.103 0.18

φ150 0.35 0.50 2.69 0.0806 0.05 1.0 0.109 0.19

φ150 0.45 0.45 2.67 0.0916 0.05 1.0 0.108 0.20

φ150 0.45 0.50 2.83 0.1006 0.05 1.0 0.114 0.22

φ200 0.40 0.50 2.76 0.0988 0.05 1.0 0.112 0.21

φ200 0.40 0.55 2.91 0.1068 0.05 1.0 0.118 0.22

φ200 0.50 0.50 2.89 0.1188 0.05 1.0 0.117 0.24

φ200 0.50 0.55 3.05 0.1288 0.05 1.0 0.123 0.25

種　　　別

接続雨水浸透ます

雨水浸透ます

設計空隙率40%

「横浜市開発事業の調整等に関する条例」第18条第2項第5号の【基準】に規定する雨水流出抑制施設の「雨水浸
透ます及び雨水浸透管の換算貯留量」は以下の通りとします。

（換算貯留量の算定にあたりｋ0を0.05m/hrとした場合）

なお、これによらない場合は、別途、計算により求めるものとします。

別表－３

●施設の換算貯留量

種　　　別
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■ 第６号（遊水池等） 

【解説】 

開発行為では開発許可の基準で、開発区域周辺の排水施設の整備状況が充分でない場合に、その周

辺で溢水を発生させないために、開発区域内に排水を一時貯留する施設の設置を求めています。開発

行為を伴わない開発事業についても開発許可の基準と同様に、開発事業区域内からの下水の排出によ

って公共下水道等への流入に支障をきたさないよう、また、開発事業区域及びその周辺の地域に溢水

等による被害が生じないような構造及び能力で排水施設を適当に配置するとともに、放流先周辺で溢

水が生じる恐れがある場合には、雨水を一時貯留する遊水池その他の適当な施設を整備することとし

ています。 

【基準】 

１ 排水施設計画の基本的要件は次のとおりとする。 

(1) 開発事業区域内の排水施設の計画にあたっては、開発事業区域及びその周辺の土地の地形、地

盤の性質を勘案し集水区域を策定して、これに基づき当該排水施設の規模、構造及び能力を設定

しなければならない。 

(2) 開発事業区域内の排水施設は、下水道、排水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域

若しくは海域（以下「下水道・排水路等」という。）に接続していること。また、排水施設の接続

にあたっては、下水道・排水路等の施設の管理者に同意を得るものとする。 

なお、排水施設が民有地等を経由して下水道・排水路等に接続する場合は、土地所有者の同意

を得るように努めること。 

(3) 下水道法第４条第１項の認可を受けた区域（以下「下水道事業認可区域」という。）の下水の排

除方式は、原則として、接続する下水道・排水路等に至るまで分流式を採用しなければならない。 

なお、開発事業区域が本市下水道計画上の合流区域内であり、かつ、遊水池その他の適当な施

設（以下「遊水池等」という。）が設置されない場合は合流式とすることができる。 

(4) 下水道事業認可区域以外の区域の排水施設の計画については、地盤、土地利用等を勘案し、下

水道事業認可区域に準じるものとする。 

２ 排水設備の設置方法及び構造等は、公共の用に供する排水施設に準じて定めるとともに、下水道

法施行令第８条（排水設備の設置及び構造の技術上の基準）、横浜市下水道条例第３条（排水設備の

接続方法）及び同条例施行規則第３条、第４条（排水設備の技術上の基準及び施工方法）の規定に

基づいて設置すること。また、排水施設を本市に帰属する場合は、以下の３から５までに基づき設

置すること。 

３ 開発事業区域内の下水量の算定は次のとおりとする。 

(1) 計画汚水量の算定 

計画汚水量は生活汚水、営業汚水、工場排水（一般工場排水、特定排水）、地下水及び水路等排

水に区分される。計画汚水量は次により算定する。 

ア 生活汚水量 

汚水管渠
きょ

、合流管渠
きょ

の生活汚水量の算定は、次のＱs1及びＱs2の大なるものを使用すること。 

Ｑs1＝Σ［5.440×10 ―6(m3 /s・人)×用途地域別計画人口密度標準値(人/ha) 

×用途地域別排水面積(ha)］ 

Ｑs2＝5.440×10 ―6(m3 /s・人)×計画人口(人) 

なお、処理区別の用途地域別計画人口密度標準値は、次表のとおりとする。 
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表 処理区別用途地域別計画人口密度標準値 （単位：人／ha） 

参考 

計画一日平均汚水量 qS 240ℓ／人・日 

計画一日最大汚水量 QD  320ℓ／人・日 

計画時間最大汚水量 QS  470ℓ／人・日 

イ 営業汚水量 

営業汚水量は、次式により算出する。 

営業汚水量＝Σ［用途地域別営業汚水量原単位(m3/s・ha)×住居混合率×用途地域別面積 

(ha)］ 

表 用途地域別営業汚水量原単位    (時間最大 :m3/s・ha) 

 
処理区 

 

商業地域 
近隣商業 
地域 

その他の 
地  域 

容積率 
400% 500% 600% 700% 800% 

北

部 
第一  

 

 

 

9.03 

×10－4 

 

 

 

 

1.35 

×10－3 

 

 

 

 

1.35 

×10－3 

 

 

 

 

2.03 

×10－3 

 

 

 

 

2.26 

×10－3 

 

 

 

 

4.51 

×10－4 

1.13×10－4 

第二 2.26×10－5 

神奈川 9.03×10－5 

中部 1.24×10－4 

南部 5.64×10－5 

金沢 9.03×10－5 

港北 7.90×10－5 

都筑 5.64×10－5 

西部 5.64×10－5 

栄 
第一 7.90×10－5 

第二 1.02×10－4 

 

 

 

処理区 

 

X Y Z W 

X1 X2 X3 Y1 Y2 Z1 Z2 Z3   

第１種

低層 

住居 

専用 

第２種

低層 

住居 

専用 

第１種

中高層 

住居 

専用 

第２種

中高層

住居 

専用 

第 

１ 

種 

住 

居 

第 

２ 

種 

住 

居 

準 

住 

居 

近隣 

商業 
商業 準工業 工業 

工 

業 

専 

用 

市街化調整

区域 

北部 
第一 140 160 170 210 230 120 40 0 10 

第二  130 200 220 210 180 30 0 0 

神奈川 120 140 140 180 120 70 30 0 20 

中部 140 150 180 210 40 20  0 0 

南部 120 130 140 170 240 140 20 0 20 

金沢 100 110 110 120 160 30 10 0 10 

港北 130 150 150 150 110 40 40  20 

都筑 110 130 130 130 130 40 20  10 

西部 130 130 130 80 120 20 20  10 

栄 
第一 100 130 130 140  10 10  10 

第二 120 120 130 120 130 40 10  10 
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表 住居混合率 

用途地域 住居混合率 
準工業地域 0.50 

工業地域 0.10 

工業専用地域 0.00 

上記以外の用途地域 1.00 

 

ウ 工場排水量 

(ｱ) 一般工場排水量 

一般の工場排水量については、次式により算出する。 

一般工場排水量＝Σ［工場排水量原単位(m3/s・ha)×工場敷地面積率×用途地域別面積 

(ha)］ 

表 工場排水量原単位  (時間最大 :m3/s・ha) 

処理区 敷地面積あたり原単位 

北

部 

第一 5.79×10 ―4 

第二 2.31×10 ―4 

神奈川 8.10×10 ―4 

中部 2.31×10 ―4 

南部 6.94×10 ―4 

金沢 3.47×10 ―4 

港北 5.79×10 ―4 

都筑 1.04×10 ―3 

西部 2.31×10 ―4 

栄 
第一 2.31×10 ―4 

第二 8.10×10 ―4 

 

表 工場敷地面積率 

準工業地域 工業地域 工業専用地域 

0.40 0.72 0.80 

 

(ｲ) 特定排水量 

特に排水量の大きい工場及びその他の事業所については、個々に排水量の調査を行い将来

の拡張計画、新設の見通しを考慮して排水量を算定し、点投入として扱うものとする。その

他の事業所とは共同ビル、デパート、マンション等の高層建築物及び卸売市場、駅舎、トラ

ックターミナル、浄水場、清掃工場等の公益都市施設をいう。 

エ 地下水量及び水路等排水量 

地下水量及び水路等排水量は次式により算出する。 

地下水量及び水路等排水量＝単位水量×排水面積 

地下水量は、全区域（合流・分流区域）に対し一律に見込むこととし、水路等排水量（地表

水、湧水）は、合流区域についてのみ見込むこととする。 

なお、地下水量は、社会的活動において起因するものではないため、時間変動率を見込まな

いものとする。また、単位水量については、次表に示すように全処理区一律、水路等排水量は

処理区別に設定する。 
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表 単位水量                         (m3/s・ha) 

水量区分 処理区 単位水量 
地下水量 全処理区 5.79×10 ―5 

水路等排水量 
（合流区域のみ） 

北部第一 3.47×10 ―4 

中部・港北 2.60×10 ―4 

北部第二・神奈川・南部・金沢 1.74×10 ―4 

(2) 計画雨水量の算定 

 計画雨水量は最大計画雨水流出量とする。 

  最大計画雨水流出量 

最大計画雨水流出量算定式 

流下型管渠
きょ

施設の断面決定に用いる計画雨水量は、原則として合理式で算定する。 

 最大計画雨水流出量算定式 

 
360

1
Q C・I・A  

  

Ｑ：最大計画雨水流出量（m3/s） 

C：流出係数 

I：流達時間内の降雨強度 （mm/hr） 

A：排水面積 （ha） 

ア  流出係数 

流出係数は次表のとおり用途地域等ごとに異なる値を用いる。 

表 用途地域別流出係数 

用途地域等 記号 流出係数 
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専

用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種

中高層住居専用地域、第一種住居地域、 
第二種住居地域又は準住居地域 

Ｘ 0.70 

近隣商業地域又は商業地域 Ｙ 0.80 

準工業地域、工業地域又は工業専用地域 Ｚ 0.60 

市街化調整区域 Ｗ 0.40 

都心部のように高度な土地利用がなされている地域では、流出係数 0.90 を上限値として用

いることができる。また、用途地域等が混在する場合は、用途地域等ごとの面積の加重平均

値を用いる。 

なお、計画する土地利用が上表の用途地域等と異なる場合（工業系地域に住宅を計画する

場合など）は、治水安全度を考慮し大きい方の流出係数を用いる。 

イ  降雨強度 

             降雨強度は、開発区域が属する区域ごとに自然排水区域（ポンプ排水区域以外の自然流下

による排水が可能な区域）は 5年確率、ポンプ排水区域は 10 年確率とする。 

  5 年確率 
4.4

880




0.65t
I      10 年確率 

5.7

452,1


 0.70t
I  

I：降雨強度 （mm/hr） 

ｔ：流達時間（min） ｔ：ｔ=ｔe +∑[ Li／(60・Vi）] （1500 ㎡未満は t=5 分とする。） 
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ｔe：流入時間（５分） 

Li：管渠
きょ

延長（m） 

Vi：設計流速（m/s） 

(3) 河川（法河川及び準用河川）として指定した区間の計画雨水流出量算定公式は、河川管理者の

定めるところによるものとする。 

４ 管渠
きょ

施設の設計は次に定めるもののほか、「横浜市下水道計画指針」、「横浜市下水道設計指針（管

きょ編）」、「横浜市下水道設計標準図（管きょ編）」等によることとする。 

(1) 管渠
きょ

施設の設計基準 

ア 計画下水量 

計画下水量は、次の各号を考慮して定める。 

(ｱ) 汚水管渠
きょ

は、計画時間最大汚水量とする。 

(ｲ) 雨水管渠
きょ

及び開渠
きょ

は、計画雨水量とする。 

(ｳ) 合流管渠
きょ

は、計画雨水量と計画時間最大汚水量を加えた流量とする。 

イ 余裕 

管渠
きょ

の余裕は計画下水量に対し、汚水管渠
きょ

にあっては 100 パーセント以上、合流管渠
きょ

にあっ

ては、汚水量分のみに 20 パーセント以上の余裕を加算し、雨水管渠
きょ

については余裕を見込まず

に管渠
きょ

の断面を決定する。 

ウ 管渠
きょ

流下量の計算 

流量の計算には次式を用いる。 

マニング公式 

Ｑ＝Ａ・ｖ 

ｖ＝1／ｎ・Ｒ2/3・Ｉ1/2（マニング公式） 

Ｑ：流下量(m3/sec)    Ｒ：径深（Ａ／Ｐ）（m） 

ｖ：流速（m/sec）    Ｐ：流水の潤辺長（m） 

Ａ：流水の断面積（m2）  Ⅰ：勾配（分数又は小数） 

ｎ：粗度係数 陶管、鉄筋コンクリート管及びボックスカルバート：0.013、 

硬質塩化ビニル管及び強化プラスチック複合管：0.010 

エ 流速及び勾配 

流速は一般に下流に行くに従って漸増させ、勾配は下流に行くに従い次第に緩くなるように

定めなければならない。なお、自然流下を原則とする。 

(ｱ) 汚水管渠
きょ

の流速 

汚水管渠
きょ

の流速は計画下水量に対し原則として、流速は最小 0.6ｍ／秒、最大 3.0ｍ／秒と

する。 

(ｲ) 雨水管渠
きょ

、合流管渠
きょ

の流速 

雨水管渠
きょ

、合流管渠
きょ

にあっては、計画下水量に対し原則として、流速は最小 0.8ｍ／秒、最

大 3.0ｍ／秒とする 

(ｳ) 急勾配の道路（階段を含む）に隣接して石積みなどがあり、埋設深さや施工上の理由から

管渠
きょ

を標準的に埋設することがきわめて困難な地形の場合、管の勾配が急に変わる地点の人

孔では溢水の危険があるので、緩和区間を設けなければならない。 
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(ｴ) 勾配 

剛性管（ヒューム管、陶管）の標準勾配は、次表のとおりとする。 

    表 管径別標準勾配 

 

 

 

 

５ 遊水池等の設置基準については、次のとおりとする。 

(1) 開発事業区域を含む雨水流出量と接続する下水道・排水路等の排水能力を比較し、接続する下

水道・排水路等の排水能力が不足する場合は、開発事業区域内に遊水池等を設置する。ただし、

接続する下水道・排水路等の改良等により排水能力不足を解消する場合は、この限りではない。 

(2) 接続する公共下水道の排水能力の調査範囲は、原則として次表によるものとし、公共下水道以

外の場合は次表に準ずるものとする。ただし、特別な状況等により次表によりがたい場合はこの

限りでない。 

表 接続する公共下水道の流下能力の調査範囲 

開発区域面積 調 査  範 囲 

0. 1 ha 未満 
公共下水道の接続点～下流の最初の断面変化点まで 
（例 φ250→φ300 の場合、φ250 を調査する） 

0. 1ha 以上 

1. 0 ha 未満 

公共下水道の接続点～下流の２つ目の断面変化点まで 
（例 φ250～φ300→φ350 の場合、φ250 とφ300 を調査する） 

1. 0 ha 以上 公共下水道の接続点～下流の幹線※流入点まで 

※ 幹線とは内径 1,200 ミリメートル相当以上の管渠
きょ

等をいう。 

(3) 接続する公共下水道の排水能力を把握するときに用いる最大計画雨水流出量算定式は、原則と

して次表によるものとする。ただし、特別な状況等により次表によりがたい場合はこの限りでな

い。 

表 接続する公共下水道の流下能力把握時の最大計画雨水流出量算定式 

排水面積（ha） 算 定 式 備 考 

1.0ha 未満 
QR＝R・C・A 

直線式 
 ＝0.1667・C・A 

1.0ha～3.0ha 未満 
QR＝R・C・A・（S／A）１／６ ブリックス式 

 ＝0.1667・C・A５／６ S＝ １ ‰ 

3.0ha～20.0ha 未満 
QR＝R・C・A・（S／A）１／６ ブリックス式 

 ＝0.29385・C・A５／６ S＝30‰ 

20.0ha 以上 
QR＝Ｃ・I・A／360 

合理式 
 ＝0.002778・C・I・A 

ここに、QR：最大計画雨水流出量 

R：実験式の降雨強度 （0.1667m3/s/ha） 

C：流出係数 

A：排水面積 （ha） 

S：地表平均勾配 （‰） 

I：降雨強度 （mm/hr） 

降雨強度は、開発区域が属する区域ごとに自然排水区域（ポンプ排水区

域以外の自然流下による排水が可能な区域）は５年確率、ポンプ排水区

管径（ｃｍ） 25 30 35 40 45 50 60 70 80 

標準勾配（‰） 9.0 7.5 6.2 5.2 4.5 4.0 3.2 2.7 2.3 

管径（ｃｍ） 90 100 110 120 135 150 165 180 200 

標準勾配（‰） 2.0 1.8 1.6 1.5 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 
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域は 10 年確率とする。 

             5 年確率 
4.4

880




0.65t
I   10 年確率 

5.7

452,1




0.70t
I  

ｔ：流達時間（min）ｔ：ｔ=ｔe +∑[Li／(60・Vi)] 

ｔe：流入時間（５分） 

Li：管渠
きょ

延長（m） 

Vi：設計流速（m/sec） 

 

表 用途地域別流出係数 

用途地域等 記号 流出係数 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専

用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種

中高層住居専用地域、第一種住居地域、 
第二種住居地域又は準住居地域 

 

Ｘ 

 

0.70 

近隣商業地域又は商業地域 Ｙ 0.80 

準工業地域、工業地域又は工業専用地域 Ｚ 0.60 

市街化調整区域 Ｗ 0.50 

用途地域等が混在する場合は、用途地域等ごとの面積の加重平均値を用いる。なお、計

画する土地利用が上表の用途地域等と異なる場合（工業系地域に住宅を計画する場合な

ど）は、治水安全度を考慮し大きい方の流出係数を用いる。 

 

(4) 遊水池等の設置区分 

ア 開発事業区域面積が 0.3 ヘクタール以上の場合は、遊水池とする。 

遊水池：雨水を一時貯留する池構造のもので、雨水流出量を抑制する機能（オリフィス）を

有し、貯水位の異常な上昇を防止するため自由越流式余水吐きが設けられているも

のをいう。 

イ 開発事業区域面積が 0.3 ヘクタール未満の場合は遊水池を原則とするが、雨水貯留施設、雨

水浸透施設で、市長が遊水池と同等の機能を有すると認めるものの設置に代えることができる。 

(ｱ) 雨水貯留施設：遊水池以外のもので、雨水を一時貯留し雨水流出量を抑制する機能（オリ

フィス）を有し、貯水位の異常な上昇を防止するため自由越流式余水吐き

が設けられているものをいう。 

(ｲ) 雨水浸透施設：流入した雨水を地下に浸透させる機能を有する施設をいう。（雨水浸透槽、

雨水浸透ます、雨水浸透トレンチ）。 

 

(5) 遊水池等の設置基準 

ア 遊水池等を設置する場合は、原則として開発前の雨水流出量を遊水池等の許容放流量とする。 

イ 貯留容量の算定 

(ｱ) 遊水池等の貯留容量は、次表で定める単位貯留容量に開発事業区域面積を乗じて算出され

る貯留容量を満たすものとする。また、開発事業区域が次表の区域をまたがる場合は、排水

施設の接続する下水道・排水路等の区域の単位貯留容量とする。 

なお、下水道事業認可区域以外の貯留容量は、地盤、土地利用等を勘案し、下水道事業認
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可区域に準じるものとする。 

表 単位貯留容量（m3／ha） 

 管渠
きょ

更新区域 ※4 その他の区域 ※5 

ポンプ排水区域 ※2 170 340 

自然排水区域  ※3 135 270 

※1 区域は別図－１とする。 

なお、図の凡例にある河川部管理区域と河川流域界に関しては河川所管部局で確認すること。 

※2 ポンプ排水区域とは、下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）第４条第１項の規定により定められ

た横浜市公共下水道事業計画で定めるポンプによる強制的な排水を要する区域をいう。 

※3 自然排水区域とは、ポンプ排水区域以外の自然排水が可能な区域をいう。 

※4 管渠
きょ

更新区域とは、下水道事業認可区域内の管渠
きょ

更新区域とする。 

※5 その他の区域とは、管渠
きょ

更新区域以外の下水道事業認可区域とする。 

(ｲ) 貯留容量は次の貯留追跡法（厳密計算法）により算出することができる。 

dt

dv
=Qin(ｔ)－Qout(ｔ) 

Qin(ｔ) （ｍ3／秒）：計画降雨×開発後の流出係数×開発事業区域の面積 

Qout(ｔ) （ｍ3／秒）：遊水池等からの流出量 

［H ≦1.2 D］Ｑout(ｔ)＝ｃ´・ａ1/2・H3/2  

［1.2D ＜ H ＜ 1.8D］H＝1.2 D、H=1.8 D のＱoutを直線近似 

［H≧ 1.8D］Ｑout(ｔ)＝ｃ・ａ・｛2ｇ （H－1/2 D）｝1/2 

V：貯留容量（ｍ3） 

ｃ、ｃ´：オリフィスの流出係数 

a：オリフィスの断面積（ｍ2） 

H：オリフィスの底から水面までの高さ（ｍ） 

D：オリフィスの径（ｍ） 

ｇ：重力の加速度（9.8ｍ／sec2） 

dt：単位時間（秒） 

ⅰ 前号の計算式で流出係数は管渠
きょ

更新区域における開発前 0.65、その他の区域 0.45 とし、

開発後はそれぞれ 0.85 とする。また、単位時間は５分単位とする。 

ⅱ 降雨強度は開発事業区域が属する区域ごとにポンプ排水区域以外の区域は５年確率、ポ

ンプ排水区域は 10 年確率とする。 

  降雨強度式は、次式を採用する。 

  （ 5 年確率）I＝   880／（ｔ0.65＋4．4） 

  （10 年確率）I＝1,452／（ｔ0.70＋7．5） 

ⅲ Ｑout(ｔ)は開発前の雨水流出量以下とする。 

ウ 遊水池等の貯留容量が条例第 18 条第２項第５号の雨水流出抑制施設の貯留容量を下回るとき

は、同条の施設をもって代えることができる。 

エ 遊水池及び雨水貯留施設の設置場所は、原則として開発事業区域内の最下流部とする。 

(6) 遊水池及び雨水貯留施設の構造基準 

ア 遊水池及び雨水貯留施設の溢水を処理するための余水吐きを設けることとする。余水吐きは、
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原則として、10 年に１回起こるものと想定されるピーク量の 1.2 倍とすること。 

異常流水量＝1.2Qｐ 

ピーク流量 Qｐ＝１／360×ｆ×I×A 

ｆ：流出係数  ｒ：降雨強度  A：流域面積（ha） 

（10 年確率降雨強度）  I＝1，452／（ｔ0.70＋7.5） 

I：流達時間内の降雨強度（10 年確率降雨強度式） 

T：流達時間＝流入時間＋流下時間＝T1＋T2 

T1：流入時間（５分） 

T2：流下時間  T2 ＝L／W 

W：洪水伝播速度(km/hr)  W=72×(H／L) 0.6 

H：標高差   L＝管路延長(km) 

イ オープン式の遊水池の非越流部天端高さは、余水吐きから規定する流量を流下させるのに必

要な水位に原則 0.6ｍを加えるものとする。 

また、地下式の遊水池及び雨水貯留施設では、原則 0.3 メートルを加えるものとする。 

ウ 放流施設は、放流管設計流量を安全に処理できるものとし、次の条件を満たす構造とする。 

(ｱ) 放流孔径(オリフィス径)は、最大放流量が 0.069ｍ3/s/ha を上回らない孔径とする。 

なお、流木、塵芥等によって閉塞しないよう最小孔径は３センチメートルとする。 

(ｲ) 流入部及びオリフィス部に泥だめを設置しなければならない。 

(ｳ) オリフィス及びオリフィス前面に設置するスクリーンの材質は、ステンレス製とし、スク

リーンの形状は維持管理用の開閉装置が施され、かつ、必要な厚みのある縦型とし、その高

さは、余水吐き越流堰き天端までとする。 

(ｴ) 放流施設には、ゲート、バルブなどの、水位、流量を人為的に調節する装置を設けてはな

らない。 

(ｵ) 放流管は、放流管設計流量に対して、のみ口部を除き、自由水面を有する流れとなる構造

とする。 

(ｶ) 放流管は、地山地盤内に切り込んで設置することを原則とし、外圧や不等沈下に対して十

分に耐え、管内からの漏水及び管外の浸透流の発生を防止できる構造とし、施工上において

も十分な処理をしなければならない。 

(ｷ) 放流施設等の設置については、「横浜市下水道設計標準図（管きょ編）」によるものとする。 

エ 流入管から池底までの高さが 0.6ｍを超える場合には副管を設置する。 

オ 遊水池及び雨水貯留施設に流入した雨水は自然流下を原則とする。 

カ 池底部には導水溝を設置する。導水溝はオリフィス・センター高より上に設置する。 

キ 池底部は原則として表面処理をおこなう。 

ク 点検口等、施設の管理上必要な箇所に足掛金物を設置すること。 

ケ 土地利用計画上、やむを得ず遊水池と駐車場等の機能を兼ねるような表面貯留式の場合は、

次の条件を満たす構造とする。 

(ｱ) Ｕ字溝等を併用することにより主たる容量をまかない、雨水貯留部機能をできる限り損な

わない構造とする。 

(ｲ) 駐車場部分の水深は最大 10 センチメートルを超えないものとする。 

(ｳ) 表面は、原則として透水性舗装によるものとする。 
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(7) 遊水池及び雨水貯留施設の付属施設の基準 

ア 遊水池及び雨水貯留施設は、次の付属施設を設置すること。 

(ｱ) 遊水池の概要を明記した本市の定める看板を設置すること。 

(ｲ) 水位観測施設として水位を観測できる水位標を設置すること。 

(ｳ) 公衆災害を防ぐための安全対策を講ずること。 

イ オープン式の遊水池の場合は、次の付属施設を設置すること。 

(ｱ) 原則、遊水池の周囲に管理用通路を設け、転落防止柵を設置すること。また、池底部への

斜路又は階段を設置すること。 

(ｲ) 原則、敷地境界にフェンス（エキスパンド又は縦格子）を設置すること。 

ウ 地下式の遊水池の場合は、次の付属施設を設置すること。 

(ｱ) 余水吐き室及び貯留部上部に管理人孔を設置し、維持管理に支障のない構造とすること。

また、昇降施設として原則、階段を設けることとし、手すりはステンレス製とすること。 

(ｲ) 明かりとり又は照明設備を設置すること。 

(ｳ) 原則として柱構造とする。やむを得ず隔壁を設ける場合は、人通口等（横 0.6ｍ×縦 0.8

ｍ）を設置し、維持管理に支障のない構造とすること。 

(ｴ) エアー抜き設備を設置すること。 

(ｵ) やむを得ず地下空間内へ配管する場合は、余裕高の範囲内について認めるものとし、ステ

ンレス鋼管等によるサヤ管方式を原則とする。 

エ 地下式の雨水貯留施設の場合は、次の付属施設を設置すること。 

(ｱ) 貯留施設内への土砂等の流入を防ぐため、沈砂施設を設置すること。 

(ｲ) 貯留施設内に堆積土砂の排出施設を設置し、必要に応じて管理人孔を設置すること。 

(ｳ) エアー抜き設備を設置すること。 

(8) 雨水浸透施設の配置計画にあたって配慮すべき事項 

ア 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条に規定する急傾斜地崩壊危険区域には

設置しないこととする。 

イ 宅地造成等規制法第３条に規定する宅地造成工事規制区域のうち、がけ等のように法面崩壊

の危険性が高い区域については設置しないこととする。 

ウ 雨水浸透効果が期待できない区域については設置しないこととする。 

エ 車道等の沈下の影響が大きい区域については設置しないこととする。 

オ アからエまでの区域以外で、法面の安定性が損なわれる区域については設置しないこととす

る。ただし、安定対策を行い、十分に安定であることが確認された場合には設置対象区域に含

めることができる。 

カ 雨水浸透施設の換算貯留量の算定 

基準浸透量については、（社）雨水貯留浸透技術協会編「雨水浸透施設技術指針（案）」によ

り計算し、換算貯留量については、設置施設の基準浸透量と空隙量の合算で求めるものとする。 

Qf＝K0×Kｆ×１hr×Ｃ1×Ｃ2 

Qf：設置施設の基準浸透量（ｍ3／個） 

K0：土壌飽和透水係数（ｍ／hr） 

（当面、算定に当たっては、0.05ｍ／hr とすることができる。） 

Ｃ1：影響係数（地下水位）   0.9   Ｃ2：影響係数（目づまり）   0.9 
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Kｆ：設置施設の比浸透量（ｍ3） 

キ 雨水浸透施設は、浸透機能が効果的に発揮されるよう、施設の浸透機能の確保、目詰まり防

止等に配慮した構造とする。 

(9) 遊水池等の設置解除については、接続する下水道・排水路等の整備が完了し、市長が遊水池等

の設置が必要ないと認めたときとする。ただし、第 18 条第２項第５号に基づく雨水流出抑制施設

の設置が解除されない場合はこの限りでない。 

なお、雨水浸透施設については、遊水池及び雨水貯留施設の設置が解除された場合でも存置す

ること。 

６ 開渠
きょ

の設計は次のとおりとする。 

(1) 計画下水量 

計画下水量は計画雨水量とする。 

(2) 断面設計 

水路の余裕高は、原則として開渠
きょ

の深さの 0.2 倍以上とする。ただし、当該余裕高が 0.6 メー

トルを超える場合には、0.6 メートルとする。 

また、水路断面は現況水路と同等以上の断面確保を原則とするが、対象流域の流量及び現況水

路の流下能力を満たす等、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。 

(3) 開渠
きょ

の流量計算 

流量の計算には、次式を用いる 

Ｑ＝Ａ・ｖ 

ｖ＝1／ｎ・Ｒ2/3・Ｉ1/2（マニング公式） 

Ｑ：流下量(m3/sec)     Ｒ：径深（Ａ／Ｐ）（m） 

ｖ：流速（m/sec）     Ｐ：流水の潤辺長（m） 

Ａ：流水の断面積（m2） Ⅰ：勾配（分数又は小数） 

ｎ：粗度係数；鉄筋コンクリート水路（コンクリート底面、側壁コンクリート） ：0.014 

       鉄筋コンクリート組立柵渠                        ：0.018 

       護岸（コンクリート底面、石積み側面）                     ：0.025 

       護岸（コンクリートブロック積み側面、コンクリート底面）     ：0.024 

Ｕ字溝                                       ：0.013 

(4) 流速及び勾配 

ア 流速は一般に下流に行くに従い漸増させ、勾配は下流に行くに従い次第に緩やかにする。 

イ 流速は原則として秒速 1.0 メートルから 2.5 メートルの範囲とする。 

ウ 曲がりによる損失を考慮すること。 

 

【その他】 

１ この条例により設置された遊水池及び雨水貯留施設は、工事完了後、本市と遊水池及び雨水貯留

施設の管理に関する協定を締結し、所有者が管理するものとする。 

２ この条例により設置された雨水浸透施設は、施設の有する浸透機能を継続的に保持するため、点

検・清掃等の適切な維持管理に努めること。 
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【施行期日等】 

 １ 施行期日 

   この基準は、平成 25 年２月１日から適用する。 

 ２ 経過措置 

改定後の基準は、施行日以後に行った横浜市開発事業の調整等に関する条例（以下「条例」という。）第 17 条第

１項の同意の申請又は条例第 20 条第１項本文の変更の同意の申請に適用し、施行日前に行った条例第 17 条第１

項の同意の申請又は条例第 20 条第１項本文の変更の同意の申請については、なお、従前の例による。 

３ 開発事業計画の同意基準協議申請の取扱い 

条例第 17 条第１項の同意の申請又は条例第 20 条第１項本文の変更の同意の申請前に、取扱いとして開発事業

計画の同意基準協議申請書又は変更同意協議申請書の提出を求めているが、施行日前に、この同意基準申請書又は

変更同意協議申請書の提出を行ったものについては、第 17 条第１項の同意の申請又は条例第 20 条第１項本文の

変更の同意の申請を行ったものとみなし、第２項の経過措置を適用する。 
 

【施行期日】 

 １ 施行期日 

   この基準は、平成 25 年７月１日から適用する。 
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※ Ａ３版カラー刷りを参照してください。 

 

別図－１ 
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■ 第７号（防火水槽） 

【解説】 

消防水利は、火災による市民の生命､身体､及び財産の被害を最小限に抑えるうえで必要不可欠のもので

すが、開発行為を伴わないもの開発事業は、法律上、消防水利の設置が義務付けられていないため、大規

模な共同住宅の建築等、開発行為と同等の消防水利の整備が必要な開発事業について、震災時や停電時に

おいても機能上影響を受けることのない防火水槽を整備することとしています。 

「同法第 21 条第１項の規定により指定された消防水利」は、消防隊が迅速かつ効率的な消火活動をす

るうえで必要な貯水量及び構造、並びに常時使用可能な管理状況等において、「消防水利の基準」（昭和

39 年 12 月 10 日消防庁告示第７号）に定める一定の条件を満たすものでなければなりません。 

「水平距離が 140 メートルの範囲内の区域」は、消防水利の基準第４条（消防水利の配置）によるもの

で、消防ポンプ自動車で長時間無理のない放水を継続でき、かつ、ホース延長時間において妥当な距離

（直行する道路に沿ってホースを 200 メートル延長する場合の、水利とホース先端の最短直線距離）によ

り算定されたものです。消火活動は、ホース延長ができることが前提になっているため、崖、河川、鉄道

その他のホース延長の障害がある場合、当該区域は含まれません。 

「40 立方メートル」は、消防水利の基準第３条（消防水利の給水能力）により、消防水利は、常時貯

水量が 40 立方メートル以上又は取水可能水量が毎分１立方メートル以上で、かつ、40 分以上の給水能力

がなければならないと定められていることによります。 

１分間あたり１立方メートルの給水能力は、消防ポンプ自動車により放水をするための最小限度の水量

であり、40 分の継続時間は、木造建築物の火災を完全に鎮圧するために必要な時間です。 

「消防ポンプ自動車が容易に取水できる」ために必要な施設として、標識の設置を規定しています。水

利標識は、消防隊が緊急時に水利を発見するために必要であるのみならず、取水口付近の違法駐車の防止

等、市民に対する消防水利の重要性の認知に役立つものです。 

【基準】 

１ 防火水槽の位置及び数は、防火水槽を中心とした半径 140 メートルの円が開発事業区域の全域（区域

外の防火水槽等（設置から 50 年以上が経過した防火水槽を除く。）の有効範囲及び消火活動上支障がな

いと認める区域を除く。）を包含するよう決定すること。ただし、区域外の防火水槽等から半径 140 メ

ートルの水平距離内に開発事業区域が存する場合にあっても、当該防火水槽等と開発事業区域の間にが

け、河川、鉄道その他ホース延長が困難な障害がある場合は、当該開発事業区域の部分は当該防火水槽

等を中心とした半径 140ｍの円に包含されていないものとする。 

２ 防火水槽の構造は、次のとおりとする。 

(1) 防火水槽は、自重、上載荷重、土圧、内水圧、浮力、地震力その他の防火水槽に作用する荷重及び

外力に対する強度及び耐久性を有し、かつ、漏水のおそれのないよう水密性を有する構造とし、設計

上の技術的基準は、「耐震性貯水槽の技術指針」（平成 13 年３月総務省消防庁）に準拠するものとす

ること。ただし、建築物の地中梁等を利用する場合は、構造耐力上、建築基準法等関係法令に適合し

た設計とするとともに、漏水のおそれがないよう水密性を有する構造とすること。 

(2) 防火水槽１基当たりの必要水量として、有効水量を 40 ㎥以上とすること。 

(3) 防火水槽の取水口の位置は、消防ポンプ自動車（全長７メートル、全幅 2.3 メートル）が容易に接

近できる位置から、積載しているポンプ及び吸管により有効な取水ができる位置とすること。 
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(4) 消防ポンプ自動車が防火水槽から容易に取水するために必要な施設として、周囲から見やすい位置

に標識を設置すること。（図１） 

＜図１＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「同法第 21 条第１項の規定により指定された消防水利」は、消防の用に供することができ、かつ、

公共的なものとすることができる水槽、プール、河川、海等で、消防長又は消防署長が常時使用可能な

状態に置いたものをいう。 

２ 「消火活動上支障がないと認める区域」は、第 18 条第２項第１号から第４号までに規定する道路状

空地、歩道状空地、自由利用空地、緑化空地その他の火災発生及び延焼の危険性の低い区域とする。 

（注）第４号の空地のうち、建築物の屋上又は壁面に行う緑化空地は、「消火活動上支障がないと認

める区域」にはならない。 

３ 「有効水量」は、消防ポンプ自動車の吸管ストレーナーで吸水を行う場合に取水できる部分の水量が

40 立方メートル以上となるよう容量計算すること。（図２及び図３） 

＜図２ 集水ピットを設ける場合＞ 

水槽底部を有効水位下部として容量計算し、集水ピットの大きさは、内径 60 センチメートル以上

（角形の場合は 60 センチメートル角以上）で深さ 50 センチメートル以上とすること。 

 

 

 

 

 

＜図３ 集水ピットを設けない場合＞ 

水槽底部から 50 センチメートル上の部分を有効水位下部として容量計算すること。 

 

 

 

 

 

 

【解釈】 

＜図１＞ 
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４ 「積載しているポンプ及び吸管により有効な取水ができる位置」は、ポンプが円滑に吸水できる落差

（停車位置の地盤面から 4.5 メートル以内）及び吸管の長さ（10 メートル）を勘案し、図４により決

定すること。 

＜図４＞ 

 

 

 

 

 

 

 

５ 「取水口」は、取水作業が容易で、点検に便利な直径 60 センチメートル以上のマンホールとするこ

と。ただし、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置にマンホールを設置することが困難

で、かつ、他の方法により有効に取水できる場合はこの限りでない。 

マンホールに替わる方法として、導水装置の例を図５に示す。 

＜図５ 導水装置＞ 

導水管は、一般配管用ステンレス鋼鋼管（JIS G 3448、種類記号 SUS304TPD）又はこれと同等以上の

強度及び耐食性を有する呼び径 100A 以上の配管２本以上とし、それぞれの配管に JIS B 9912(消防用

ねじ式結合金具の結合寸法)に適合した呼び径 75 ミリメートルの受け口の採水口を設置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

６ 「標識」は、消防隊が緊急時に水利を迅速に発見するためのみならず、取水口付近の違法駐車の防止

等、市民に対する消防水利の重要性の認知のために必要な施設である。 

７ 消防法施行令第 27 条に基づき設置される消防用水が本条の規定と同等の水槽であると認められる場

合は、防火水槽とみなすことができる。 

 

 

【施行期日等】 

１ 施行期日 

第１項の基準は、平成 27 年 10 月１日から適用する。 

２ 経過措置 

改定後の基準は、施行日以後に行った横浜市開発事業の調整等に関する条例（以下「条例」という。）第 17 条第１項

の同意の申請に適用し、施行日前に行った条例第 17 条第１項の同意の申請については、なお従前の例による。 

３ 開発事業計画の同意基準協議申請の取扱い 

条例第 17 条第１項の同意の申請前に、取扱いとして開発事業計画の同意基準協議申請書の提出を求めているが、施

行日前に、この同意基準申請書の提出を行ったものについては、第 17 条第１項の同意の申請を行ったものとみなし、

第２項の経過措置を適用する。 
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■ 第８号（集会施設） 

【解説】 

住戸数が 100 戸以上の共同住宅に居住することとなる住民が地域活動や管理活動などを行えるよう、集

会施設を整備することとしています。 

この規定は、用途地域にかかわらず、住戸数 100 戸以上の共同住宅の建築を目的とした開発行為及び建

築行為が適用対象となり、必要な床面積は、住戸数に応じて次のように異なります。 

ア 100 戸以上 250 戸未満の場合   50 平方メートル 

イ 250 戸以上 500 戸未満の場合   75 平方メートル 

ウ 500 戸以上 750 戸未満の場合  100 平方メートル 

エ 750 戸以上 1,000 戸未満の場合 125 平方メートル 

オ 1,000 戸以上の場合      150 平方メートル 

集会施設は、共同住宅の中に設けることを原則としますが、建築基準法上支障がなければ、独立した集

会所として設けることも可能です。集会施設には、便所、給湯室、物置・倉庫を設けてください。 

なお、集会施設は円滑な住民活動の場として設置することから、ホール等他の用途と併用することはで

きません。 

【基準】 

複数の集会施設を設ける場合は、１箇所当たり 50 平方メートル以上の延べ面積とし、それらの合計の

面積を規則で定める延べ面積以上とすること。 

 

■ 第９号（斜面地開発行為の制限） 

【解説】 

斜面地に地下室建築物（※）を建築する目的で行われる斜面地開発行為は、周辺環境に与える環境の変

化が大きいことから、他の開発事業よりも周辺環境に配慮した計画となるよう、「横浜市斜面地における

地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例」第４条（盛土の制限）及び第５条（緑化の義務）の

規定を、本条例の同意の基準としています。 

なお、斜面地開発行為を行う場合は、同条例に基づき、工事着手時に届け出、工事完了時に適合確認の

申請を行わなければなりません。 

 

※「地下室建築物」とは、周囲の地面と接する位置の高低差が３メートルを超える共同住宅、長屋 、老

人ホーム等の用途に供する建築物で、当該用途に供する部分を地階に有するものをいいます。 

 

【基準】 

 横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例第４条及び第５条の基準

（「横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例（地下室マンション条例）

及び同解説」）によること。
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■ 第 10 号（敷地面積の最低限度） 

【解説】 

開発区域の面積が 500 平方メートル未満の開発行為で、道路の位置の指定を伴うものについて、開発区

域内の予定建築物の用途が住宅である場合における敷地面積の最低限度を規定しています。この規定は、

用途地域に応じて次のように異なります。 

なお、第１種低層住居専用地域及び第２種低層住居専用地域（容積率 150％を除く地域）については、

都市計画に定められた面積によります。 

 

区       分 敷地面積の最低限度 

市街化区域 

・第２種低層住居専用地域（容積率150％の地域のみ対象） 

・第１種中高層住居専用地域 

・第２種中高層住居専用地域 

100㎡ 

・第１種住居地域 

・第２種住居地域 

・準住居地域 

100㎡ 
※幅員5.5メートル以上の

道路を配置する場合は 

定めません 

・近隣商業地域 

・商業地域 

・準工業地域 

・工業地域 

・工業専用地域 

定めません 

市街化 

調整区域 

幅員18ｍ以上の幹線道路の区域から50ｍの範囲内の部分 100㎡ 

上記以外 125㎡ 

 

■ 第１種住居地域、第２種住居地域及び準住居地域については、100 平方メートルの規制がありますが、

幅員 5.5 メートル以上の道路を配置し、当該道路に接している土地については、この限りではありませ

ん（緩和規定）。 

□ 「5.5 メートル以上の道路を配置」とは、幅員 5.5 メートル以上の道路を新設する、又は既に幅員

5.5 メートル以上の道路が設けられている場合のことを指します。 

【参考図１】 

敷地ＡＢＣＤについては、幅員 5.5 メートルの新設された道路に接しているため、緩和規定を適

用させることができます。ただし、敷地Ｅについては、幅員 5.5 メートル未満の道路にのみ接して

いるため、緩和規定を適用させることはできないため、100 平方メートル以上とする必要がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5ｍ 

新設 

A 

B C 

D E 
位
置
指
定
道
路 

4.5m（既存道路） 

100 ㎡以上 

【参考図１】 
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【参考図２】 

敷地ＡＤＥの敷地面積規模については、幅員 5.5 メートルの既存の道路に接しているため、緩和

規定を適用させることができます。敷地ＢＣについては、幅員 4.5 メートルの道路に接しているた

め、緩和基準を適用することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ なお、既存の道路を拡幅し、5.5 メートルとする場合は、この規定を適用することはできません。

この時、「既存の道路」とは、道路法の道路及び建築基準法の道路であり、形態のない道路法の道路

は除きます。（したがって、形態のない道路について、新設道路と同様の扱いをし、5.5 メートルの

道路を設置すれば、100 平方メートルの規制の対象とはなりません。） 

 

【参考図３】 

既存の道路を拡幅する場合は、緩和規定から除外しているため、敷地ＡＢＣは、幅員 5.5 メート

ル以上の道路に接していても、緩和規定を適用することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5m 

既存道路の拡幅 

2.7m 既存道路 

【参考図２】 

【参考図３】 
A B C 

4.5ｍ 

新設 

A D E 
位
置
指
定
道
路 

5.5m 既存道路（拡幅無し） 

B C 

100 ㎡以上 100 ㎡以上 

100 ㎡以上 100 ㎡以上 100 ㎡以上 

建築基準法に基づく道路 
ではない道路（形態あり） 
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【条例】 

（同意又は不同意の通知） 

第 19 条 市長は、第 17 条第２項の規定による申請があったときは、遅滞なく、同意又は不同意の決定

をし、その旨を書面により通知するものとする。 

２ 開発事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨及び通知年月日を第９条

第１項の規定により設置した標識に記載しなければならない。 

 

【解説】 

第 19 条は、市長の同意又は不同意の通知について規定しています。 

■ 市長は、第 17 条第２項の申請があったときは、同意の基準について審査を行い、遅滞なく同意又は

不同意を決定し、開発事業者へ通知します。 

この規定における行政手続条例に基づいて定められた標準処理期間は 30 日間です。 

なお、同意又は不同意の決定について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して３か月以内に、行政不服審査法に基づき横浜市長に対して審査請求を行うことができます。 

■ 同意の通知を受けた開発事業者は、これまで開発事業について調整してきた住民にその旨を周知する

ために、速やか（その当日又は翌日）に標識に同意の通知を受けた旨を記載しなければなりません。
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【条例】 

（変更の同意） 

第 20 条 第 17 条第１項の同意を得た開発事業者は、開発事業の計画を変更しようとするときは、あら

かじめ、市長の同意を得なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限り

でない。 

２ 前項の同意を得ようとする開発事業者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければなら

ない。この場合において、当該開発事業者は、あっせん又は調停に基づく変更の場合を除き、あらか

じめ、第９条第１項の規定により設置した標識に表示された事項について必要な修正をするとともに、

第 11 条から第 14 条の２までに定める手続（第２条第２号カに掲げる開発事業にあっては、第 13 条

第１項及び第２項に定める手続）及び開発協議を行わなければならない。 

３ 第17条第１項の同意を得た開発事業者は、第１項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、

遅滞なく、その旨を書面により市長に届け出るとともに、第９条第１項の規定により設置した標識に

表示された事項について必要な修正を行わなければならない。 

４ 第 17 条第３項及び前２条の規定は、第１項の同意について準用する。 

５ 第１項又は第３項の場合における第 22 条及び第 24 条の規定の適用については、第１項の同意又は

第３項の届出に係る変更後の内容を第 17 条第１項の同意の内容とみなす。 

【規則】 

(変更の同意の申請) 

第 20 条 条例第 20 条第２項の規定による申請は、開発事業計画変更同意申請書(第８号様式)により

行わなければならない。 

第 21 条 削除 

 

【解説】 

第 20 条は、同意を受けた開発事業計画の内容に変更が生じた場合の手続について規定しています。 

■ 同意を得た開発事業計画を変更しようとする場合、開発事業者は、軽微な変更（規則第 11 条）以外

は、市長から開発事業計画の変更の同意（以下「変更同意」といいます。）を得なければなりません。 

■ 開発事業者は、変更同意を受けるに当たっては、「開発事業計画変更同意申請書」（規則第８号様式）

により申請を行う必要がありますが、この場合、あらかじめ標識を修正し、「開発事業計画書変更案届

出書」（規則外様式第５号の４）を提出し、第 11 条から第 14 条の２の規定に従い住民説明（道路位置

指定を伴う開発行為は除く）、「開発事業計画の変更概要書」（規則外様式第 26 号）を添付した開発事業

計画書の提出等を行わなければなりません。 

なお、第２項でいう、開発協議とは、第 16 条に規定する開発協議をいいます。（特定大規模開発事業

以外の開発事業では、同意前の手続と同様、第 14 条第１項に基づく再意見が出されなかった場合、開

発協議が不要となります。） 

■ 横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例による、あっせん又は

調停に基づく変更であっても、開発事業を円滑に進めるために、紛争当事者以外の近接住民等に対して

変更の内容について任意の説明を行うよう努めてください。 

■ 開発事業者は、規則第 11 条の軽微な変更の場合であっても、「開発事業計画の軽微な変更届出書」

（規則外様式第５号の５）を遅滞なく提出し、標識に必要な修正を加えなければなりません。 

■ 変更同意の手続（第４項に規定される第 17 条第３項の規定の準用）は、開発行為及び斜面地開発行
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為については、法による開発許可、変更許可等の申請の前に、道路位置指定を伴う開発行為については、

建築基準法による本申請の前に行ってください。 

■ この規定による同意及び届出の対象は、法第 35 条の２の規定にならい、変更に係る部分に適用する

ものとします。 

■ 完了公告後等の条例の遵守期間における開発行為、斜面地開発行為及び道路位置指定を伴う開発行為

については、変更が生じた時点で速やかに手続を行ってください。 

  なお、変更の同意の申請の対象とならない場合がありますので、詳細は【完了公告後等の条例の遵守

期間における開発事業の計画の変更の解釈基準】を御確認ください。 

【完了公告後等の条例の遵守期間における開発事業の計画の変更の解釈基準】 

（完了公告後等の条例の遵守期間における開発事業の計画の変更） 

１ 条例第２条第２号ア、オ又はカに掲げる開発事業について、完了公告後等の条例の遵守期間における

開発事業の計画の変更とは、次のいずれにも該当しない場合をいう。 

(1) 開発事業区域の形状が変更される場合 

(2) 公共施設の位置及び形状が変更される場合 

(3) 予定される建築物の敷地の計画数が変更される場合 

(4) 予定される建築物の用途が変更される場合 

【完了公告後等の条例の遵守期間における開発事業の計画の変更の解釈基準の解説】 

開発行為、斜面地開発行為及び道路位置指定を伴う開発行為について、完了公告後等の条例の遵守期間

における開発事業計画の変更に係る解釈基準を策定しています。 

■ 完了公告後等の条例の遵守期間における開発事業計画の変更については、宅地造成や公共施設の整備

が完了した後の変更となるため、変更できる内容を制限しています。したがって、第１号から第４号ま

でに掲げる変更については、当初の同意の内容と同一性を失うような大幅な変更として、変更の同意の

申請の対象となりません。 

□ 開発事業区域の設定については、「開発事業区域の定義の解釈基準」（12 ページ）に適合するも

のとします。完了公告後等の条例の遵守期間の土地については、開発事業区域に含むことができない

（開発事業区域の定義の解釈基準第３項）ため、当初の開発事業区域に重複した区域を設定した開発

事業については、申請の対象となりません。 

■  第１号の「開発事業区域の形状が変更される場合」とは、区域が増加する又は減少する場合に限らず、

増加部分と減少部分があり、差引きでの面積が変わらない場合でも、区域そのものの変更となるため該

当します。 

なお、完了公告等後に改めて実測を行った結果、誤差により区域の面積が増加または減少する場合

（区域そのものの変更はなし）は、軽微な変更に該当します（詳細は 33 ページ参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更後の 

開発事業区域面積：700ｍ２ 

変更前の 

開発事業区域面積：490ｍ２ 

増
加
部
分 

変更 

・区域が増加している

部分があるため、

当該変更に該当 

⇒ 完了公告後等の条

例の遵守期間変更

不可 
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■ 第２号の「公共施設の位置及び形状が変更される場合」とは、開発事業計画書（第２号様式）に添付

の土地利用計画図に記載された公共施設の位置や形状の変更を行う場合が該当します。 

なお、公共施設とは、法第４条第 14 項に定める道路、公園、下水道及び消防の用に供する貯水施設

等をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路築造部分 変更 

・道路の形状が変わっ

ているため、当該変

更に該当 

⇒ 完了公告後等の条例

の遵守期間変更不可 

減
少
部
分 

変更 

変更後の 

開発事業区域面積：500ｍ２ 

変更前の 

開発事業区域面積：600ｍ２ 

変更 

変更後の 

開発事業区域面積：６00ｍ２ 

変更前の 

開発事業区域面積：600ｍ２ 

減
少
部
分 

増加部分 

増加部分 

・区域が減少している

部分があるため、

当該変更に該当 

⇒ 完了公告後等の条

例の遵守期間変更

不可 

・区域面積は変わらな

いが、区域そのもの

が 変 わ っ て い る た

め、当該変更に該当 

⇒ 完了公告後等の条例

の遵守期間変更不可 
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■ 第３号の「予定される建築物の敷地の計画数が変更される場合」とは、開発事業計画書（第２号様

式）に添付の土地利用計画図に記載された予定建築物の敷地の数の増加及び減少が該当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 第４号の「予定される建築物の用途が変更される場合」とは、開発事業計画書（第２号様式）に記

載の予定建築物の用途を変更する場合（例えば、集合住宅から店舗への変更、集合住宅から一戸建て

の住宅への変更等）に該当します。また、新たな用途の追加もこれに該当します。 

 

 

 

変更 

・予定建築物の用途が集合

住宅から店舗に変わって

いるため、当該変更に該

当 

⇒ 完了公告後等の条例の遵

守期間変更不可 

集合住宅 
店舗 

変更 

・予定建築物の敷地の

数が３から６に増加

しているため、当該

変更に該当 

⇒ 完了公告後等の条例

の遵守期間変更不可 

①  

③  

②  

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 

変更後の 

敷地数：６ 

変更前の 

敷地数：３ 

変更 

・予定建築物の敷地の

数が６から３に減少

しているため、当該

変更に該当 

⇒ 完了公告後等の条例

の遵守期間変更不可 

変更後の 

敷地数：３ 

変更前の 

敷地数：６ 

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 

① 

③ 

② 
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【条例】 

（開発事業の廃止） 

第 21 条 開発事業者は、第９条第１項の規定により標識を設置した後において、開発事業を廃止した

ときは、遅滞なく、その旨を書面により市長に届け出るとともに、その旨を記載した標識を設置し、

相当な期間掲出しておかなければならない。 

 

第 21 条は、開発事業の廃止について規定しています。 

■ 開発事業者は、開発事業を廃止する場合には、市長に廃止の届け出をするとともに、廃止することを

標識で周知しなければなりません。 

開発事業の廃止の標識を設置する場合、第９条に基づいて設置した標識（元の標識）は無効となるた

め撤去しなければなりませんが、元の標識に赤で斜線を書いて無効であることを明確にした上で、元の

標識の上に重ねて廃止の標識を貼ってもかまわないこととします。 

なお、「相当な期間」とは、10 日程度を目安とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 開発行為及び斜面地開発行為について都市計画法による完了公告が行われた後の開発事業、道路位

置指定を伴う開発行為ついて道路の位置の指定の公告が行われた後の開発事業については、既に開発

行為の工事が完了していることから、廃止の届け出の要件に該当しません。 

９条に規定する標識 

廃止の標識 又は 廃止の標識 

重ねて貼る場合は、

元の標識より小さく

し、赤の斜線が見え

るようにする。 
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【条例】 

（同意に基づく地位の承継） 

第 22 条 第 17 条第１項の同意を得た者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該同

意に基づく地位を承継する。この場合において、当該地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を書面

により市長に届け出なければならない。 

２ 第 17 条第１項の同意を得た者から当該開発事業区域内の土地の所有権その他当該開発事業に関す

る工事を施行する権原を取得した者は、市長の書面による承認を受けて、当該開発事業の同意を得た

者が有していた当該同意に基づく地位を承継することができる。 

【規則】 

第 22 条 削除 

（特定承継の承認の申請） 

第 23 条 条例第 22 条第２項の規定による承認を受けようとする者は、特定承継承認申請書（第 11 号

様式）により市長に申請しなければならない。 

 

【解説】 

第 22 条は、同意を受けた開発事業を開発事業者に代わって他の者が行おうとする場合（同意に基づく

地位の承継）の手続について規定しています。 

■ 一般承継人（相続人のほか、合併吸収の場合の合併後存続する法人、新設合併の場合の新たに設立さ

れた法人及び法人の分割の場合の被承継人となる法人をいいます。）は、同意による地位を当然に承継

することになるため、市長の承認を受ける必要はなく届出によることができますが、開発事業を行う意

思がないときは、前条の開発事業の廃止の届出を行わなければなりません。 

■ 同意に基づく地位の承継は、開発事業計画の変更を伴わない場合も十分に考えられるため、一般承継

人以外の者（特定承継人）が行う場合であっても市長の承認で足りることとしています。この場合、同

意を得た開発事業者から同意に基づく地位を承継する開発事業者は、「特定承継承認申請書」（規則第

11 号様式）により申請をし、市長は、速やかに標識にその旨を記載するよう条件を付して承認します。 

開発事業計画の変更を伴う場合は、別途第 20 条の変更同意を受ける必要があります。また、開発事

業を廃止する場合には、前条の開発事業の廃止届を提出する必要があります。 

なお、同意又は不同意の決定について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して３か月以内に、行政不服審査法に基づき横浜市長に対して審査請求を行うことができます。 

■ 承継の原因が法人の合併の場合は合併後の法人の登記事項証明書を、法人の分割の場合は被承継人と

なる法人の登記事項証明書及び承継を証する書類を、相続の場合は被承継人の戸籍謄本及び承継の原因

を証する書類を添付してください。 

■ 開発許可の特定承継と条例の特定承継を同時に申請する場合は、条例による「同意に基づく地位の承

継に関する同意書（規則外様式第 25 号）」の提出は不要です。 
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【条例】 

（同意の取消し） 

第 23 条 市長は、開発事業者が虚偽の申請その他の不正な手段により第 17 条第１項の同意又は第 20

条第１項の同意を得たと認められる場合は、当該同意を取り消すことができる。 

 

【解説】 

第 23 条は、同意の取消しについて規定しています。 

■ 市長は、開発事業者が虚偽の申請その他の不正な手段（予定建築物の用途や開発事業区域を偽り、整

備すべき施設などの能力を軽減した申請によって同意を得ることや、この条例に規定する手続を適正に

行っていないにも関わらず行ったように申請し同意を得ることなどをいいます。）によって同意を得た

と認められるときは、行政手続条例に基づき聴聞手続を行った上で、同意の取り消しをします。 

同意の取り消しが行われてもなお開発事業に関する工事が行われている場合は、第38条に規定する勧

告、第38条の２に規定する公表及び第39条に規定する命令の対象となります。
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第４節 開発事業に関する工事の着手制限等 

 

【条例】 

（開発事業の計画の遵守） 

第 24 条 開発事業者及び開発事業に関する工事の請負人（請負工事の下請人を含む。以下同じ。）（次

項に規定する者を除く。）は、第 17 条第 1 項の同意を得た開発事業の計画に従い、当該開発事業に関

する工事を行わなければならない。 

２ 第２条第２号ア、オ又はカに掲げる開発事業において予定される建築物に関する工事の請負契約の

注文者（請負契約によらないで自ら当該工事をする者を含む。）及び当該工事の請負人（以下「予定

建築物の建築主等」という。）は、第17条第１項の同意を得た開発事業の計画に従い、当該開発事業

に関する工事を行わなければならない。 

３ 第２条第２号ア又はオに掲げる開発事業については当該開発事業に関する工事に係る法第36条第３

項の規定による公告があった後、同号カに掲げる開発事業については当該開発事業に関する工事に係

る建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条第１項の規定による公告があった後におい

ても、前２項の規定を適用する。 

４ 第１項及び第２項の規定は、次のいずれかに該当する場合にあっては、適用しない。 

(1) 第２条第２号ア又はオに掲げる開発事業について、当該開発事業に関する工事に係る法第36条第

３項の規定による公告があった日の翌日から起算して１年を経過した場合 

(2) 第２条第２号カに掲げる開発事業について、当該開発事業に関する工事に係る建築基準法施行規

則第10条第１項の規定による公告があった日の翌日から起算して１年を経過した場合 

(3) 第２条第２号ア、オ又はカに掲げる開発事業に係る予定される建築物の全てについて、建築基準

法第７条第５項又は同法第７条の２第５項の規定による検査済証が交付された場合 

 

【解説】 

第 24 条は、開発事業者及び開発事業に関する工事の請負人が、市長の同意を受けた開発事業計画に従

い工事を行わなければならないことについて規定しています。 

■ 開発事業者は、将来を見据えた適切な開発事業の計画を策定してください。開発事業の工事が完了し

た後も計画どおりに土地利用を行ってください。 

■ 開発事業者は、住民説明等の手続を行い、施設整備の基準に適合させて市長の同意を得た開発事業の

計画を工事中も遵守しなければなりません。 

また、第２条第２号アの「開発行為」及びオの「斜面地開発行為」については、都市計画法の完了公

告後並びに第２条第２号カの道路位置指定を伴う「開発行為」については、道路の位置の指定の公告後

においても、次に掲げる期間は、市長の同意を得た開発事業の計画を遵守しなければなりません。 

① 予定されている建築物の全ての検査済証が交付される時点まで 

② 予定されている建築物の全ての検査済証が交付されていない場合は、以下の時点まで 

ア 第２条第２号アの「開発行為」及びオの「斜面地開発行為」については、都市計画法による完

了公告のあった日の翌日から起算して１年が経過した時点まで 

イ 第２条第２号カの道路位置指定を伴う「開発行為」については、道路位置指定の公告のあった

日の翌日から起算して１年が経過した時点まで 

■ 工事中、また、開発行為（道路位置指定を伴うものを含む。）においては上記の時点までにおいて、
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開発事業計画に変更が生じ、これによることができなくなった場合は、速やかに第 20 条の変更同意の

手続を行わなければなりません。 

なお、都市計画法の完了公告後及び道路の位置の指定の公告後に計画を変更する場合、変更同意の手

続を行うことのできない変更がありますので、詳しくは第 20 条の変更の同意のページをご覧ください。 
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【条例】 

（開発事業に関する工事の着手制限） 

第 25 条 開発事業者及び開発事業に関する工事の請負人は、開発事業者が第 17 条第１項の同意を得た

後でなければ、開発事業に関する工事に着手してはならない。 

２ 開発事業者及び開発事業に関する工事の請負人は、開発事業者が開発事業の計画の変更(第 20 条第

1 項ただし書の規則で定める軽微な変更を除く。)について同項の同意を得た後でなければ、当該変

更に係る開発事業に関する工事に着手してはならない。 

 

【解説】 

第 25 条は、開発事業に関する工事の着手制限について規定しています。 

■ 開発事業者と開発事業に関する工事の請負人は、第 17 条の同意を受けた後でなければ開発事業に関

する工事に着手してはなりません。これに違反した開発事業者と工事請負人には罰則が科せられます。

また、同意を受けた開発事業計画を変更する場合にも、第 20 条の変更同意を受けた後でなければ、当

該変更に係る部分の工事に着手することができません。 

【解釈】 

１ 「開発事業に関する工事に着手」とは、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、次項に掲げる

工事については、この限りでない。 

(1) 造成工事と建築工事、これらの工事のための資材、機材の搬入 

(2) 造成工事と建築工事を行うにあたっての仮設工事、この工事のための資材、機材の搬入 

２ 前項ただし書で規定する工事とは、次の各号のいずれかに該当する工事をいう。 

(1) 横浜市開発事業の調整等に関する条例第２条第２号イに該当する開発事業で、横浜市中高層建築物

等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例第 11 条第２項に基づく説明の内容に基づ

き行う既存建築物の解体工事 

(2) 市長が開発事業に関する造成工事又は建築工事でないと認める工事 

【その他】 

■  条例第 17 条の同意前にただし書で規定する工事を行う場合、担当部署と相談の上、解体時期と範囲

を地域住民又は近接住民に説明するよう努めてください。 

■  横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例が適用される解体工事

は、同条例に基づき、説明等を行ってください。 
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第３章 都市計画法に基づく開発許可の基準等 

第１節 都市計画法第33条第３項の規定による制限の強化 

 

【条例】 

（道路の幅員） 

第 26 条 政令第 29 条の２第１項第２号の基準に基づく配置すべき道路のうち、開発区域の面積が 0.3

ヘクタール以上の開発行為における開発区域内の主要な道路（小区間で通行上支障がない道路及び開

発区域の面積が１ヘクタール未満の開発行為においてその両端が当該開発区域外の道路で予定建築物

等の用途に応じ次の表に定める幅員を有するものに接続するものを除く。）の幅員の最低限度は、開

発区域の面積及び予定建築物等の用途に応じて、次の表に定めるとおりとする。 

予定建築物等の用途 

 

開発区域の面積 

一戸建ての住宅 
一戸建ての住宅以

外の住宅 
住宅以外の用途 

0.3ﾍｸﾀｰﾙ以上3.0ﾍｸﾀｰﾙ未満 6.5ｍ 8.5ｍ 9ｍ 

3.0ﾍｸﾀｰﾙ以上5.0ﾍｸﾀｰﾙ未満 8.5ｍ 10.5ｍ 11ｍ 

5.0ﾍｸﾀｰﾙ以上 10.5ｍ 12ｍ 12ｍ 

２ 政令第 29 条の２第１項第２号の基準に基づく配置すべき道路のうち、開発区域の面積が３ヘクタ

ール以上の開発行為で当該開発区域内に道路がないものにおける一戸建ての住宅以外の用途に供する

予定建築物等の敷地に接する道路の幅員の最低限度は、開発区域の面積及び予定建築物等の用途に応

じて、次の表に定めるとおりとする。 

予定建築物等の用途 

 

開発区域の面積 

一戸建ての住宅以外の住宅 住宅以外の用途 

3.0ﾍｸﾀｰﾙ以上5.0ﾍｸﾀｰﾙ未満 8.5ｍ 9ｍ 

5.0ﾍｸﾀｰﾙ以上 10.5ｍ 11ｍ 

３ 政令第 29 条の２第１項第２号の基準に基づく配置すべき道路のうち、延長が 120 メートル以下の

小区間で通行上支障がない道路の幅員の最低限度は、当該道路の延長が、60 メートル以下の場合に

あっては 4.5 メートルとし、60 メートルを超える場合にあっては 5.5 メートルとする。ただし、開

発区域の面積が 0.1 ヘクタール以上の開発行為において、一戸建ての住宅以外の用途に供する予定建

築物等の敷地に接する場合にあっては、６メートルとする。 

（歩車道を分離すべき道路の幅員） 

第 27 条 政令第 29 条の２第１項第４号の基準に基づく歩車道を分離すべき道路の幅員の最低限度は、

8.5 メートルとする。 

（道路の構造） 

第 28 条 政令第 29 条の２第１項第 12 号の基準に基づく道路の構造は、次のとおりとしなければなら

ない。ただし、安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさないと市長が認める場合にあっては、この限りで

ない。 

(1) 車道は、セメント・コンクリート又はアスファルト・コンクリートによる舗装とすること。 

(2) 歩道は、アスファルト・コンクリートによる透水性舗装とすること。 
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（袋路状道路） 

第 29 条 政令第 29 条の２第１項第 12 号の基準に基づく道路の形状は、袋路状としてはならない。た

だし、開発区域の面積が 0.3 ヘクタール未満の開発行為において、規則で定めるところにより転回広

場及び避難通路が設けられている場合にあっては、この限りでない。 

（公園、緑地又は広場の設置） 

第 30 条 政令第 29 条の２第１項第５号ロの基準に基づく公園、緑地又は広場（以下「公園等」とい

う。）の数は、公園等の面積の合計が 2,000 平方メートル未満の場合にあっては１、2,000 平方メー

トル以上の場合にあっては１以上とする。 

２ 政令第 29 条の２第１項第５号ロの基準に基づく公園等の１箇所当たりの面積の最低限度は、公園

等の面積の合計が 2,000 平方メートル未満の場合にあっては 150 平方メートル、2,000 平方メートル

以上の場合にあっては 1,000 平方メートルとする。 

３ 政令第 29 条の２第１項第５号ハ及び同項第６号の基準に基づく公園等の面積の合計の開発区域の

面積に対する割合の最低限度は、住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に限り、６パーセント

とする。 

４ 政令第 29 条の２第１項第６号の基準に基づく１箇所当たりの公園等の面積の最低限度は、1,000

平方メートルとする。 

（公園の出入口） 

第 31 条 政令第 29 条の２第１項第 12 号の基準に基づく公園の構造は、幅員 4.5 メートル未満の道路

に接する部分に出入口を設けない構造としなければならない。ただし、公園の利用者の安全上支障が

ないと市長が認める場合にあっては、この限りでない。 

（ごみ収集場を設置すべき開発行為の規模） 

第 32 条 政令第 29 条の２第１項第７号の基準に基づくごみ収集場を設置すべき開発行為の規模は、20

ヘクタール未満の開発行為で、10 戸以上の一戸建ての住宅の建築の用に供する目的で行うものとす

る。 

【規則】 

（袋路状道路） 

第 24 条 条例第 29 条ただし書に規定する転回広場及び避難通路は、次に定めるところにより設けるも

のとする。 

(1) 袋路状道路の終端に転回広場が設けられていること。ただし、市長が車両の通行上支障がないと

認める場合にあっては、この限りでない。 

(2) 袋路状道路の延長が 35 メートルを超える場合にあっては、当該道路の区間の 35 メートル以内ご

とに転回広場が設けられていること。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、この限り

でない。 

ア 当該袋路状道路の新たに設ける部分の幅員が 5.5 メートル以上である場合 

イ 市長が車両の通行上支障がないと認める場合 

(3) 幅員１メートル以上の避難通路で、袋路状道路の終端及び道路、公園その他これらに類するもの

で避難上有効なものに接続しているものが設けられていること。ただし、次のいずれかに該当する

場合にあっては、この限りでない。 

 

ア 当該袋路状道路の新たに設ける部分の幅員が 5.5 メートル以上である場合 

イ 市長が避難上支障がないと認める場合 
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第２節 都市計画法施行令第23条の３ただし書の規定による開発行為の規模 

 

【条例】 

第 33 条 政令第 23 条の３ただし書の規定による開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保

存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計すべき開発行為の規模は、市街化区域に

あっては 0.5 ヘクタール、市街化調整区域にあっては 0.3 ヘクタールとする。 

 

 

第３節 都市計画法第33条第４項の規定による予定される建築物の敷地 

面積の最低限度 
 

【条例】 

第34条 法第33条第４項に規定する開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、当

該建築物の用途が住宅である場合に限り、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、当該各号に

掲げるとおりとする。ただし、この規定の施行又は適用の際現に建築物の敷地として使用されている

土地でこの規定に適合しないものについてその全部を一の敷地として使用する場合、開発区域が第一

種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域に含まれており、かつ、予定される建築物の敷地に接し

て幅員5.5メートル以上の道路を配置する場合（既存の道路を拡幅する場合を除く。）、予定される建

築物の敷地の全部が法第12条の５第２項の規定に基づく地区整備計画又は建築基準法第69条の規定に

基づく建築協定において建築物の敷地面積の最低限度が定められた区域に含まれる場合その他市長が

やむを得ないと認める場合にあっては、この限りでない。 

(1) 第二種低層住居専用地域（建築基準法第53条の２の規定による建築物の敷地面積の最低限度が

定められていない区域に限る。）、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種

住居地域、第二種住居地域又は準住居地域 100平方メートル 

(2) 用途地域の指定のない区域 125 平方メートル（幅員 18 メートル以上の幹線街路に接続する土

地の区域で、当該道路に係る都市計画で定められた区域の境界線からの水平距離が 50 メートルの

範囲内の部分（風致地区を除く。）にあっては、100 平方メートル） 

２ 予定される建築物の敷地が前項の規定による制限で異なるものを受ける区域にわたる場合において

は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する区域に関する規定を適用する。 

３ 予定される建築物の敷地が第１項の規定による制限を受ける区域の内外にわたる場合において、そ

の敷地の過半が当該区域に属するときは、その敷地の全部について、同項の規定を適用し、その敷地

の過半が当該区域の外に属するときは、その敷地の全部について、同項を適用しない。 
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第４節 都市計画法第33条第５項の規定による景観計画に定められた開発 

行為についての制限 
 

【条例】 

第 35 条 法第 33 条第５項（法第 35 条の２第４項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、次

に掲げる景観計画（景観法（平成 16 年法律第 110 号）第８条第１項に規定する景観計画をいう。）に

定められた開発行為についての制限は、開発許可の基準とする。ただし、市長が、良好な景観の形成

上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めるときは、当該基準の全部又は一部を適用しな

いことができる。 

(1) 切土又は盛土によって生じる法
のり

の高さの最高限度は、法
のり

の下端の位置が道路との境界線から水平

距離１メートル以内にある場合にあっては３メートルとし、その他の場合にあっては５メートルと

すること。 

(2) 適切な植栽が行われる土地の面積の開発区域の面積に対する割合の最低限度は、15 パーセント

とすること。 

２ 前項の規定は、次に掲げる開発行為については、適用しない。 

(1) 開発区域の面積が 500 平方メートル未満の開発行為 

(2) 斜面地開発行為 

(3) 開発区域の全体が次に掲げる土地により構成される開発行為 

ア 不動産登記法（平成 16 年法律第 123 号）第２条第 18 号に規定する地目（以下このアにおいて

「地目」という。）が過去５年間山林以外の地目である土地（過去５年間に山林から山林以外の

地目へ登記の変更又は訂正が行われた土地を除く。） 

イ 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 341 条第 10 号に規定する土地課税台帳に登録された地

目（以下このイにおいて「地目」という。）が過去５年間山林以外の地目である土地 

３ 第１項第２号の適切な植栽が行われる土地の面積は、規則で定めるところにより、植栽する樹木の

種類に応じ、当該樹木の本数に換算することができる。 

【規則】 

（適切な植栽が行われる土地の面積の植栽する樹木の本数への換算） 

第 25 条 条例第 35 条第３項の規定による換算は、同条第１項第２号の適切な植栽が行われる土地の面

積１平方メートルを、次の各号に掲げる樹木の種類に応じ、当該各号に掲げる樹木の本数に換算する

ことにより行うものとする。 

(1) 高木 0.1 本 

(2) 中木 0.5 本 

(3) 低木 2.5 本 
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【解説】 

第３章は、都市計画法の委任を受けて制定した規定です。 

■ この章の規定は、根拠規定により次のように区分されています。 

□ 第１節 都市計画法第 33 条第３項 

□ 第２節 都市計画法第 33 条第２項に基づき同法施行令第 23 条の３ただし書 

□ 第３節 都市計画法第 33 条第４項 

□ 第４節 都市計画法第 33 条第５項 

これらの規定は、いずれも都市計画法第 33 条第１項の規定に含まれるものであることから、都市計

画法による開発許可を要する開発事業はもちろんのこと開発許可を要しない開発事業であっても第６条

の規定の適用を受ける開発事業にも適用されます。 

■ 各規定の概要は次のとおりです。これらの規定については、さらに行政手続法の趣旨に則り審査基準

を定めています。詳しくは、「都市計画法による開発許可の手引～技術基準編～」をご覧ください。 

□ 第 26 条 開発区域に新たに設ける道路の幅員に関する制限の強化 

□ 第 27 条 歩車道を分離すべき道路の幅員に関する制限の強化 

□ 第 28 条 アスファルト・コンクリート舗装等の構造に関する制限の強化 

□ 第 29 条 袋路状道路に関する制限の強化 

□ 第 30 条 開発区域に設置することとなる公園、緑地又は広場の面積に関する制限の強化 

□ 第 31 条 公園利用者の安全を図るために、公園の出入口に接する道路の幅員に関する制限の強化 

□ 第 32 条 開発区域に居住する者の利便の向上を図るために特に必要な施設に関する制限の付加 

□ 第 33 条 樹木の保存と表土の保全を講じる必要がある開発区域の規模の引き下げ 

□ 第 34 条 開発行為における敷地面積の最低限度の付加 

□ 第 35 条 景観法に基づき景観計画に定められた開発行為の制限（法の高さ及び緑化）の付加 
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第４章 雑則 

 

【条例】 

（指導又は助言） 

第 36 条 市長は、この条例の施行のため必要な限度において、開発事業者又は開発事業に関する工事

の請負人（予定建築物の建築主等を含む。）に指導又は助言を行うことができる。 

 

【解説】 

第 36 条は、市長の指導又は助言について規定しています。 

■ 市長は、本条例の施行に際して、地域まちづくり計画や周辺環境への配慮等が図られ、手続が円滑に

進むように、開発事業者等に指導又は助言を行います。また、開発事業者から提出される開発事業計画

書などの書面の作成や標識設置届が届け出された時点においての開発事業の構想についても必要に応じ

て指導及び助言を行います。 
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【条例】 

（開発事業の台帳） 

第 37 条 市長は、第９条第２項の届出に係る書面、開発事業計画書、再見解書、第 15 条第 1 項の届

出に係る書面、協議事項通知書、協議結果通知書、第 19 条第 1 項（第 20 条第４項において準用す

る場合を含む。）の同意又は不同意の決定に係る書面、第 20 条第３項、第 21 条及び第 22 条第１項の

届出に係る書面並びに同条第２項の承認に係る書面に基づき台帳を作成し、規則で定めるところによ

り、当該台帳を一般の閲覧に供するものとする。 

【規則】 

（閲覧の場所及び日時） 

第 26 条 条例第 37 条の規定による台帳の閲覧の場所及び日時については、第８条の規定を準用する。 

 

【解説】 

第 37 条は、開発事業に関する台帳の作成及び書類の閲覧について規定しています。 

■ 開発事業の台帳（開発事業の内容、手続の経過などの事項を記載したもの）は、開発事業の内容を知

るために開発事業計画書などの必要な図書を添付して、閲覧の用に供されます。 

なお、閲覧図書から横浜市個人情報保護条例第 22 条各号に基づき非開示とされる情報については除

外されます。（例：法人の印影等） 

開発事業関係書類の閲覧・縦覧 

書類名 適用 備考 

標識設置届 閲覧  

開発事業計画書 縦覧 

↓ 

閲覧 

・開発事業計画書の縦覧の開始日から閲覧対象とする。 

※縦覧を行っている場所においては、14 日間縦覧後、閲覧を行

う。 

※道路位置指定を伴う開発事業以外の開発事業は、開発事業計画

書の縦覧中に再意見書を提出可能 

意見書・再意見書 ―  

見解書・再見解書 ―  

開発事業計画書変更案届出書 閲覧  

開発事業計画の軽微な変更届出書 閲覧  

協議事項通知書・協議結果通知書 ―  

開発事業計画の同意通知書・ 

開発事業計画変更同意通知書 

― ※ 通知書が交付された場合、開発事業計画台帳に同意年月日が

記載される。また、同意した計画の図面は、「開発事業計画

書」又は「開発事業計画の軽微な変更届出書」のうち、最新

の書類の添付図面と同一。 

開発事業計画廃止届 ―  

一般承継届出書・特定承継承認通知書 ―  

開発事業計画台帳（各段階） 閲覧 ・台帳は、手続状況により随時更新 

 

■ 閲覧場所は、建築局情報相談課(市庁舎 2 階「よこはま建築情報センター」)及び開発事業を行う区の

区政推進課です。 
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【条例】 

（勧告） 

第38条 市長は、第24条第１項又は第２項の規定に違反した者に対し、当該開発事業に関する工事の施

行を停止するよう勧告することができる。 

２ 市長は、第25条第1項の規定に違反した開発事業者又は開発事業に関する工事の請負人に対し、開

発事業者が第17条第1項の同意を得るまでの間、当該開発事業に関する工事の施行を停止するよう勧

告することができる。 

３ 市長は、第 25 条第 2 項の規定に違反した開発事業者又は開発事業に関する工事の請負人に対し、

開発事業者が第 20 条第 1 項の同意を得るまでの間、当該開発事業に関する工事の施行を停止するよ

う勧告することができる。 

 

【解説】 

第 38 条は、工事停止の勧告について規定しています。 

■ 市長は、第 24 条の開発事業の計画の遵守の規定に違反して、第 17 条の同意を得た計画とは異なる工

事に着手した者に対して、工事の施行を停止するよう勧告することができます。 

■ また、開発事業者と工事請負人が、第 25 条の規定に違反して、第 17 条の同意又は第 20 条の変更同

意を受ける前又は同意を受けないで開発事業に関する工事に着手した場合においても、同意を受けるま

で工事の施行を停止するよう勧告することができます。 

 

 

【条例】 

（公表） 

第38条の２ 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、

その旨を公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとする場合において、前条の規定による勧告を受けた者に

対して、あらかじめ、その旨を通知し、意見の聴取を行うものとする。ただし、その者が正当な理由

なく意見の聴取に応じないとき、又はその者の所在が不明で通知できないときは、この限りでない。 

 

【解説】 

第 38 条の２は、公表について規定しています。 

■ 市長は、第 24 条第１項又は第２項の規定に違反した者及び第 25 条第 1項の規定に違反した開発事業

者又は開発事業に関する工事の請負人が、第 38 条各項の勧告に従わなかった場合、その旨を公表する

ことができます。 

■ 市長は、公表をしようとする場合、第 38 条の規定による勧告を受けた者に対して、あらかじめ、そ

の旨を通知します。その上で、意見の聴取を行います。 
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【条例】 

（命令） 

第 39 条 市長は、第 38 条第２項又は第３項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告

に従わないときは、その者に対し、当該開発事業に関する工事の施行を停止するよう命ずることがで

きる。 

２ 市長は、前項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他規則で定めるところによ

り、その旨を公示しなければならない。 

３ 前項の標識は、第１項の規定による命令に係る開発事業区域内に設置することができる。この場合

において、開発事業区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、標識の設置を拒み、又は妨げては

ならない。 

【規則】 

（命令） 

第 27 条 条例第 39 条第２項の規定による公示は、横浜市報に登載して行うものとする。 

 

【解説】 

第 39 条は、工事停止の命令について規定しています。 

■ 市長は、第 38 条第２項又は第３項の勧告に従わない開発事業者等に対して、第 17 条の同意又は第

20 条の変更同意を受けるまでの間、工事の施行を停止するよう命令することができます。 

なお、この命令は行政手続条例でいう不利益処分に該当するため、処分を行うに際して、同条例第

13 条第１項の規定により弁明の機会を付与します。 

■ 市長は、命令をした場合には、開発事業区域に命令を発した事実を周知する標識を設置し、横浜市報

に登載し公示します。これは、本条例に違反した開発事業による物件を第三者が取得することで社会上

の不利益を被ることがないようにする措置です。 

■ 標識の設置を拒んだ者や毀棄した者は、公務執行妨害（刑法第 95 条）と公文書毀棄（刑法第 258

条）に該当します。 
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【条例】 

（報告等の徴収及び立入検査） 

第 40 条 市長は、前３条の規定による権限を行うため必要があると認めるときは、開発事業者又は開

発事業に関する工事の請負人（予定建築物の建築主等を含む。）から開発事業に関する工事の状況等

について必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして開発事業区域内に立ち入らせ、

当該工事の状況等を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなけれ

ばならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

【規則】 

（身分証明書の様式） 

第 28 条 条例第 40 条第２項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書（第 12 号様式）とす

る。 

 

【解説】 

第 40 条は、報告の徴収及び立入検査について規定しています。 

■ 市長は、開発事業者又は開発事業に関する工事の請負人（予定建築物の建築主等を含む。）に対して、

開発事業に関する工事の状況等についての報告や資料の提出を求め、又は職員に開発事業に関する工事

の状況等を検査させることができます。 

なお、検査員（同意を行う部署の職員）は、立入検査を行う場合は、身分証明書を携帯し、関係者に

提示しなければなりません。 

 

 

【条例】 

（委任） 

第 41 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

【規則】 

（委任） 

第 29 条 この規則の施行に関し必要な事項は、建築局長が定める。 

 

【解説】 

第 41 条は、規則への委任について規定しています。 

■ 開発事業計画書等の規則で定める様式については、記載すべき事項は全て記載しなければなりません。

また、規則に定められた様式に記載された添付図書も同様です。したがって、これらが整っていない場

合、形式要件が整っていないものとして、届出が履行したものとはみなされません。 
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第５章 罰則 

 

【条例】 

（罰則） 

第 42 条 第 39 条第１項の規定による命令に違反した者は、６月以下の懲役又は 500,000 円以下の罰金

に処する。 

２ 第 40 条第１項の規定による報告若しくは資料の提出の要求に対し、これに応じず、若しくは虚偽

の報告若しくは虚偽の資料の提出を行い、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、

若しくは忌避した者は、200,000 円以下の罰金に処する。 

 

 

 

【条例】 

（両罰規定） 

第 43 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業

務に関し前条の違反行為をしたときは、その違反行為を行った者を罰するほか、その法人又は人に対

して、同条の罰金刑を科する。 
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横浜市開発事業の調整等に関する条例 
 

制定   平成 16年 3月  5日 条例第 3号   

最近改正 平成 24年 12月 28日 条例第 107号 

 

目次 

第1章 総則(第1条―第7条) 

第2章 開発事業に関する手続 

第1節 開発構想の住民への周知、意見の聴取等(第8条―

第15条) 

第2節 開発事業の計画に関する協議(第16条) 

第3節 開発事業の計画の同意等(第17条―第23条) 

第4節 開発事業に関する工事の着手制限等(第24条・第

25条) 

第3章 都市計画法に基づく開発許可の基準等 

第1節 都市計画法第33条第3項の規定による制限の強化

(第26条―第32条) 

第2節 都市計画法施行令第23条の3ただし書の規定によ

る開発行為の規模(第33条) 

第3節 都市計画法第33条第4項の規定による予定される

建築物の敷地面積の最低限度(第34条) 

第4節 都市計画法第33条第5項の規定による景観計画に

定められた開発行為についての制限(第35条) 

第4章 雑則(第36条―第41条) 

第5章 罰則(第42条・第43条) 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、開発行為、大規模な共同住宅の建築

その他の開発事業を行う場合において、開発事業者が行

うべき開発事業の構想の周知及び住民の意見の聴取に関

する手続、地域まちづくり計画及び周辺環境への配慮等

に関する横浜市との協議、開発事業に伴い整備すべき施

設等の基準その他必要な事項を定めるとともに、都市計

画法（昭和 43 年法律第 100 号。以下｢法｣という。）によ

る開発許可の基準等を定めることにより、開発事業者、

住民及び横浜市が協働して、地域の特性に応じた良好な

都市環境の形成を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、次に定めるもの

のほか、法、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）及び

宅地造成等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）並びにこれ

らの法律に基づく命令の例による。 

(1) 大規模な共同住宅 住戸の数が次に定める数以上の

共同住宅をいう。 

ア 商業地域又は近隣商業地域に建築するもの 200戸 

イ アに定める用途地域以外の用途地域に建築するも

の 100戸 

(2) 開発事業 次のいずれかに該当する行為をいう。 

ア 開発行為(法第 29 条第１項第１号及び第４号から

第 11 号までに規定する開発行為、市街化調整区域に

おける開発区域の面積が 500 平方メートル未満の開

発行為並びにオに規定する開発行為を除く。) 

イ 大規模な共同住宅の建築（当該建築の用に供する

目的で開発行為が行われたもの及び住戸の数が増加

しない増築を除く。） 

ウ 市街化調整区域における建築物の建築で、その敷

地の面積が 3,000 平方メートル以上のもの（当該建

築の用に供する目的で開発行為が行われたものを除

く。） 

エ 宅地造成工事規制区域における宅地造成(主として

建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目

的で行う宅地造成及び宅地造成に係る宅地の面積が

500平方メートル未満の宅地造成を除く。) 

オ 斜面地開発行為（横浜市斜面地における地下室建

築物の建築及び開発の制限等に関する条例（平成 16

年 ３月横浜市条例第４号）第２条第２項第２号に

規定する斜面地開発行為をいう。以下同じ。） 

カ 開発行為（開発区域の面積が500平方メートル未満

の開発行為で、当該開発区域内の土地を予定される

建築物の敷地として利用するため、建築基準法第42

条第１項第５号の規定による道路の位置の指定を受

けることを要するものに限る。） 

(3) 開発事業者 開発事業を行おうとする者をいう。 

(4) 開発事業区域 開発行為にあっては開発区域、建築

にあっては建築物の敷地、宅地造成にあっては宅地造

成に係る宅地の区域をいう。 

(5) 特定大規模開発事業 次のいずれかに該当する開発

事業をいう。 

ア 市街化区域における開発事業で開発事業区域の面

積が 5,000平方メートル以上のもの 

イ 市街化調整区域における開発事業で開発事業区域

の面積が 3,000平方メートル以上のもの 

ウ 第２号アに掲げる開発事業で大規模な共同住宅の

建築の用に供する目的で行うもの 

エ 第２号イに掲げる開発事業 

(6) 近接住民 開発事業区域の境界線からの水平距離が

15 メートル以内の範囲において、土地を所有する者又

は建築物の全部若しくは一部を占有若しくは所有する

者をいう。 

(7) 地域住民 開発事業区域の境界線からの水平距離が

50 メートル以内の範囲において、土地を所有する者又

は建築物の全部若しくは一部を占有若しくは所有する

者をいう。 

(8) 地域まちづくり計画 法第 18 条の２の規定に基づき

定められた横浜市都市計画マスタープランの地区プラ

ンその他市民との協働によるまちづくりを推進するた

めに策定された計画のうち規則で定めるものをいう。 

(9) 地域まちづくり計画運営団体 地域まちづくり計画

の策定を行う団体のうち、その活動の対象となる地域

の範囲に開発事業区域が含まれているもので、市長が

認めるものをいう。 

（適用除外） 

第３条 次に掲げる開発事業については、この条例の規定

（第３章の規定を除く。）は、適用しない。 

(1) 墓地、埋葬等に関する法律（昭和 23 年法律第 48

号）第 10 条第１項の許可を要する墓地、納骨堂若しく

は火葬場の経営又は同条第２項の許可を要する墓地の

区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更を目
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的とする開発事業 

(2) 都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 号）第 20

条第１項に規定する都市再生事業として行われる開発

事業 

（横浜市の責務） 

第４条 横浜市は、地域の特性に応じた良好な都市環境の

形成を図るため、開発事業に関する情報の提供を行うと

ともに、この条例の適切かつ円滑な運用が図られるよう

必要な措置を講じなければならない。 

（開発事業者の責務） 

第５条 開発事業者は、地域まちづくり計画に整合し、か

つ、周辺環境と調和するよう、開発事業を行わなければ

ならない。 

２ 開発事業者は、殊更に小規模な開発事業区域を設定す

ることのないように努め、自らの負担と責任において必

要な公共施設及び公益的施設を整備し、地域の良好な都

市環境の形成を図らなければならない。 

３ 開発事業者は、開発事業に伴い整備する公共施設を適

切に管理するため、横浜市への引継ぎ等の必要な措置を

講じなければならない。 

（公益上必要な開発行為を行う者の責務） 

第６条 法第 29 条第１項第２号及び第３号に規定する開発

行為を行う者は、当該開発行為が法第 33 条第１項に規定

する基準に適合するよう努めなければならない。 

（住民の責務） 

第７条 住民は、良好な都市環境の形成を目指す地域社会

の一員として、開発事業に対し積極的に意見を述べる等

により、この条例に定める手続の実施に協力しなければ

ならない。 

 

第２章 開発事業に関する手続 

第１節 開発構想の住民への周知、意見の聴取等 

第８条 削除 

（標識の設置） 

第９条 開発事業者は、開発事業を行おうとするときは、

当該開発事業の構想の周知を図るため、規則で定めると

ころにより、標識を設置し、当該開発事業の工事が完了

するまでの間（第２条第２号ア、オ又はカに掲げる開発

事業にあっては、第 24 条第４項各号のいずれかに該当す

るまでの間）掲出しておかなければならない。 

２ 開発事業者は、前項の規定により標識を設置したとき

は、速やかに、その旨を書面により市長に届け出なけれ

ばならない。 

第 10条 削除 

（住民への説明） 

第11条 開発事業者（第２条第２号カに掲げる開発事業に

係る開発事業者を除く。）は、第９条第１項の規定により

標識を設置した日の翌日以後に、その開発事業の構想等

に係る規則で定める事項について、次の各号に掲げる開

発事業の区分に応じ、当該各号に定める方法により説明

を行わなければならない。 
(1) 特定大規模開発事業 地域住民及び地域まちづくり

計画運営団体を対象として行う説明会の開催 

(2) 特定大規模開発事業以外の開発事業 近接住民及び

地域まちづくり計画運営団体を対象として行う説明会

の開催又は戸別訪問その他市長が認める方法 

（開発事業の構想に対する意見書の提出） 

第12条 近接住民（特定大規模開発事業の場合にあっては、

地域住民）及び地域まちづくり計画運営団体（以下「近

接住民等」という。）は、開発事業（第２条第２号カに掲

げるものを除く。）に係る前条の説明が終了した日の翌日

から起算して５日以内に、同条の開発事業の構想に対す

る意見を記載した書面（以下「意見書」という。）を開発

事業者に提出することができる。 

２ 開発事業者は、意見書の提出があったときは、次条第

１項の規定により開発事業計画書の提出を行うまでに、

当該意見書に対する見解を記載した書面を当該意見書を

提出した近接住民等に送付しなければならない。 

（開発事業計画書の提出等） 

第13条 開発事業者は、第11条の説明が終了した日の翌日

から起算して５日を経過した日（第２条第２号カに掲げ

る開発事業にあっては、第９条第２項の規定による届出

を行った日の翌日）以後に、次に掲げる事項（第２条第

２号カに掲げる開発事業にあっては、第１号に掲げる事

項）を記載した書面（以下「開発事業計画書」という。）

を市長に提出しなければならない。 

 (1) 開発事業区域内の土地の利用計画、予定される建築

物の概要等の開発事業の構想 

(2) 第 11条の規定による開発事業の説明の状況 

(3) 開発事業の構想に対する近接住民等の意見 

(4) 前号の意見に対する開発事業者の見解 

２ 開発事業者は、開発事業計画書を市長に提出したとき

は、速やかに、その旨及び提出年月日を第９条第 1 項の

規定により設置した標識に記載しなければならない。 

３ 市長は、開発事業計画書の提出があったときは、遅滞

なく、これを 14日間一般の縦覧に供するものとする。 

４ 市長は、開発事業計画書（第２条第２号カに掲げる開

発事業に係るものを除く。）の提出があったときは、その

開発事業者に対し、この条例に定める手続及び基準を遵

守するよう必要な指導及び助言をするものとする。 

（開発事業者の見解に対する再意見書の提出） 

第 14 条 第２条第２号カに掲げる開発事業以外の開発事業

に係る近接住民等は、前条第３項の縦覧の期間満了の日

までに、同条第１項第４号に掲げる開発事業者の見解に

対する意見を記載した書面（以下「再意見書」という。）

を市長を経由して、当該開発事業者に提出することがで

きる。 

２ 市長は、再意見書の提出があったときは、遅滞なく、

開発事業者に当該再意見書を送付するものとする。この

場合において、市長は、当該開発事業者に対し、再意見

書に関する事項について必要な指導及び助言をするもの

とする。 

３ 開発事業者は、前項の規定により再意見書の送付を受

けたときは、当該再意見書に対する見解を記載した書面

(以下「再見解書」という。)を当該再意見書を提出した

者に送付するとともに、当該再見解書の写しを市長に提

出しなければならない。 

（公共施設の管理者等への説明） 

第14条の２ 第２条第２号ア又はオに掲げる開発事業に係

る開発事業者は、当該開発事業について法第32条第１項

の規定による同意又は同条第２項の規定による協議が必
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要となる場合にあっては、第９条第１項の規定により標

識を設置した日の翌日以後に、法第32条第１項に規定す

る公共施設の管理者又は同条第２項に規定する公共施設

を管理することとなる者その他都市計画法施行令（昭和

44年政令第158号。以下「政令」という。）第23条に規定

する者に対し、当該公共施設に係る事項等について説明

を行わなければならない。 

（開発事業計画書を変更する場合の再手続） 

第 15 条 開発事業者は、開発事業計画書を提出した日から

第 17 条第１項の同意を得るまでの間において第 13 条第

１項第１号に掲げる事項を変更しようとするときは、あ

らかじめ、その旨を書面により市長に届け出るとともに、

第９条第１項の規定により設置した標識に表示された事

項について必要な修正を行わなければならない。 

２ 開発事業者は、第 13 条第１項第１号に掲げる事項を変

更したときは、第 11 条から前条までに定める手続（第２

条第２号カに掲げる開発事業にあっては、第 13 条第１項

及び第２項に定める手続）を行わなければならない。た

だし、次条第１項又は第２項の規定による協議の結果及

び横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環

境の保全等に関する条例(平成５年６月横浜市条例第 35

号)第 14 条第１項若しくは第２項の規定によるあっせん

又は同条例第 21 条第１項の規定による調停(以下「あっ

せん又は調停」という。)に基づく変更並びに規則で定め

る軽微な変更については、この限りでない。 

第２節 開発事業の計画に関する協議 

第 16 条 特定大規模開発事業を行おうとする開発事業者は、

次に掲げる事項について、市長と協議しなければならな

い。 

(1) 特定大規模開発事業に伴い必要となる開発事業区域

内外の公共施設及び公益的施設の整備に関すること。 

(2) 地域まちづくり計画との整合に関すること。 

(3) 周辺環境との調和に関すること。 

(4) 地区計画の指定、建築協定の締結等による良好な居

住環境の維持のための措置に関すること。 

(5) 開発事業区域における防犯対策に関すること。 

(6) 開発事業区域及びその周辺の道路における通行の安

全の確保に関すること。 

(7) 次のいずれかに該当する特定大規模開発事業につい

ては、開発事業区域及びその周辺における利便の増進

に寄与するものとして市長が特に必要と認める公益的

施設を整備するための用地の横浜市への譲渡に関する

こと。 

ア 開発事業区域の面積が３ヘクタール以上の特定大

規模開発事業 

イ 住戸の数が 500 戸以上の共同住宅の建築の用に供

する目的で行う特定大規模開発事業 

ウ 住戸の数が 500 戸以上の共同住宅の建築である特

定大規模開発事業 

(8) その他市長が必要と認める事項 

２ 開発事業者（第２条第２号カに掲げる開発事業又は特

定大規模開発事業に係る開発事業者を除く。）は、再意見

書が提出された場合において、市長が必要があると認め

たときは、開発事業計画書の内容のうち市長がその都度

定める事項について、市長と協議しなければならない。 

３ 前２項の規定による協議(以下「開発協議」という。)

を行おうとする開発事業者は、第 13 条第３項の縦覧の期

間満了の日の翌日以後(再意見書が提出された場合にあっ

ては、再見解書の写しを市長に提出した日以後)に、書面

により開発協議の申出をしなければならない。 

４ 市長は、開発協議を行うに当たっては、協議する事項

に関する市長の見解を記載した書面(以下「協議事項通知

書」という。)を開発事業者に交付するものとする。 

５ 市長は、開発協議が終了したときは、その結果を記載

した書面(以下「協議結果通知書」という。)を開発事業

者に交付するものとする。 

第３節 開発事業の計画の同意等 

（開発事業の計画の同意） 

第 17 条 開発事業者は、当該開発事業の計画を策定し、そ

の計画について市長の同意を得なければならない。 

２ 前項の同意を得ようとする開発事業者は、開発協議が

必要となる開発事業にあっては協議事項通知書の交付を

受けた日の翌日以後に、それ以外の開発事業にあっては

第 13 条第３項の縦覧の期間満了の日の翌日以後に、規則

で定めるところにより、市長に申請しなければならない。 

３ 第１項の場合において、開発事業者は、当該開発事業

の実施に必要な法第 29 条第１項若しくは第 43 条第１項

の許可の申請、法第 34 条の２第１項若しくは第 43 条第

３項の協議の申出、建築基準法第６条第１項若しくは第

６条の２第１項の確認の申請、同法第 18 条第２項の規定

による計画の通知、同法第 42 条第１項第５号の規定によ

る道路の位置の指定の申請又は宅地造成等規制法第８条

第１項の許可の申請を行う日までに第１項の同意を得る

ように努めなければならない。 

（同意の基準等） 

第 18 条 市長は、前条第２項の規定による申請があった場

合において、当該申請に係る開発事業が、次の各号に掲

げる開発事業の区分に応じ、当該各号に定める規定に適

合しており、かつ、第９条及び第 11 条から第 15 条まで

に定める手続が終了していると認めるときは、前条第１

項の同意をしなければならない。 

(1) 第２条第２号アに掲げる開発事業 次項第１号、第

４号、第５号及び第８号の規定 

(2) 第２条第２号イに掲げる開発事業 次項第２号から

第８号までの規定 

(3) 第２条第２号ウに掲げる開発事業 次項第２号から

第５号まで、第７号及び第８号の規定 

(4) 第２条第２号エに掲げる開発事業 次項第１号及び

第４号から第６号までの規定 

(5) 第２条第２号オに掲げる開発事業 次項第１号、第

５号、第８号及び第９号の規定 

(6) 第２条第２号カに掲げる開発事業 次項第 10 号の規

定 

２ 開発事業の同意の基準は、次のとおりとする。 

(1) 開発事業区域が幅員 4.5 メートル未満の道路法（昭

和 27 年法律第 180 号）による道路に接する場合にあっ

ては、その接する部分に沿って、当該道路の中心線か

らの水平距離が 2.25 メートル以上となる幅員を有する

公共の用に供する空地を設け、道路状に整備を行うこ

と。ただし、当該開発事業区域の形状、周囲の状況等

により当該道路の通行の安全上支障がないと市長が認

める場合にあっては、この限りでない。 

(2) 開発事業区域が接する道路（その接する部分に当該
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開発事業区域の主要な出入口が設けられる道路に限る。

以下この号において「前面道路」という。）にその接す

る部分に沿って幅員２メートル以上の歩道がない場合

にあっては、当該部分に沿って、開発事業区域と前面

道路の境界線（前面道路と開発事業区域が接する部分

に沿って幅員２メートル未満の歩道がある場合は、当

該歩道と車道の境界線）からの水平距離が２メートル

以上となる幅員を有する公共の用に供する空地を設け、

歩行者の通行の安全に寄与するように整備を行うこと。 

(3) 共同住宅を建築する場合にあっては、開発事業区域

内に、主として居住者が日常的に自由に利用できる空

地（前号及び次号の規定により設ける空地を除く。）を

設け、規則で定めるところにより整備を行い、その空

地の面積の合計を当該開発事業区域の面積の６パーセ

ント以上とすること。ただし、開発事業区域の周辺に

相当規模の公園が存するため、市長が当該空地を設け

る必要がないと認める場合にあっては、この限りでな

い。 

(4) 開発事業区域の面積が 1,000 平方メートル以上の開

発事業で一戸建ての住宅以外の建築物の建築を目的と

するものについてはアに定めるところにより、開発事

業区域の面積が 1,000 平方メートル未満の開発事業及

び開発事業区域の面積が 1,000 平方メートル以上の開

発事業で一戸建ての住宅の建築を目的とするものにつ

いてはア又はイに定めるところにより、建築物（第２

条第２号アに掲げる開発事業にあっては、予定される

建築物とする。以下この号において同じ。）の敷地（第

２条第２号エに掲げる開発事業にあっては、宅地造成

に係る宅地の区域とする。以下この号において同じ。）

内（当該建築物の屋上、空地その他の屋外に限る。）に

おいて緑化又は既存の樹木の保存（以下「緑化等」と

いう。）を行うこと。ただし、開発事業区域のすべてが

都市緑地法（昭和 48 年法律第 72 号）第 34 条第１項に

規定する緑化地域に含まれる開発事業（第２条第２号

ア若しくはイに掲げるもののうち敷地面積が 500 平方

メートル以上の建築物の建築を目的とする部分又は同

号ウに掲げるものに限る。）、開発事業区域のすべてが

横浜市風致地区条例（昭和 45 年６月横浜市条例第 35

号）第５条第６号の規定の適用を受ける宅地の造成等

（同条例第２条第１項第３号に規定する宅地の造成等

をいう。）に係る土地の区域に含まれる開発事業又は開

発事業区域のすべてが横浜市地区計画の区域内におけ

る建築物等の制限に関する条例（平成３年 12 月横浜市

条例第 57号）別表第 11(あ)欄に掲げる区域（当該区域

に係る地区整備計画において、当該区域を２以上の地

区に区分している場合にあっては、同表（い）欄に掲

げる地区）に含まれる開発事業（第２条第２項アから

ウまでに掲げるものに限る。）については、この限りで

ない。 

ア 建築物の敷地内に緑化等を行う空地（第１号から

第３号までの規定により設ける空地を除く。）を設け、

その面積の合計を当該敷地面積の 10 パーセント（当

該敷地の全部が商業地域又は近隣商業地域内にある

場合及び開発事業区域の面積が 1,000 平方メートル

未満の場合にあっては、５パーセント）以上とする

こと。この場合において、当該建築物の屋上又は壁

面に緑化を行うときは、規則で定めるところにより

算出した面積を、当該敷地面積の５パーセントを限

度として、当該緑化等を行う空地の面積とみなすこ

とができる。 

イ 建築物の敷地内に敷地面積 100 平方メートル当た

り１本以上の割合（開発事業区域の面積が 1,000 平

方メートル未満の場合にあっては、敷地面積 200 平

方メートル当たり１本以上の割合）で高木（高さが

３メートル以上の樹木をいう。以下同じ。）を植栽し、

又は既存の高木を保存すること。この場合において、

高木１本につき、中木（高さが１メートル以上３メ

ートル未満の樹木をいう。以下同じ。）５本又は低木

（高さが１メートル未満の樹木をいう。以下同じ。）

25 本の割合で算出した中木又は低木をもって高木に

替えることができる。 

(5) 雨水調整池その他の洪水の発生を防止するために雨

水の流出を抑制する施設（以下「雨水流出抑制施設」

という。）を規則で定めるところにより設置すること。

ただし、市長が雨水流出抑制施設を設ける必要がない

と認める場合にあっては、この限りでない。 

(6) 開発事業区域内の下水の放流先の排水能力により、

下水の有効かつ適切な排出に支障を生ずるおそれがあ

ると市長が認める場合にあっては、開発事業区域にお

いて一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設を

規則で定めるところにより設置すること。 

(7) 規則で定める構造の防火水槽を、開発事業区域の全

域（開発事業区域外の消防法（昭和 23 年法律第 186

号）第 20 条第２項の規定により横浜市が管理する既存

の防火水槽及び同法第 21 条第１項の規定により指定さ

れた消防水利からの水平距離が 140 メートルの範囲内

の区域及び市長が消火活動上支障がないと認める区域

を除く。）が当該防火水槽からの水平距離が 140 メート

ルの範囲に含まれる位置に設置すること。 

(8) 住戸の数が 100 戸以上の共同住宅の建築を目的とす

る開発事業にあっては、開発事業区域内に、居住者の

集会の用に供する施設で、その延べ面積が当該住戸の

数に応じて 50 平方メートル以上 150 平方メートル以下

で規則で定める数値以上のものを設けること。 

(9) 横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発

の制限等に関する条例第４条及び第５条の規定に適合

すること。 

(10) 開発事業区域が第二種低層住居専用地域（建築基準

法第 53 条の２の規定による建築物の敷地面積の最低限

度が定められていない区域に限る。）、第一種中高層住

居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居

地域、第二種住居地域又は準住居地域に含まれる場合

は、予定される建築物（用途が住宅であるものに限る。

以下この号及び次項において同じ。）の敷地面積の最低

限度が、100 平方メートルであること。ただし、この規

定の施行又は適用の際現に建築物の敷地として使用さ

れている土地でこの規定に適合しないものについてそ

の全部を一の敷地として使用する場合、開発事業区域

が第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域に

含まれており、かつ、予定される建築物の敷地に接し

て幅員 5.5 メートル以上の道路を配置する場合（既存

の道路を拡幅する場合を除く。）、予定される建築物の

敷地の全部が法第 12 条の５第２項の規定に基づく地区

整備計画又は建築基準法第 69 条の規定に基づく建築協
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定において建築物の敷地面積の最低限度が定められた

区域に含まれる場合その他市長がやむを得ないと認め

る場合にあっては、この限りでない。 

３ 予定される建築物の敷地が前項第 10 号の規定による制

限を受ける区域の内外にわたる場合において、その敷地

の過半が当該区域に属するときは、その敷地の全部につ

いて同号の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の

外に属するときは、その敷地の全部について同号の規定

を適用しない。 

４ 市長は、第１項の規定にかかわらず、開発協議が必要

となる開発事業については、開発協議が終了するまでの

間は、前条第１項の同意をしないものとする。 

（同意又は不同意の通知） 

第 19 条 市長は、第 17 条第２項の規定による申請があっ

たときは、遅滞なく、同意又は不同意の決定をし、その

旨を書面により通知するものとする。 

２ 開発事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、

速やかに、その旨及び通知年月日を第９条第１項の規定

により設置した標識に記載しなければならない。 

（変更の同意） 

第 20 条 第 17 条第１項の同意を得た開発事業者は、開発

事業の計画を変更しようとするときは、あらかじめ、市

長の同意を得なければならない。ただし、規則で定める

軽微な変更については、この限りでない。 

２ 前項の同意を得ようとする開発事業者は、規則で定め

るところにより、市長に申請しなければならない。この

場合において、当該開発事業者は、あっせん又は調停に

基づく変更の場合を除き、あらかじめ、第９条第１項の

規定により設置した標識に表示された事項について必要

な修正をするとともに、第 11 条から第 14 条の２までに

定める手続（第２条第２号カに掲げる開発事業にあって

は、第 13 条第１項及び第２項に定める手続）及び開発協

議を行わなければならない。 

３ 第 17 条第１項の同意を得た開発事業者は、第１項ただ

し書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、

その旨を書面により市長に届け出るとともに、第９条第

１項の規定により設置した標識に表示された事項につい

て必要な修正を行わなければならない。 

４ 第 17 条第３項及び前２条の規定は、第１項の同意につ

いて準用する。 

５ 第１項又は第３項の場合における第 22 条及び第 24 条

の規定の適用については、第１項の同意又は第３項の届

出に係る変更後の内容を第 17 条第１項の同意の内容とみ

なす。 

（開発事業の廃止） 

第 21 条 開発事業者は、第９条第１項の規定により標識を

設置した後において、開発事業を廃止したときは、遅滞

なく、その旨を書面により市長に届け出るとともに、そ

の旨を記載した標識を設置し、相当な期間掲出しておか

なければならない。 

（同意に基づく地位の承継） 

第 22 条 第 17 条第１項の同意を得た者の相続人その他の

一般承継人は、被承継人が有していた当該同意に基づく

地位を承継する。この場合において、当該地位を承継し

た者は、遅滞なく、その旨を書面により市長に届け出な

ければならない。 

２ 第 17 条第１項の同意を得た者から当該開発事業区域内

の土地の所有権その他当該開発事業に関する工事を施行

する権原を取得した者は、市長の書面による承認を受け

て、当該開発事業の同意を得た者が有していた当該同意

に基づく地位を承継することができる。 

（同意の取消し） 

第 23 条 市長は、開発事業者が虚偽の申請その他の不正な

手段により第 17 条第１項の同意又は第 20 条第１項の同

意を得たと認められる場合は、当該同意を取り消すこと

ができる。 

第４節 開発事業に関する工事の着手制限等 

（開発事業の計画の遵守） 

第 24 条 開発事業者及び開発事業に関する工事の請負人

（請負工事の下請人を含む。以下同じ。）（次項に規定す

る者を除く。）は、第 17 条第１項の同意を得た開発事業

の計画に従い、当該開発事業に関する工事を行わなけれ

ばならない。 

２ 第２条第２号ア、オ又はカに掲げる開発事業において

予定される建築物に関する工事の請負契約の注文者（請

負契約によらないで自ら当該工事をする者を含む。）及び

当該工事の請負人（以下「予定建築物の建築主等」とい

う。）は、第17条第１項の同意を得た開発事業の計画に従

い、当該開発事業に関する工事を行わなければならない。 

３ 第２条第２号ア又はオに掲げる開発事業については当

該開発事業に関する工事に係る法第36条第３項の規定に

よる公告があった後、同号カに掲げる開発事業について

は当該開発事業に関する工事に係る建築基準法施行規則

（昭和25年建設省令第40号）第10条第１項の規定による

公告があった後においても、前２項の規定を適用する。 

４ 第１項及び第２項の規定は、次のいずれかに該当する

場合にあっては、適用しない。 

(1) 第２条第２号ア又はオに掲げる開発事業について、

当該開発事業に関する工事に係る法第36条第３項の規

定による公告があった日の翌日から起算して１年を経

過した場合 

(2) 第２条第２号カに掲げる開発事業について、当該開

発事業に関する工事に係る建築基準法施行規則第10条

第１項の規定による公告があった日の翌日から起算し

て１年を経過した場合 

(3) 第２条第２号ア、オ又はカに掲げる開発事業に係る

予定される建築物の全てについて、建築基準法第７条

第５項又は同法第７条の２第５項の規定による検査済

証が交付された場合 

（開発事業に関する工事の着手制限） 

第 25 条 開発事業者及び開発事業に関する工事の請負人は、

開発事業者が第 17 条第１項の同意を得た後でなければ、

開発事業に関する工事に着手してはならない。 

２ 開発事業者及び開発事業に関する工事の請負人は、開

発事業者が開発事業の計画の変更(第 20 条第１項ただし

書の規則で定める軽微な変更を除く。)について同項の同

意を得た後でなければ、当該変更に係る開発事業に関す

る工事に着手してはならない。 

 

第３章 都市計画法に基づく開発許可の基準等 

第１節 都市計画法第 33 条第３項の規定による制限

の強化 
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（道路の幅員） 

第 26 条 政令第 29 条の２第１項第２号の基準に基づく配

置すべき道路のうち、開発区域の面積が 0.3 ヘクタール

以上の開発行為における開発区域内の主要な道路(小区間

で通行上支障がない道路及び開発区域の面積が１ヘクタ

ール未満の開発行為においてその両端が当該開発区域外

の道路で予定建築物等の用途に応じ次の表に定める幅員

を有するものに接続するものを除く。)の幅員の最低限度

は、開発区域の面積及び予定建築物等の用途に応じて、

次の表に定めるとおりとする。 

予定建築物等の 

用途 

開発区域の面積 

一戸建ての

住宅 

一 戸 建 て

の 住 宅 以

外の住宅 

住 宅 以 外

の用途 

0.3 ヘクタール以上

3 ヘクタール未満 

6.5 メート

ル 

8.5 メート

ル 

9 メートル 

3 ヘクタール以上 5

ヘクタール未満 

8.5 メート

ル 

10.5 メー

トル 

11 メート

ル 

5 ヘクタール以上 
10.5 メー

トル 

12 メート

ル 

12 メート

ル 

２ 政令第 29 条の２第１項第２号の基準に基づく配置すべ

き道路のうち、開発区域の面積が３ヘクタール以上の開

発行為で当該開発区域内に道路がないものにおける一戸

建ての住宅以外の用途に供する予定建築物等の敷地に接

する道路の幅員の最低限度は、開発区域の面積及び予定

建築物等の用途に応じて、次の表に定めるとおりとする。 

予定建築物等の 

用途 

開発区域の面積 

一戸建ての住宅以

外の住宅 
住宅以外の用途 

3 ヘクタール以上

5 ヘクタール未満 

8.5 メートル 9 メートル 

5 ヘクタール以上 10.5メートル 11 メートル 

３ 政令第 29 条の２第１項第２号の基準に基づく配置すべ

き道路のうち、延長が 120 メートル以下の小区間で通行

上支障がない道路の幅員の最低限度は、当該道路の延長

が、60 メートル以下の場合にあっては 4.5 メートルとし、

60 メートルを超える場合にあっては 5.5 メートルとする。

ただし、開発区域の面積が 0.1 ヘクタール以上の開発行

為において、一戸建ての住宅以外の用途に供する予定建

築物等の敷地に接する場合にあっては、６メートルとす

る。 

（歩車道を分離すべき道路の幅員） 

第 27 条 政令第 29 条の２第１項第４号の基準に基づく歩

車道を分離すべき道路の幅員の最低限度は、8.5 メートル

とする。 

（道路の構造） 

第 28 条 政令第 29 条の２第１項第 12 号の基準に基づく道

路の構造は、次のとおりとしなければならない。ただし、

安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさないと市長が認める

場合にあっては、この限りでない。 

(1) 車道は、セメント・コンクリート又はアスファル

ト・コンクリートによる舗装とすること。 

(2) 歩道は、アスファルト・コンクリートによる透水性

舗装とすること。 

（袋路状道路） 

第 29 条 政令第 29 条の２第１項第 12 号の基準に基づく道

路の形状は、袋路状としてはならない。ただし、開発区

域の面積が 0.3 ヘクタール未満の開発行為において、規

則で定めるところにより転回広場及び避難通路が設けら

れている場合にあっては、この限りでない。 

（公園、緑地又は広場の設置） 

第 30 条 政令第 29 条の２第１項第５号ロの基準に基づく

公園、緑地又は広場（以下「公園等」という。）の数は、

公園等の面積の合計が 2,000 平方メートル未満の場合に

あっては１、2,000 平方メートル以上の場合にあっては１

以上とする。 

２ 政令第 29 条の２第１項第５号ロの基準に基づく公園等

の１箇所当たりの面積の最低限度は、公園等の面積の合

計が 2,000 平方メートル未満の場合にあっては 150 平方

メートル、2,000 平方メートル以上の場合にあっては

1,000平方メートルとする。 

３ 政令第 29 条の２第１項第５号ハ及び同項第６号の基準

に基づく公園等の面積の合計の開発区域の面積に対する

割合の最低限度は、住宅の建築の用に供する目的で行う

開発行為に限り、６パーセントとする。 

４ 政令第 29 条の２第１項第６号の基準に基づく１箇所当

たりの公園等の面積の最低限度は、1,000 平方メートルと

する。 

（公園の出入口） 

第 31 条 政令第 29 条の２第１項第 12 号の基準に基づく公

園の構造は、幅員 4.5 メートル未満の道路に接する部分

に出入口を設けない構造としなければならない。ただし、

公園の利用者の安全上支障がないと市長が認める場合に

あっては、この限りでない。 

（ごみ収集場を設置すべき開発行為の規模） 

第 32 条 政令第 29 条の２第１項第７号の基準に基づくご

み収集場を設置すべき開発行為の規模は、20 ヘクタール

未満の開発行為で、10 戸以上の一戸建ての住宅の建築の

用に供する目的で行うものとする。 

第２節 都市計画法施行令第 23 条の３ただし書の規

定による開発行為の規模 

第 33 条 政令第 23 条の３ただし書の規定による開発区域

における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の

保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計すべき

開発行為の規模は、市街化区域にあっては 0.5 ヘクター

ル、市街化調整区域にあっては 0.3ヘクタールとする。 

第３節 都市計画法第 33 条第４項の規定による予定

される建築物の敷地面積の最低限度 

第34条 法第33条第４項に規定する開発区域内において予

定される建築物の敷地面積の最低限度は、当該建築物の

用途が住宅である場合に限り、次の各号に掲げる地域又

は区域の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

ただし、この規定の施行又は適用の際現に建築物の敷地

として使用されている土地でこの規定に適合しないもの

についてその全部を一の敷地として使用する場合、開発

区域が第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域

に含まれており、かつ、予定される建築物の敷地に接し

て幅員5.5メートル以上の道路を配置する場合（既存の道

路を拡幅する場合を除く。）、予定される建築物の敷地の

全部が法第12条の５第２項の規定に基づく地区整備計画

又は建築基準法第69条の規定に基づく建築協定において

建築物の敷地面積の最低限度が定められた区域に含まれ

る場合その他市長がやむを得ないと認める場合にあって
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は、この限りでない。 

(1) 第二種低層住居専用地域（建築基準法第53条の２の

規定による建築物の敷地面積の最低限度が定められて

いない区域に限る。）、第一種中高層住居専用地域、第

二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住

居地域又は準住居地域 100平方メートル 

(2) 用途地域の指定のない区域 125 平方メートル（幅員

18 メートル以上の幹線街路に接続する土地の区域で、当

該道路に係る都市計画で定められた区域の境界線からの

水平距離が 50 メートルの範囲内の部分（風致地区を除

く。）にあっては、100平方メートル） 

２ 予定される建築物の敷地が前項の規定による制限で異

なるものを受ける区域にわたる場合においては、その敷

地の全部について、敷地の過半の属する区域に関する規

定を適用する。 

３ 予定される建築物の敷地が第１項の規定による制限を

受ける区域の内外にわたる場合において、その敷地の過

半が当該区域に属するときは、その敷地の全部について、

同項の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に

属するときは、その敷地の全部について、同項を適用し

ない。 

第４節 都市計画法第 33 条第５項の規定による景観計

画に定められた開発行為についての制限 

第 35 条 法第 33 条第５項（法第 35 条の２第４項において

準用する場合を含む。）の規定に基づき、次に掲げる景観

計画（景観法（平成 16 年法律第 110 号）第８条第１項に

規定する景観計画をいう。）に定められた開発行為につい

ての制限は、開発許可の基準とする。ただし、市長が、

良好な景観の形成上支障がないと認め、又は公益上やむ

を得ないと認めるときは、当該基準の全部又は一部を適

用しないことができる。 

(1) 切土又は盛土によって生じる法(のり)の高さの最高

限度は、法(のり)の下端の位置が道路との境界線から

水平距離１メートル以内にある場合にあっては３メー

トルとし、その他の場合にあっては５メートルとする

こと。 

(2) 適切な植栽が行われる土地の面積の開発区域の面積

に対する割合の最低限度は、15 パーセントとすること。 

２ 前項の規定は、次に掲げる開発行為については、適用

しない。 

(1) 開発区域の面積が 500平方メートル未満の開発行為 

(2) 斜面地開発行為 

(3) 開発区域の全体が次に掲げる土地により構成される

開発行為 

ア 不動産登記法（平成 16 年法律第 123 号）第２条第

18 号に規定する地目（以下このアにおいて「地目」

という。）が過去５年間山林以外の地目である土地

（過去５年間に山林から山林以外の地目へ登記の変

更又は訂正が行われた土地を除く。） 

イ 地方税法（昭和 25年法律第 226 号）第 341条第 10

号に規定する土地課税台帳に登録された地目（以下

このイにおいて「地目」という。）が過去５年間山林

以外の地目である土地 

３ 第１項第２号の適切な植栽が行われる土地の面積は、

規則で定めるところにより、植栽する樹木の種類に応じ、

当該樹木の本数に換算することができる。 

 

第４章 雑則 

（指導又は助言） 

第 36 条 市長は、この条例の施行のため必要な限度におい

て、開発事業者又は開発事業に関する工事の請負人（予

定建築物の建築主等を含む。）に指導又は助言を行うこと

ができる。 

（開発事業の台帳） 

第 37 条 市長は、第９条第２項の届出に係る書面、開発事

業計画書、再見解書、第 15 条第１項の届出に係る書面、

協議事項通知書、協議結果通知書、第 19 条第１項(第 20

条第４項において準用する場合を含む。)の同意又は不同

意の決定に係る書面、第 20 条第３項、第 21 条及び第 22

条第１項の届出に係る書面並びに同条第２項の承認に係

る書面に基づき台帳を作成し、規則で定めるところによ

り、当該台帳を一般の閲覧に供するものとする。 

（勧告） 

第 38 条 市長は、第 24 条第１項又は第２項の規定に違反

した者に対し、当該開発事業に関する工事の施行を停止

するよう勧告することができる。 

２ 市長は、第 25 条第１項の規定に違反した開発事業者又

は開発事業に関する工事の請負人に対し、開発事業者が

第 17 条第１項の同意を得るまでの間、当該開発事業に関

する工事の施行を停止するよう勧告することができる。 

３ 市長は、第 25 条第２項の規定に違反した開発事業者又

は開発事業に関する工事の請負人に対し、開発事業者が

第 20 条第１項の同意を得るまでの間、当該開発事業に関

する工事の施行を停止するよう勧告することができる。 

（公表） 

第38条の２ 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、

正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公

表することができる。 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとする場合に

おいて、前条の規定による勧告を受けた者に対して、あ

らかじめ、その旨を通知し、意見の聴取を行うものとす

る。ただし、その者が正当な理由なく意見の聴取に応じ

ないとき、又はその者の所在が不明で通知できないとき

は、この限りでない。 

（命令） 

第 39 条 市長は、第 38 条第２項又は第３項の規定による

勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わない

ときは、その者に対し、当該開発事業に関する工事の施

行を停止するよう命ずることができる。 

２ 市長は、前項の規定による命令をした場合においては、

標識の設置その他規則で定めるところにより、その旨を

公示しなければならない。 

３ 前項の標識は、第１項の規定による命令に係る開発事

業区域内に設置することができる。この場合において、

開発事業区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、

標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

（報告等の徴収及び立入検査） 

第 40 条 市長は、前３条の規定による権限を行うため必要

があると認めるときは、開発事業者又は開発事業に関す

る工事の請負人（予定建築物の建築主等を含む。）から開

発事業に関する工事の状況等について必要な報告若しく

は資料の提出を求め、又は当該職員をして開発事業区域
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内に立ち入らせ、当該工事の状況等を検査させることが

できる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を

示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた

めに認められたものと解してはならない。 

（委任） 

第 41 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に

関し必要な事項は、規則で定める。 

 

第５章 罰則 

（罰則） 

第 42 条 第 39 条第１項の規定による命令に違反した者は、

６月以下の懲役又は 500,000円以下の罰金に処する。 

２ 第 40 条第１項の規定による報告若しくは資料の提出の

要求に対し、これに応じず、若しくは虚偽の報告若しく

は虚偽の資料の提出を行い、又は同項の規定による立入

り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、

200,000円以下の罰金に処する。 

（両罰規定） 

第 43 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用

人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条

の違反行為をしたときは、その違反行為を行った者を罰

するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科

する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 16 年６月１日から施行する。ただし、

第３章の規定は、平成 16年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の規定は、第２条第２号アからエまでに掲げ

る開発事業については、平成 16 年８月 31 日までは適用

しない。 

３ この条例の施行の日（第２条第２号アからエまでに掲

げる開発事業にあっては、平成 16 年９月１日）前におい

て、法第 29 条第１項若しくは第 43 条第１項の許可の申

請、建築基準法第６条第１項若しくは第６条の２第１項

の確認の申請若しくは同法第 18 条第２項の規定による計

画の通知若しくは宅地造成等規制法第８条第１項の許可

の申請を行った開発事業、横浜市都市計画法施行細則

（昭和 45 年６月横浜市規則第 70 号）第３条の規定によ

り審査を受けた開発事業又は横浜市中高層建築物等の建

築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例第 10

条第１項の規定により標識を設置した開発事業について

は、この条例の規定（第３章の規定を除く。）は、適用し

ない。 

４ 平成 16 年９月１日前に法第 29 条第１項又は第 35 条の

２第１項の許可の申請を行った開発行為については、第

３章の規定は、適用しない。 

附 則（平成 19年９月条例第 56号） 

この条例は、平成 19年 11月 30日から施行する。 

附 則（平成 19年 12月条例第 66号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成20年９月条例第47号) 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

(平成20年11月規則第96号により平成21年4月3日から施行) 

附 則（平成 21年９月条例第 49号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 22年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から平

成 26 年 12 月 31 日までの間におけるこの条例による改正

後の横浜市開発事業の調整等に関する条例（以下「新条

例」という。）第 35 条第２項第３号の規定の適用につい

ては、同号中「過去５年間山林以外」とあるのは「横浜

市開発事業の調整等に関する条例の一部を改正する条例

（平成 21 年９月横浜市条例第 49 号）の施行の日以後継

続して山林以外」と、同号ア中「過去５年間に」とある

のは「同日以後に」とする。 

３ 施行日前に横浜市開発事業の調整等に関する条例第 10

条の規定による開発構想書の提出を行った開発事業（同

条例第２条第２号に規定する開発事業をいう。）について

は、新条例の規定は、適用しない。 

附 則(平成22年６月条例第33号) 

(施行期日) 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

(平成22年9月規則第57号により同年10月1日から施行) 

 附 則(平成 24年 12月条例第 107号) 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 25年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にこ

の条例による改正前の横浜市開発事業の調整等に関する

条例（以下「旧条例」という。）第９条の規定による標識

の設置を行った開発事業（旧条例第２条第２号に規定す

る開発事業をいう。附則第４項において同じ。）であって、

旧条例第 10 条の規定による開発構想書の提出を行ってい

ないものについては、この条例による改正後の横浜市開

発事業の調整等に関する条例（以下「新条例」という。）

の規定（新条例第９条第２項の規定を除く。）を適用する。

この場合において旧条例第９条の規定による標識は、新

条例第９条第１項の規定による標識とみなす。 

３ 前項の場合において、開発事業者は、同項の規定によ

り新条例第９条第１項の規定による標識とみなされた標

識について、必要な修正を行わなければならない。 

４ 施行日前に旧条例第 10 条の規定による開発構想書の提

出を行った開発事業については、新条例の規定は適用せ

ず、なお従前の例による。 

５ この条例の施行の際現に建築基準法（昭和 25 年法律第

201 号）第 42 条第１項第５号の規定による道路の位置の

指定を受けるため、当該指定に係る工事を行っている場

合においては、新条例第２条第２号カの規定は、適用し

ない。 

（横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境

の保全等に関する条例の一部改正） 

６ 横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環

境の保全等に関する条例（平成５年６月横浜市条例第 35

号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第 10 号中「開発事業（」の次に「同号カ
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及び」を加える。 

  第 10 条第３項中「第９条」を「第９条第１項」に、

「同項の規定」を「第１項の規定」に改める。 
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横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則 
 

制定  平成 16年 5月 14日 規則 第 62号 

最近改正  令和 3年 9月 30日 規則第 60号  

 

(趣旨) 

第１条 この規則は、横浜市開発事業の調整等に関する条

例(平成 16 年３月横浜市条例第３号。以下「条例」とい

う。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 

(地域まちづくり計画) 

第３条 条例第２条第８号に規定する規則で定める計画は、

次のとおりとする。 

(1) 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 20 条第１項

の規定により告示された地区計画(建築基準法等の一部

を改正する法律(平成 14 年法律第 85 号。以下この号に

おいて「改正法」という。)附則第３条第１項の規定に

より、改正法第２条の規定による改正後の都市計画法

の規定により定められた地区計画とみなされる同条の

規定による改正前の都市計画法の規定により定められ

ている住宅地高度利用地区計画及び改正法第３条の規

定による改正前の都市再開発法(昭和 44 年法律第 38

号)の規定により定められている再開発地区計画を含

む。) 

(2) 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 73 条第１項

の認可を受けた建築協定 

(3) 横浜市地域まちづくり推進条例(平成 17 年２月横浜

市条例第４号)第 10条第１項の地域まちづくりプラン 

(4) 横浜市地域まちづくり推進条例第 12 条第１項の地域

まちづくりルール 

(標識の様式等) 

第４条 条例第９条第１項に規定する標識の様式は、

第１号様式とする。 

２ 前項の標識は、開発事業区域が道路に接する部分(２以

上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)

に、地面から標識の下端までの高さがおおむね１メート

ルとなるよう設置しなければならない。 

３ 開発事業者は、第１項の標識について、風雨等のため

容易に破損しない方法で設置するとともに、記載事項が

不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。 

第５条 削除 

(住民への説明) 

第６条 条例第 11 条に規定する規則で定める事項は、次の

とおりとする。 

(1) 開発事業の構想に関する次に掲げる事項 

ア 開発事業区域の位置、形状及び面積 

イ 開発事業区域内の土地の利用に関する事項 

ウ 予定建築物等に関する事項 

エ 公共施設等に関する事項 

オ 宅地造成に関する事項 

カ 開発事業に関する工事の期間 

(2) 開発事業区域における防犯対策に関する事項（特定

大規模開発事業の場合に限る。） 

(3) 開発事業区域及びその周辺の道路における通行の安

全の確保に関する事項（特定大規模開発事業の場合に

限る。） 

(4) 地域まちづくり計画との整合に関する事項（地域ま

ちづくり計画運営団体への説明を行う場合に限る。） 

(5) 条例第 12 条第１項の規定による意見書の提出に関す

る事項 

(6) 条例第 13 条第３項の規定による開発事業計画書の縦

覧に関する事項 

(7) 条例第 14 条第１項の規定による再意見書の提出に関

する事項 

２ 条例第 11 条各号に規定する説明会(以下「説明会」と

いう。)は、地域住民又は近接住民及び地域まちづくり計

画運営団体が参加しやすい日時及び場所において２回以

上開催しなければならない。 

３ 説明会を開催しようとする開発事業者は、条例第９条

第１項の規定により標識を設置した日の翌日以後であっ

て説明会を開催する日の７日前までに、地域住民又は近

接住民及び地域まちづくり計画運営団体に対し、説明会

で使用する資料を配布し、かつ、説明会を開催する日時

及び場所を通知しなければならない。 

(開発事業計画書の様式) 

第７条 条例第 13 条第１項に規定する開発事業計画書の様

式は、第３号様式とする。 

(縦覧の場所及び日時) 

第８条 条例第 13 条第３項の規定による開発事業計画書の

縦覧(以下「縦覧」という。)の場所は、建築局建築指導

部情報相談課その他市長が定める場所とする。 

２ 縦覧の日時は、次のとおりとする。 

(1) 縦覧に供しない日は、横浜市の休日を定める条例(平

成３年 12 月横浜市条例第 54 号)第１条第１項に定める

横浜市の休日とする。 

(2) 縦覧に供する時間は、建築局建築指導部情報相談課

においては午前８時 45 分から午後５時まで、その他市

長が定める場所においては市長が別に定める時間とす

る。 

(3) 前２号の規定にかかわらず、市長は、特に必要があ

ると認めるときは、縦覧に供しない日又は縦覧に供す

る時間を変更することができる。この場合において、

市長は、あらかじめ、その旨を縦覧の場所に掲示する

ものとする。 

第９条及び第 10条 削除 

(軽微な変更) 

第 11 条 条例第 15 条第２項ただし書及び第 20 条第１項た

だし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次のとお

りとする。 

(1) 開発事業の構想又は計画の変更で次に掲げるもの 

ア 開発事業区域の縮小 

イ 開発事業区域内の建築物又は特定工作物の規模の

縮小 
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ウ 条例第 18 条第２項第１号から第３号まで及び第４

号アに規定する空地の面積の増加 

エ 条例第 18 条第２項第５号に規定する雨水流出抑制

施設、同項第６号に規定する遊水池その他の適当な

施設又は同項第７号に規定する防火水槽に係る変更 

オ 条例第 18 条第２項第８号に規定する居住者の集会

の用に供する施設の延べ面積の増加 

(2) 開発事業者の氏名若しくは名称、住所又は代表者の

変更 

(3) 開発事業に関する工事の着手予定年月日又は完了予

定年月日の変更 

(4) その他前３号に掲げるものと同程度に軽微であると

市長が認める変更 

(開発協議の申出等) 

第 12 条 条例第 16 条第３項の規定による申出は、開発協

議申出書(第６号様式)により行わなければならない。 

２ 市長は、開発事業者に対し、条例第 16 条第１項及び第

２項の規定による協議に必要な図書の提出を求めること

ができる。 

(開発事業の計画の同意の申請) 

第 13 条 条例第 17 条第２項の規定による申請は、開発事

業計画同意申請書(第７号様式)により行わなければなら

ない。 

(自由利用空地の整備基準) 

第 14 条 条例第 18 条第２項第３号の規定により設ける空

地は、次に定めるところにより整備しなければならない。 

(1) おおむね整形とすること。 

(2) おおむね平たんとすること。 

(3) 道路又は条例第 18 条第２項第２号の規定による空地

に接し、かつ、その接する部分から安全に出入りがで

きるようにすること。 

(屋上又は壁面の緑化面積の算出) 

第 15 条 条例第 18 条第２項第４号アの規定により算出す

る建築物の屋上又は壁面に緑化を行う場合における面積

は、緑化を行う当該建築物の屋上又は壁面の部分の水平

投影面積(建築物の外壁の直立部分に緑化を行う場合は、

当該直立部分の水平投影の長さの合計に１メートルを乗

じて得た面積)の合計とする。 

(雨水流出抑制施設) 

第 16 条 条例第 18 条第２項第５号に規定する雨水流出抑

制施設は、次に定めるところにより設置しなければなら

ない。 

(1) 開発事業区域の面積が 0.1 ヘクタール未満の場合は、

がけの周辺その他市長が定める場所以外の場所に、雨

水を排除すべきますのうち雨水を浸透させる機能を有

するもの(以下「雨水浸透ます」という。)又は多孔管

その他雨水を排除するための排水管で雨水を浸透させ

る機能を有するもの(以下「雨水浸透管」という。)を

設置すること。 

(2) 開発事業区域の面積が 0.1 ヘクタール以上 0.3 ヘク

タール未満の場合は、次項に定める対策貯留量以上の

容量を有する池で雨水流出量を調整するためのオリフ

ィスを有するもの(以下「雨水調整池」という。)を設

置すること。ただし、雨水流出量を調整するためのオ

リフィスを有する雨水を一時貯留する施設で雨水調整

池以外のもの(以下「雨水貯留施設」という。)、雨水

浸透ます又は雨水浸透管で、市長が当該雨水調整池と

同等の機能を有すると認めるものを設置する場合にあ

っては、この限りでない。 

(3) 開発事業区域の面積が 0.3 ヘクタール以上の場合は、

次項に定める対策貯留量以上の容量を有する雨水調整

池を設置すること。 

２ 雨水調整池の対策貯留量は、次のいずれかの方法によ

り算定した量とする。 

(1) 開発事業区域に係る 30 年に１回の確率で想定される

降雨強度値以下で市長が定める降雨強度値及び市長が定

める流出係数を用いて雨水調整池に流入する雨水の量を

算定した場合において、当該開発事業区域の雨水の放流

先となる河川の流域ごとに市長が定める量以下に雨水流

出量を抑えることができるよう雨水調整池が一時貯留す

べき雨水の量として市長が定める算式により算定した量 

(2) 次表に定める数値に開発事業区域の排水面積を乗じ

て得られる量 

開発事業区域

の排水面積 

0.1ha以上 

0.3ha未満 

0.3ha以上 

5ha未満 

5ha以上 

数値 270m3／ha 540m3／ha 720m3／ha 

(遊水池その他の適当な施設) 

第 17 条 条例第 18 条第２項第６号に規定する遊水池その

他の適当な施設は、開発事業区域内の下水の放流先の排

水能力等を勘案して、最も有効に雨水を一時貯留できる

位置に、市長が定めるところにより設置しなければなら

ない。 

(防火水槽の構造) 

第 18 条 条例第 18 条第２項第７号に規定する規則で定め

る構造は、次のとおりとする。 

(1) 防火水槽に作用する荷重及び外力に対して必要な強

度、耐久性及び水密性を有する構造とすること。 

(2) １基当たりの有効水量が 40 立方メートル以上となる

ようにすること。 

(3) 取水口は、消防ポンプ自動車が容易に取水できる位

置に設けること。 

(集会施設の延べ面積) 

第 19 条 条例第 18 条第２項第８号に規定する規則で定め

る数値は、次のとおりとする。 

(1) 住戸の数が 100 戸以上 250 戸未満の場合 50 平方メ

ートル 

(2) 住戸の数が 250 戸以上 500 戸未満の場合 75 平方メ

ートル 

(3) 住戸の数が 500戸以上 750 戸未満の場合 100 平方メ

ートル 

(4) 住戸の数が 750戸以上 1,000戸未満の場合 125平方

メートル 

(5) 住戸の数が 1,000戸以上の場合 150平方メートル 

(変更の同意の申請) 

第 20 条 条例第 20 条第２項の規定による申請は、開発



 123 

事業計画変更同意申請書(第８号様式)により行わなけれ

ばならない。 

第 21条及び第 22条 削除 

(一般承継の届出) 

第 22 条 条例第 22 条第１項の規定による届出は、一般承

継届出書(第 10号様式)により行わなければならない。 

(特定承継の承認の申請) 

第 23 条 条例第 22 条第２項の規定による承認を受けよう

とする者は、特定承継承認申請書(第 11 号様式)により市

長に申請しなければならない。 

(袋路状道路) 

第 24 条 条例第 29 条ただし書に規定する転回広場及び避

難通路は、次に定めるところにより設けるものとする。 

(1) 袋路状道路の終端に転回広場が設けられていること。

ただし、市長が車両の通行上支障がないと認める場合

にあっては、この限りでない。 

(2) 袋路状道路の延長が 35 メートルを超える場合にあっ

ては、当該道路の区間の 35 メートル以内ごとに転回広

場が設けられていること。ただし、次のいずれかに該

当する場合にあっては、この限りでない。 

ア 当該袋路状道路の新たに設ける部分の幅員が 5.5

メートル以上である場合 

イ 市長が車両の通行上支障がないと認める場合 

(3) 幅員１メートル以上の避難通路で、袋路状道路の終

端及び道路、公園その他これらに類するもので避難上

有効なものに接続しているものが設けられていること。

ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、こ

の限りでない。 

ア 当該袋路状道路の新たに設ける部分の幅員が 5.5

メートル以上である場合 

イ 市長が避難上支障がないと認める場合 

（適切な植栽が行われる土地の面積の植栽する樹木の本

数への換算） 

第 25 条 条例第 35 条第３項の規定による換算は、同条第

１項第２号の適切な植栽が行われる土地の面積１平方メ

ートルを、次の各号に掲げる樹木の種類に応じ、当該各

号に掲げる樹木の本数に換算することにより行うものと

する。 

(1) 高木 0.1本 

(2) 中木 0.5本 

(3) 低木 2.5本 

(閲覧の場所及び日時) 

第 26 条 条例第 37 条の規定による台帳の閲覧の場所及び

日時については、第８条の規定を準用する。 

(命令) 

第 27 条 条例第 39 条第２項の規定による公示は、横浜市

報に登載して行うものとする。 

(身分証明書の様式) 

第 28 条 条例第 40 条第２項に規定する身分を示す証明書

の様式は、身分証明書(第 12号様式)とする。 

(委任) 

第 29 条 この規則の施行に関し必要な事項は、建築局長が

定める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この規則は、平成 16 年６月１日から施行する。ただし、

第 24条の規定は、平成 16年９月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の規定は、条例第２条第２号アからエまでに

掲げる開発事業については、平成 16 年８月 31 日までは

適用しない。 

３ この規則の施行の日(条例第２条第２号アからエまでに

掲げる開発事業にあっては、平成 16 年９月１日)前にお

いて、都市計画法第 29 条第１項若しくは第 43 条第１項

の許可の申請、建築基準法第６条第１項若しくは第６条

の２第１項の確認の申請若しくは同法第 18 条第２項の規

定による計画の通知若しくは宅地造成等規制法(昭和 36

年法律第 191 号)第８条第１項の許可の申請を行った開発

事業、横浜市都市計画法施行細則(昭和 45 年６月横浜市

規則第 70 号)第３条の規定により審査を受けた開発事業

又は横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住

環境の保全等に関する条例(平成５年６月横浜市条例第 35

号)第 10 条第１項の規定により標識を設置した開発事業

については、この規則の規定(第 24 条の規定を除く。)は、

適用しない。 

４ 平成 16 年９月１日前に都市計画法第 29 条第１項又は

第 35 条の２第１項の許可の申請を行った開発行為につい

ては、第 24条の規定は、適用しない。 

附 則(平成 17年 4月規則第 70号) 抄 

(施行期日) 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の

処理については、なお従前の例による。 

附 則(平成 17年 9月規則第 117号) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成 17年 10月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜

市開発事業の調整等に関する条例施行規則の規定により

作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の

上使用することができる。 

附 則(平成 18年 3月規則第 84号) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成 18年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の

処理については、なお従前の例による。 

附 則(平成 21年 9月規則第 93号) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成 22年１月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜

市開発事業の調整等に関する条例施行規則の規定により

作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の

上使用することができる。 



 124 

附 則(平成 22年３月規則第３号) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成 22年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜

市開発事業の調整等に関する条例施行規則の規定により

作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の

上使用することができる。 

附 則(平成 25年６月規則第 64号) 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 25年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜

市開発事業の調整等に関する条例施行規則の規定により

交付され、又は作成されている身分証明書は、なお当分

の間、適宜修正の上使用することができる。 

附 則（平成 26年３月規則第 28号） 抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成26年４月１日から施行する。 
附 則（平成29年３月規則第27号） 抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

４ この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処

理については、なお従前の例による。 
附 則（平成30年３月規則第14号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市

開発事業の調整等に関する条例施行規則の規定により作成

されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用

することができる。 
附 則（令和２年６月規則第55号） 抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（令和３年９月規則第60号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞ

れの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当

分の間、適宜修正の上使用することができる。 
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３ 横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則に定める様式 

様式一覧表 

様式名 ページ 

規則様式第１号 (第４条第１項) 標識 126 

規則様式第２号 （削除） - 

規則様式第３号 (第７条) 開発事業計画書 127 

規則様式第４号 （削除） - 

規則様式第５号 （削除） - 

規則様式第６号 (第 12条) 開発協議申出書 132 

規則様式第７号 (第 17条第２項) 開発事業計画同意申請書 133 

規則様式第８号 (第 20条) 開発事業計画書変更同意申請書 135 

規則様式第９号 （削除） - 

規則様式第 10号 （削除） - 

規則様式第 11号 (第 23条) 特定承継承認申請書 138 

規則様式第 12号 (第 28条) 身分証明書 139 
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第１号様式（第４条第１項) 

開 発 事 業 の お 知 ら せ 

開発事業区域に含まれる土地の地名地番 

  

開発事業区域の面積：         m2 

開 発 事 業 の 種 類： 

用途 

敷地面積：            m2 

住 戸 数：            戸 

階数：   地上  階  地下  階 

＊建 築 面 積：     m2 ＊延 べ 面 積：     m2 

＊棟 数：              棟 

１ 土地利用計画図貼り付け欄 

 

予
定
さ
れ
る
建
築
物
等 

＊高 さ：    m ＊駐 車 台 数：    台 

住民説明の予定時期： 

標 識 設 置 年 月 日：    年  月  日 

２ 開発事業計画書提出：   年  月  日 

３ 開発事業計画番号：第  開計    号 

４ 開発事業計画書縦覧期間： 

   年  月  日～   年  月  日 

５ 同 意 年 月 日 ：      年  月  日 

備考１ 備考２ 

 この標識は、横浜市開発事業の調整等に関する条例第９条第１項の規定に基づき設置したものです。 

  開発事業者： 

連絡先                電話：   (   )      

            （縦90センチメートル以上、横160センチメートル以上） 

（備考）  

１  この様式は、建築局長が必要があると認める場合は、規格を変更することができる。 

２  ＊印の欄については、予定される建築物が一戸建ての住宅の場合には、記入は不要とする。 

  ３ １欄、２欄及び３欄については、開発事業計画書の提出後、速やかに貼り付け、及び記入することとする。 

 ４ ４欄については、開発事業計画書の縦覧期間の決定後、速やかに記入することとする。 

 ５ ５欄については、市長の同意を得た後、速やかに記入することとする。 
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第３号様式（第７条） 
（第１面） 

開発事業計画書（新規･変更） 

年  月  日   
（提出先） 
 横浜市長 

住所                        
提出者 氏名                        

電話   (   )                 
(担当者氏名及び連絡先               )  

 横浜市開発事業の調整等に関する条例第13条第１項、第15条第２項又は第20条第２項後段の規定により、次のとおり開発事業
計画書を提出します。 

開 発 事 業 計 画 番 号 第     開計        号 

開発事業区域に含まれる土地の地名

地番 

 

標 識 設 置 年 月 日     年   月   日 

開 発 事 業 区 域 の 面 積 m2       

敷
地
の
概
要 

区 域 区 分 市街化区域／市街化調整区域 

用 途 地 域 地域 高 度 地 区 地区 

指 定 建 ぺ い 率 ％ 都 市 計 画 施 設   

指 定 容 積 率 ％ そ の 他 の 地 域 地 区  

宅 地 造 成 等 規 制 法 規制区域 内・外 景 観 計 画 の 適 用   有  ・  無 

地
目
別 

区 分 宅地 農地 山林 官有地 その他 計 

面 積 m2 m2 m2 m2 m2 m2 

比 率 ％ ％ ％ ％ ％ 100％ 

地 域 ま ち づ く り 計 画 

都市計画マスタープラン（地区プラン）   

地区計画   地域まちづくりプラン   

建築協定   地域まちづくりルール   

開 発 事 業 の 目 的   

開 発 事 業 の 種 類 

□ ①開発行為（開発区域の面積が500m2以上のもの等） 
□ ②大規模な共同住宅の建築 
□ ③市街化調整区域における建築物の建築（敷地面積が3,000m2以上のもの） 
□ ④宅地造成 
□ ⑤斜面地開発行為 
□ ⑥開発行為（開発区域の面積が500m2未満で、道路の位置の指定を要するもの） 

土 地 利 用 区 分 宅地 道路 公園等 排水施設 貯水施設 公益用地 その他 計 

面 積 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 

区域面積に対する比率 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 100％ 

条 例 で 必 要 な 空 地 道路状 歩道状 自由利用 緑化 

面 積 m2 m2 m2(   ％) m2(  ％)・  本 

予定される建築物等 

概

要 

用 途   住 戸 数 戸 

敷 地 面 積              m2 階 数 地上  階地下  階 
＊ 建  築  面  積
         

             m2 ＊ 建  ぺ  い  率 ％ 

＊ 延 べ 面 積 ( 車 庫 等 )          m2(  m2) ＊ 容   積   率 ％ 

＊ 構        造   ＊ 高        さ            m 

＊ 棟        数              棟 ＊ 駐  車  台  数  台 

開発事業の工事着手予定年月日 年  月  日 開発事業の工事完了予定年月日 年  月  日 

※ 受 付 年 月 日 年   月   日 

考備

 

 

（注意） １ ※印の欄は、記入しないでください。 
 ２ ＊印の欄については、予定される建築物が一戸建ての住宅の場合には、記入は不要です。 
 ３ 提出者の住所及び氏名は、法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入してください。 
 ４ 開発事業の種類①から⑤までのいずれかに該当する場合は、次の図書を添付してください。 

      (1) 位置図、(2) 現況図（地形、開発事業区域の境界並びに開発事業区域内及びその周辺の公共施設の状況を明示し、
縮尺は2,500分の１以上としてください。）、(3) 公図の写し、(4) 土地利用計画図（開発事業区域の境界、公共施
設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状及び用途、公益的施設の位置並びに横浜市開発事業の調整等に関する
条例第18条第２項第１号から第３号まで、第４号ア及び第９号に規定する空地の位置及び形状を明示し、縮尺は1,00
0分の１以上としてください。）、(5) 造成計画平面図及び造成計画断面図（宅地造成を行う場合に限ります。）、(6)
 建築物の立面図（予定される建築物が一戸建ての住宅以外の場合に限ります。）、(7) 住民説明に使用した開発事
業の構想等に関する資料、(8) 標識に土地利用計画図を貼付し、その状況が分かるよう撮影した写真、(9) 説明範囲
及び説明対象者が分かるように記入した資料、(10) その他市長が必要と認める図書 

      ５ 開発事業の種類⑥については、第１面のみ記入し、上記４に掲げる図書のうち、(1)から(6)まで及び(8)の図書を添付
してください。 

      ６ 開発事業計画書及び図書は、３部提出してください。 ただし、上記４(8)及び(9)の図書は、１部提出してくださ
い。 

（Ａ４） 
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 （第２面） 

説明方法 １ 説明会 ２ 戸別訪問 

説明の実施日時 
 年 月 日 ： ～ ：  
 年 月 日 ： ～ ：  

年 月 日 ～ 年 月 日  

主に説明を行った者の氏名  

説明の項目 

大項目 小項目 
確

認 

説明の内容 

開発事業区域の設定 □   

車・人の出入り □   

ゴミ置き場 □   

敷地内の緑化 □   

道路状,歩道状,自由利用空

地 
□   

開発事業区域の外周の排水

計画 
□   

集会室 □   

土地の利用計画 

（その他） □   

用途 □   

敷地面積 □   

戸数 □   

階数 □   

＊建築面積等 □   

＊構造 □   

＊高さ □   

予定建築物等の計画概要 

（その他） □   

道路の計画 □   

公園の計画 □   

調整池・雨水流出抑制施設 □   
公共施設等の整備 

（その他） □   

切土・盛土の範囲 □   

擁壁の位置・高さ □   

擁壁の種類・構造 □   
宅地造成 

（その他） □   

事業スケジュール 予定工期 □   

開発事業区域における防犯対策 防犯灯等の計画 □   

開発事業区域及びその周辺の道

路における通行の安全の確保 
 □  

地域まちづくり計画との整合  □   

意見書の提出 □   

手続の流れ 縦覧期間中の再意見書の提

出 
□   

その他 （任意に記載） □   

    □   

（注意） １ 主に説明を行った者が法人又は人の代理人又は使用人の場合は、その所属も記入してください。 
 ２ 確認欄には、説明の項目の内容を説明したことを確認し、レ点を入れてください。 
 ３ ＊印の欄については、予定される建築物が一戸建ての住宅の場合には、記入は不要です。 
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 （第３面） 

開発事業における配慮項目 開発事業計画における開発事業者の見解 

１ 殊更に小規模な開発事業区域を設定しないこと。 

  

２ 開発事業に伴い必要となる開発事業区域内外の公共

施設の整備に関すること。   

  

３ 開発事業区域に伴い必要となる開発事業区域内外の

公益的施設の確保に関すること。 

  

４ 開発事業区域に設けた公共施設及び公益的施設の横

浜市への引継ぎ等の措置に関すること。 

  

５ 横浜市都市計画マスタープラン（区プラン）との整

合に関すること。 

  

６ 地域まちづくり計画が策定されている場合は、当該

計画との整合に関すること。 

  

７ 予定される建築物の建築又は工作物若しくは特定工

作物の建設における周辺環境との調和等に関するこ

と。 

  

８ 住宅の建築の用に供する目的で行う開発事業に当

たっては、適正な土地利用の維持及び良好な居住環境

の保全に関すること。 

  

９ 開発事業区域及びその周辺の地域における防犯対策

に関すること。 

  

10 開発事業区域及びその周辺の地域における通行の安

全に関すること。 

  

11 開発事業区域及びその周辺の地域における利便の増

進に寄与する公益的施設用地の横浜市への譲渡に関す

ること。 

  

12 横浜市開発事業の調整等に関する条例第24条に規定

する開発事業の計画の遵守に関すること。 

  

13 その他 
  

※ 第２面の説明の内容に関し、近接住民若しくは地域住民又は地域まちづくり計画運営団体からの意見に配慮した事項、意見を反

映し、計画を変更した経緯等がある場合には、開発事業計画書の提出に至るまでの調整の内容について、下枠内に概要を記入して

ください。 

  

 



130 

 （第４面） 

開発事業の説明状況 

No. 説明を受けた者の住所・氏名 区分 説明日・方法 説明者氏名 
住民意

見符号 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

（注意） 区分の欄には、建築物の占有者(居住者、営業者等)にあっては１、建築物の所有者にあっては２、土地

の所有者にあっては３を記入してください。 
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（第５面） 

住民意

見符号 
説明に対する住民の意見 

見解書 

送付日 
住民の意見に対する開発事業者の見解又は措置 

  /  

  /  

  /  

  /  

  /  

  /  

  /  

  /  

  /  

  /  

  /  

  /  

  /  
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第６号様式（第12条第１項） 

 

開発協議申出書 

        年  月  日   

（申出先） 

 横浜市長 

住所               

申出者 氏名               

電話  (  )          

(担当者氏名及び連絡先        ) 

 

 横浜市開発事業の調整等に関する条例第16条第３項の規定により、開発協議について申

し出ます。 

１ 開発事業計画番

号 
  第     開計        号 

２ 

開発事業区域に

含まれる土地の

地名地番 

  

３ 開発事業の種

類 

□ ①開発行為（開発区域の面積が500m2以上のもの等） 

□ ②大規模な共同住宅の建築 

□ ③市街化調整区域における建築物の建築(敷地面積が3,000m2

以上のもの) 

□ ④宅地造成 

□ ⑤斜面地開発行為 

※  受 付 年 月 日 年  月  日 

備 

考 

  

（注意） １ ※印の欄は、記入しないでください。 

     ２ 申出者の住所及び氏名は、法人にあっては主たる事務所の所在地、

名称及び代表者の氏名を記入してください。 

     ３ 市長が必要と認める図書を添付してください。 

  （Ａ４） 
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第７号様式（第13条） 

（第１面） 

開発事業計画同意申請書 

年  月  日   

（申請先） 

 横浜市長 

住所               

申請者 氏名               

電話  (  )          

(担当者氏名及び連絡先        ) 

 

 横浜市開発事業の調整等に関する条例第17条第２項の規定により、開発事業計画の同意を

申請します。 

１ 開発事業計画番

号 
  第     開計        号 

２ 

開発事業区域に

含まれる土地の

地名地番 

  

３ 開発事業の種

類 

□ ①開発行為（開発区域の面積が500m2以上のもの等） 

□ ②大規模な共同住宅の建築 

□ ③市街化調整区域における建築物の建築(敷地面積が3,000m2以

上のもの) 

□ ④宅地造成 

□ ⑤斜面地開発行為 

□ ⑥開発行為（開発区域の面積が500m2未満で、道路の位置の指定

を要するもの） 

※ 受 付 年 月 日 年  月  日 

備 
考 

  

（注意） １ ※印の欄は、記入しないでください。 

     ２ 申請者の住所及び氏名は、法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表

者の氏名を記入してください。 

     ３ 次の図書を添付してください。 

      (1) 位置図 

      (2) 現況図（地形、開発事業区域の境界並びに開発事業区域内及びその周辺の公共

施設の状況を明示し、縮尺は2,500分の１以上としてください。） 

      (3) 土地利用計画図（開発事業区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物

等の敷地の形状及び用途、公益的施設の位置並びに横浜市開発事業の調整等に関

する条例第18条第２項第１号から第３号まで、第４号ア及び第９号に規定する空

地の位置及び形状を明示し、縮尺は1,000分の１以上としてください。） 

      (4) その他市長が必要と認める図書 

     ４ 開発事業計画同意申請書及び図書は、２部提出してください。 

（Ａ４） 
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（第２面） 

開発事業計画の概要 

開 発 事 業 計 画 番 号 第     開計        号 

開発事業区域に含まれる土地の地名

地番 

  

標 識 設 置 年 月 日                      年    月    日 

開 発 事 業 区 域 の 面 積 m2     

敷
地
の
概
要 

区 域 区 分 市街化区域／市街化調整区域 

用 途 地 域 地域 高 度 地 区 地区 

指 定 建 ぺ い 率 ％ 都 市 計 画 施 設   

指 定 容 積 率 ％ そ の 他 の 地 域 地 区  

宅 地 造 成 等 規 制 法 規制区域 内・外 景 観 計 画 の 適 用 有 ・ 無 

地
目
別 

区 分 宅地 農地 山林 官有地 その他 計 

面 積 m2 m2 m2 m2 m2 m2 

比 率 ％ ％ ％ ％ ％ 100％ 

開 発 事 業 の 目 的   

開 発 事 業 の 種 類 

□ ①開発行為（開発区域の面積が500㎡以上のもの等） 

□ ②大規模な共同住宅の建築 

□ ③市街化調整区域における建築物の建築（敷地面積が3,000m2以上のもの） 

□ ④宅地造成 

□ ⑤斜面地開発行為 

□ ⑥開発行為（開発区域の面積が500㎡未満で、道路の位置の指定を要するもの） 

土 地 利 用 区 分 宅地 道路 公園等 排水施設 貯水施設 公益用地 その他 計 

面 積 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 

区域面積に対する比率 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 100％ 

条 例 で 必 要 な 空 地 道路状 歩道状 自由利用 緑化 

面 積 m2 m2 m2(   ％) m2(  ％)・  本 

予定される建築物等 

概

要 

用 途   住 戸 数 戸 

敷 地 面 積            m2 階 数 地上  階地下  階 

＊ 建 築 面 積            m2 ＊ 建 ぺ い 率 ％ 

＊延べ面積(車庫等)        m2 (  m2) ＊ 容 積 率 ％ 

＊ 構     造   ＊  高     さ            m 

＊ 棟     数           棟 ＊ 駐 車 台 数  台 

開発事業の工事着手予定年月日 年  月  日 開発事業の工事完了予定年月日 年  月  日 

（注意） ＊印の欄については、予定される建築物が一戸建ての住宅の場合には、記入は不要です。 
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  第８号様式（第20条） 

（第１面） 

開発事業計画変更同意申請書 

年  月  日   

（申請先） 

 横浜市長 

 

住所             

申請者 氏名             

電話   (  )       

(担当者氏名及び連絡先      ) 

 

     年  月  日に同意のありました次の開発事業の計画について変更をしたいので、横

浜市開発事業の調整等に関する条例第20条第２項の規定により、開発事業計画に関する変更の同意

を申請します。 

１ 開発事業計画番号   第     開計        号 

２ 

開発事業区域に含

まれる土地の地名

地番 

  

３ 開発事業の種類 

□ ①開発行為（開発区域の面積が500m2以上のもの等） 

□ ②大規模な共同住宅の建築 

□ ③市街化調整区域における建築物の建築（敷地面積が3,000m2以上のも

の） 

□ ④宅地造成 

□ ⑤斜面地開発行為 

□ ⑥開発行為（開発区域の面積が500m2未満で、道路の位置の指定を要す

るもの） 

４ 同 意 年 月 日                         年   月   日 

５ 変 更 の 理 由 

  

６ 必 要 な 手 続 

標識の修正年月日 年  月  日 

住民説明年月日 
年  月  日 

年  月  日 

開発事業計画書（変更）の提出年月日 年  月  日 

再見解書の提出年月日 年  月  日 

開発協議申出書の提出年月日 年  月  日 

協議事項通知書の交付年月日 年  月  日 

※ 受 付 年 月 日             年  月  日 

備
考 

 

（注意） １ ※印の欄は、記入しないでください。 

      ２ 申請者の住所及び氏名は、法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の

氏名を記入してください。 

      ３ 次の図書を添付してください。 

(1) 開発事業計画の変更に伴いその内容が変更される図書 

(2) 変更箇所を示した新旧対照図 

(3) その他市長が必要と認める図書 

      ４ 開発事業計画変更同意申請書及び図書は、２部提出してください。 

（Ａ４）
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（第２面） 

開発事業計画の概要 

（注意） ＊印の欄については、予定される建築物が一戸建ての住宅の場合には、記入は不要です。 

開 発 事 業 計 画 番 号   第    開計         号 

開発事業区域に含まれる土地の地名

地番 

  

標 識 修 正 年 月 日      年   月   日 

開 発 事 業 区 域 の 面 積 m2     

敷
地
の
概
要 

区 域 区 分 市街化区域／市街化調整区域 

用 途 地 域 地域 高 度 地 区 地区 

指 定 建 ぺ い 率 ％ 都 市 計 画 施 設   

指 定 容 積 率 ％ そ の 他 の 地 域 地 区  

宅 地 造 成 等 規 制 法 規制区域 内・外 景 観 計 画 の 適 用 有 ・ 無 

地
目
別 

区 分 宅地 農地 山林 官有地 その他 計 

面 積 m2 m2 m2 m2 m2 m2 

比 率 ％ ％ ％ ％ ％ 100％ 

開 発 事 業 の 目 的   

開 発 事 業 の 種 類 

□ ①開発行為（開発区域の面積が500m2以上のもの等） 

□ ②大規模な共同住宅の建築 

□ ③市街化調整区域における建築物の建築（敷地面積が3,000m2以上のもの） 

□ ④宅地造成 

□ ⑤斜面地開発行為 

□ ⑥開発行為（開発区域の面積が500m2未満で、道路の位置の指定を要するもの） 

土 地 利 用 区 分 宅地 道路 公園等 排水施設 貯水施設 公益用地 その他 計 

面 積 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 

区域面積に対する比率 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 100％ 

条 例 で 必 要 な 空 地 道路状 歩道状 自由利用 緑化 

面 積 m2 m2 m2(   ％) m2(  ％)・  本 

予定される建築物等 

概

要 

用 途   住 戸 数 戸 

敷 地 面 積            m2 階 数 地上  階地下  階 

＊ 建 築 面 積                m2 ＊ 建 ぺ い 率 ％ 

＊延べ面積(車庫等)        m2(  m2) ＊ 容 積 率 ％ 

＊ 構     造   ＊ 高     さ            m 

＊ 棟     数            棟 ＊ 駐 車 台 数  台 

開発事業の工事着手予定年月

日 
年  月  日 

開発事業の工事完了予定年月

日 
年  月  日 
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（第３面） 

変更箇所一覧 

変更項目 新 旧 
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  第11号様式（第23条） 

特定承継承認申請書 

年  月  日   

（申請先） 

 横浜市長 

 

住所             

申請者 氏名             

電話   (  )       

(担当者氏名及び連絡先     )  

 

 横浜市開発事業の調整等に関する条例第22条第２項の規定により、当該開発事業計画に関する同意に基

づく地位の承継について承認を受けたいので申請します。 

１ 開 発 事 業 計 画 番 号 第     開計        号 

２ 同 意 年 月 日                   年   月   日 

３ 
開発事業区域に含まれる土地の地名

地番 

  

４ 被 承 継 人 の 住 所 及 び 氏 名 
  

５ 権 原 を 取 得 し た 年 月 日                  年   月   日 

６  承 継 の 理 由 
  

※ 承 認 の 際 の 付 記 事 項 別紙のとおり 

※ 承 認 年 月 日 及 び 番 号 
                 年   月   日 

                          横浜市 指令第     号  

※ 受 付 年 月 日     年 月 日 

備 

考 

 

（注意） １ ※印の欄は、記入しないでください。 

      ２ 申請者及び被承継人の住所及び氏名は、法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代

表者の氏名を記入してください。 

     ３ 当該開発事業に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類を添付してくださ

い。 

 （Ａ４） 
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 第12号様式(第28条) 

(表) 

  第     号 

身 分 証 明 書 

 

所属名           

職 名           

氏 名           

年  月  日生  

 

 上記の者は、横浜市開発事業の調整等に関する条例第40条第1項の規定により、立入検

査を行う者であることを証明します。 

 

      年  月  日 

横浜市長          印  

(縦６センチメートル、横８センチメートル) 

 

 

 

 

 

(裏) 

横浜市開発事業の調整等に関する条例(抜粋) 

 (報告等の徴収及び立入検査) 

第40条 市長は、前３条の規定による権限を行うため必要があると認めるときは、開発事

業者又は開発事業に関する工事の請負人（予定建築物の建築主等を含む。）から開発事

業に関する工事の状況等について必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員

をして開発事業区域内に立ち入らせ、当該工事の状況等を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に

提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては

ならない。 
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４ 横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則に定める様式以外の様式 

 

様式一覧表（カッコ内は条例における該当条項） 

 

 様式名 ページ 

規則外様式第１号  

(第６条) 
開発事業の調整等に関する条例第６条に関する協議申請書 142 

規則外様式第２号 

 (第６条) 

開発事業の調整等に関する条例第６条に関する協議結果 

通知書 
143 

規則外様式第３号  

(第９条) 
開発事業の調整等に関する条例における標識設置届 144 

規則外様式第４号 

 (第 12 条) 
開発事業の構想に対する意見書 145 

規則外様式第４号の２ 

 (第 12 条) 
見解書 146 

規則外様式第５号 

 (第 14 条) 
開発事業計画書の見解に対する再意見書 147 

規則外様式第５号の２  

(第 14 条) 
再意見書取下届 149 

規則外様式第５号の３  

(第 14 条) 
再見解書 150 

規則外様式第５号の４ 

(第 15 条第１項及び第 20 条第１項) 
開発事業計画書変更案届出書 151 

規則外様式第５号の５ 

(第 15 条第２項及び第 20 条第１項) 
開発事業計画の軽微な変更届出書 152 

規則外様式第６号 

 (第 16 条第４項) 
協議事項通知書 153 

規則外様式第６号の２ 協議事項報告書 154 

規則外様式第７号 

 (第 16 条第５項) 
協議結果通知書 156 

規則外様式第８号 

 (第 18 条第２項) 
開発事業計画の同意基準協議申請書 157 

規則外様式第９号 

 (第 18 条第２項) 
開発事業計画の同意基準協議結果通知書 158 

規則外様式第 10 号 

 (第 19 条) 
開発事業計画の同意通知書 159 

規則外様式第 11 号 

 (第 19 条) 
開発事業計画の不同意通知書 160 

規則外様式第 12 号 

 (第 20 条) 
開発事業計画の変更の同意通知書 161 

規則外様式第 13 号  

(第 20 条) 
開発事業計画の変更の不同意通知書 162 

規則外様式第 14 号 

 (第 21 条) 
開発事業計画廃止届 163 

規則外様式第 14 号の２  

(第 22 条第１項) 
一般承継届出書 164 

規則外様式第 15 号  

(第 22 条第２項) 

開発事業計画に関する同意に基づく地位の特定承継の承認 

通知書 
165 



141 

規則外様式第 16 号 

 (第 22 条第２項) 

開発事業計画に関する同意に基づく地位の特定承継の不承認 

通知書 
166 

規則外様式第 17 号 A  

(第 38 条第１項) 
開発事業に対する工事停止勧告書 167 

規則外様式第 17 号 B  

(第 38 条第２項) 
開発事業に対する工事停止勧告書 168 

規則外様式第 17 号 C  

(第 38 条第３項) 
開発事業に対する工事停止勧告書 169 

規則外様式第 17 号の２ 

（第 38 条の２） 
開発事業に関する公表について 170 

規則外様式第 18 号 A  

(第 39 条) 
開発事業に対する工事停止命令書 171 

規則外様式第 18 号 B 

 (第 39 条) 
開発事業に対する工事停止命令書 172 

規則外様式第 19 号 A 

 (第 40 条第１項) 
開発事業に関する工事状況等の報告の徴収について 173 

規則外様式第 19 号 B  

(第 40 条第１項) 
開発事業に関する工事状況等の報告書 174 

規則外様式第 19 号 C 

 (第 40 条第１項) 
開発事業に関する工事状況等の資料請求について 175 

規則外様式第 19 号 D  

(第 40 条第１項) 
開発事業に関する工事状況等の資料の提出書 176 

規則外様式第 20 号 開発事業に関する工事の完了届 177 

規則外様式第 21 号 開発事業に関する工事の完了確認通知書 178 

規則外様式第 22 号 
開発事業の調整等に関する条例第６条に関する協議に係る 

工事の完了届 
179 

規則外様式第 23 号 
開発事業の調整等に関する条例第６条に関する協議に係る 

工事の完了確認通知書 
180 

規則外様式第 24 号 削除 - 

規則外様式第 25 号 同意に基づく地位の承継に関する同意書 181 

規則外様式第 26 号 開発事業計画の変更概要書 182 

規則外様式第 27 号 開発事業の廃止のお知らせ 183 

規則外様式第 28 号 開発事業計画の指導・助言書 184 

規則外様式第 29 号 開発事業計画台帳 185 
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規則外様式第１号（第６条） 

 
 

開発事業の調整等に関する条例第６条に関する協議申請書 
 
                                    年   月   日 

 
（申請先） 
 横浜市長 
 

                         住 所 

                    申請者  氏 名                  

                         電 話      （    ）      

                    （担当者氏名及び連絡先              ） 
 

横浜市開発事業の調整等に関する条例第６条の規定に関して、開発事業計画が、都市計画法第 33 条

第１項第  号に定める規定のうち    に関する基準に適合していることについて協議をしたい

ため、次のとおり申請します。 

 

1 
開発事業区域に含まれる土地の 

地名地番 
  

2 開発事業計画番号 第       開計          号 

※ 受付年月日及び番号 年  月  日  第     号 

※ 確認年月日 年   月   日 

※ 確認結果 適合   ・   不適合 

※ 協議結果通知年月日及び番号 年   月   日  第      号 

 
（注意） １ ※の欄は記入しないでください。 

     ２ 申請者の住所及び氏名は、法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の 

      氏名を記入してください。 

     ３ 添付図書（開発事業の調整等に関する条例第６条に関する協議申請書と次の添付図書 

      は、正本１部、副本１部を提出してください。） 

      (1) 開発事業計画の概要書（第７号様式第２面）   (2) 位置図 

      (3) 現況図                    (4) 土地利用計画図 

      (5) その他基準に応じて必要となる図書 
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規則外様式第２号（第６条） 
                                      第   号 

                                      年  月  日 
 

開発事業の調整等に関する条例第６条に関する協議結果通知書 
 
 
住 所 
氏 名          様 
 
 
 

 
横浜市長             印 

 
 
 

 横浜市開発事業の調整等に関する条例第６条の規定に関して協議申請のありました開発事業計画に

ついては、都市計画法第 33 条第１項第   号に定める規定のうち   に関する基準に適合してい

ることを確認しました。 

 
 
  １ 開発事業の調整等に関する条例第６条に関する協議申請の受付年月日 

 
     年   月   日         

 
 
 
  ２ 開発事業計画番号 
 
   第   開計      号 
 
 
 
  ３ 開発事業区域に含まれる土地の地名地番 
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規則外様式第３号（第９条第２項） 

 
開発事業の調整等に関する条例における 

標 識 設 置 届 
                                      年  月  日 

（届出先） 
 横浜市長 

                         住 所 

                    届出者  氏 名                  

                         電 話      （    ）      

                    （担当者氏名及び連絡先              ） 
 
      年  月  日に標識を設置しましたので、横浜市開発事業の調整等に関する条例第９条

第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

開発事業区域に含まれる 

土地の地名地番 
 

開発事業区域の面積                    ㎡   

敷
地
の
概
要 

区域区分 市街化区域 ／ 市街化調整区域 

用途地域 地域 高度地区 地区 

指定建ぺい率 ％ 都市計画施設  

指定容積率 ％ その他の地域地区  

宅地造成等規制法 規制区域  内・外 風致地区 内  ・  外 

開発事業の目的  

開発事業の種類 

□ ①開発行為（開発区域の面積が 500 ㎡以上のもの等） 

(□ 自己の居住用／□ 自己の業務用／□ その他) 

□ ②大規模な共同住宅の建築 

□ ③市街化調整区域における建築物の建築（敷地面積が 3,000 ㎡以上のもの） 

□ ④宅地造成 

□ ⑤斜面地開発行為(□ 自己の居住用／□ 自己の業務用／□ その他) 

□ ⑥開発行為（開発区域の面積が 500 ㎡未満で、道路の位置の指定を要するもの） 

予定される建築物等 

用途  

敷地面積  

住戸数           戸 

階数 地上    階 地下    階 

棟数＊           棟 

建築面積＊           ㎡ 

延べ面積＊           ㎡ 

高さ＊           ｍ 

駐車台数＊           台 

※受付処理欄 

受付年月日 年    月    日 

開発事業計画番号 第    開計      号 

 

  （注意）１ ＊印については、一戸建ての住宅の計画の場合は省略することができます。 

      ２ ※の欄は記入しないでください。 

３ 届出者の住所及び氏名は、法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の 

       氏名を記入してください。 

      ４ 次の図書を添付してください。 

       (1) 位置図 (2) 現況図 (3) 公図の写し（開発事業区域内の各筆について、地目表記) 

       (4) 土地利用計画図   (5) 委任状    (6)その他市長が必要と認める図書 
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規則外様式第４号（第 12 条） 

 

 

開発事業の構想に対する意見書 
 
 

 この度、説明いたしました開発事業の構想についての意見がございましたら、この用紙に記入い

ただき、下記の提出先まで提出くださいますようお願いいたします。この用紙に記入しきれない場

合などは、この用紙以外の用紙や資料を提出していただいても結構です。 

 なお、この意見書の提出は、「横浜市開発事業の調整等に関する条例」第 12 条の規定により行わ

れるものです。 

氏      名 
  

住      所 
  

意見 

 

 

＜意見書の提出先及び提出方法＞ 

提出先： 

 

提出方法： 
 

 

開
発
事
業
計
画 

の
概
要 

開発事業者名 
  

開発事業区域に含まれる 

土地の地名地番   

開発事業計画番号 
  

説明日 
  

（開発事業者記入欄） 
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規則外様式第４号の２様式（第 12 条） 

 

見解書 

年 月 日 

 

 

 

様 

 

開発事業者                              

 

 

あなたが提出した意見について、横浜市開発事業の調整等に関する条例第 12 条第２項の規定によ

り、当方の見解を送付します。 

 

担当者：                            

連絡先：                            

開発事業計画番号 第     開計        号 

開発事業区域に含ま

れる土地の地名地番 
 

開発事業の種類 

□ ①開発行為（開発区域の面積が 500 ㎡以上のもの等） 

□ ②大規模な共同住宅の建築 

□ ③市街化調整区域における建築物の建築（敷地面積が 3,000 ㎡以上の

もの） 

□ ④宅地造成 

□ ⑤斜面地開発行為 

あなたの意見（要約） 当方の見解 
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規則外様式第５号（第 14 条） 

 

（第１面） 

開発事業計画書の見解に対する再意見書 
 

 開発事業計画書の事業者の見解に対する再意見につきましては、第２面に記入いただき、下記の

提出先まで提出くださいますようお願いいたします。この用紙に記入しきれない場合などは、この

用紙以外の用紙や資料を提出していただいても結構です。 

 

 なお、この意見書の提出は、「横浜市開発事業の調整等に関する条例」第 14 条の規定により行わ

れるものであり、この意見書は横浜市を経由して、開発事業者に送付されます。 

 

氏       名  

住       所  

開
発
事
業
計
画 

の
概
要 

開発事業者名  

開発事業区域に含まれる 

土地の地名地番 
 

開発事業計画番号 第    開計       号 

説明を受けた日 年    月   日 

 

 

＜再意見書の提出先及び提出方法＞ 

この再意見書は、以下の場所まで、郵送又はご持参くださいますようお願いいたします。 

 

 

開発事業 担当部署 住所 電話番号 

市街化区域の開発事業 
建築局 

宅地審査課指導担当 〒231-0005 
横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 25 階 

671-□4515・□4516 

□4517・□4518 

市街化調整区域の開発事業 
建築局 

調整区域課指導担当 
671-□4521 

大規模な共同住宅の建築 

(第 2 条第 2 号ア,ウ及びオに該当しない同号イ) 

建築局情報相談課 

中高層担当 

〒231-0005 
横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 25 階 

671-□2350 
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（第２面） 

説明項目 該当

項目 
開発事業者の見解に対するご意見 

大項目 小項目 

土地の利用計画 

開発事業区域の設定 □ 

 

車・人の出入り □ 

ゴミ置き場 □ 

敷地内の緑化 □ 

道路状,歩道状,自由利用空地 □ 

開発事業区域の外周の排水

計画 
□ 

集会室 □ 

（その他） □ 

予定建築物等の計画

概要 

用途 □ 

 

敷地面積 □ 

戸数 □ 

階数 □ 

＊建築面積等 □ 

＊構造 □ 

＊高さ □ 

（その他） □ 

公共施設等の整備 

道路の計画 □ 

 

公園の計画 □ 

調整池・雨水流出抑制施設 □ 

（その他） □ 

宅地造成 

切土・盛土の範囲 □ 

 

擁壁の位置・高さ □ 

擁壁の種類・構造 □ 

（その他） □ 

事業スケジュール 予定工期 □   

開発事業区域におけ

る防犯対策 
防犯灯等の計画 □   

開発事業区域及びそ

の周辺の道路におけ

る通行の安全の確保 
 □  

地域まちづくり計画

との整合 
 □  

手続の流れ 
意見書の提出 □ 

 
縦覧期間中の再意見書の提

出 
□ 
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規則外様式第５号の２様式（第 14 条） 

 

再意見書取下届 

                                      年  月  日 
（届出先） 
 横浜市長 

                         住 所 

                    届出者  氏 名                  

                         電 話      （    ）      

 
 

    年  月  日に提出した開発事業計画書の事業者の見解に対する再意見について、取り

下げますので、次のとおり届け出ます。 

 

開
発
事
業
計
画
の
概
要 

開発事業者名  

開発事業区域に含まれる 

土地の地名地番 
 

開発事業計画番号 第    開計       号 

説明を受けた日 年    月   日 

取り下げの理由  
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規則外様式第５号の３様式（第 14 条） 

 

再見解書 

年  月  日 

 

 

 

様 

 

開発事業者                             

 

あなたが提出した意見について、横浜市開発事業の調整等に関する条例第 14 条第３項の規定によ

り、当方の見解を送付します。 

 

担当者：                            

連絡先：                            

開発事業計画番号 第    開計        号 

開発事業区域に含ま

れる土地の地名地番 

 

 

開発事業の種類 

□ ①開発行為（開発区域の面積が 500 ㎡以上のもの等） 

□ ②大規模な共同住宅の建築 

□ ③市街化調整区域における建築物の建築（敷地面積が 3,000 ㎡以上の

もの） 

□ ④宅地造成 

□ ⑤斜面地開発行為 

あなたの意見（要約） 当方の見解 
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規則外様式第５号の４様式（第 15 条第１項及び第 20 条第 1項） 

開発事業計画書変更案届出書 

年  月  日 

（届出先） 

横浜市長 

 

住所                     

                 届出者 氏名                    

電話      （    ）         

（担当者氏名及び連絡先              ） 

 

横浜市開発事業の調整等に関する条例第 15 条第１項及び第 20 条第 1項の規定により、開発事業の構想の変更について届

け出ます。 

１ 開発事業計画番号    第     開計         号 

２ 開発事業区域に含まれる

地名地番 
 

３ 開発事業の種類 

□ ①開発行為（開発区域の面積が 500 ㎡以上のもの等） 

□ ②大規模な共同住宅の建築 

□ ③市街化調整区域における建築物の建築（敷地面積が 3,000 ㎡以上のもの） 

□ ④宅地造成 

□ ⑤斜面地開発行為 

□ ⑥開発行為（開発区域の面積が 500 ㎡未満で、道路の位置の指定を要するもの） 

４ 同意の年月日 

（同意後の場合のみ記載） 
   年   月   日 

５ 標識の修正(予定)日    年   月   日 

変更の理由 

 

 

 

 

 

変更箇所一覧（項目が多い場合は同様式の別紙での提出も可能です。） 

変更項目 新 旧 

 

 

 

 

 

 

  

※受 付 年 月 日 年   月   日 

備 

考 

 

（注意）１ ※印の欄は、記入しないでください。 
     ２ 届出者の住所及び氏名は、法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入してくださ

い。 
     ３ 横浜市開発事業の調整等に関する条例第 13 条第１項の規定により開発事業計画書を提出する際に添付した

図書のうち変更に係る図書及び変更箇所を示した新旧対照図を添付してください。 
４ 開発事業計画書変更案届出書、図書及び新旧対照図は、３部提出してください。 
５ 標識の状況が分かる写真を添付してください。 
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規則外様式第５号の５（第 15 条第２項ただし書及び第 20 条第３項） 
 

開発事業計画の軽微な変更届出書（同意前・同意後） 

年  月  日 

（届出先） 

横浜市長 

 

住所                     

             届出者 氏名                  

電話      （    ）         

（担当者氏名及び連絡先              ） 

 

横浜市開発事業の調整等に関する条例第 15 条第２項ただし書及び第 20 条第３項に規定される軽微な変更をしましたの

で、次のとおり届け出ます。 

１ 開発事業計画番号    第    開計        号 

２ 開発事業区域に含まれる

土地の地名地番 
 

３ 開発事業の種類 

□ ①開発行為（開発区域の面積が 500 ㎡以上のもの等） 

□ ②大規模な共同住宅の建築 

□ ③市街化調整区域における建築物の建築（敷地面積が 3,000 ㎡以上のもの） 

□ ④宅地造成 

□ ⑤斜面地開発行為 

□ ⑥開発行為（開発区域の面積が 500 ㎡未満で、道路の位置の指定を要するもの） 

４ 同意の年月日 

（同意後の場合のみ記載） 
   年   月   日 

５ 標識の修正(予定)日    年   月   日 

変更の理由 

 

 

 

 

 

変更箇所一覧（項目が多い場合は同様式の別紙での提出も可能です。） 

変更項目 新 旧 

 

 

 

 

 

 

  

※受 付 年 月 日 年   月   日 

備 

考 

 

（注意）１ ※印の欄は、記入しないでください。 
    ２ 届出者の住所及び氏名は、法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入してくださ

い。 
    ３ 次の図書を添付してください。 

(1) 横浜市開発事業の調整等に関する条例第 13 条第１項の規定により開発事業計画書を提出する際に添付し
た図書のうち変更に係る図書及び変更箇所を示した新旧対照図３部 

(2) その他市長が必要と認める図書 
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規則外様式第６号（第 16 条第４項） 
 

                                      第   号 
                                      年  月  日 

 

協 議 事 項 通 知 書 
 
住 所 
氏 名          様 
 

 
横浜市長             印 

 
 
     年  月  日に横浜市開発事業の調整等に関する条例（以下「条例」という。）第 16 条の

規定による開発協議の申出のありました次の開発事業計画について、条例第 16 条第４項の規定により

開発協議における協議事項等を通知します。 

 
開発事業計画 

開発事業区域に含まれる 

土地の地名地番   

開発事業区域の面積                    ㎡   

開発事業の目的   

開発事業の種類   

開発事業計画番号 第         開計             号 

 
 

 
協議事項 
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規則外様式第６号の２（第 16 条第３項） 
 

（第１面） 

協 議 事 項 報 告 書 
                                      年  月  日 

 

（報告先） 
 横浜市長 
 
                         住 所 
                    報告者  氏 名                
                         電 話      （    ）      
                    （担当者氏名及び連絡先              ） 
 
     年  月  日に横浜市開発事業の調整等に関する条例（以下「条例」という。）第 16 条に

規定された開発協議における協議事項について次のとおり報告をします。 

 
開発事業計画 

開発事業区域に含まれる 

土地の地名地番  

開発事業区域の面積                    ㎡   

開発事業の目的  

開発事業の種類  

開発事業計画番号 第         開計             号 
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（第２面） 
協議事項について 

協議事項 報告事項 添付資料の有無 
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規則外様式第７号（第 16 条第５項） 
 

                                      第   号 
                                      年  月  日 

 

協 議 結 果 通 知 書 
 
住 所 
氏 名          様 
 

 
横浜市長             印 

 
 

     年  月  日に横浜市開発事業の調整等に関する条例（以下「条例」という。）第 16 条の

規定による開発協議の申出のありました次の開発事業計画については、開発協議が終了しましたので、

条例第 16 条第５項の規定により協議結果を通知します。 

 
開発事業計画 

開発事業区域に含まれる 

土地の地名地番   

開発事業区域の面積                    ㎡   

開発事業の目的   

開発事業の種類  

開発事業計画番号 第         開計             号 

 
 

 
協議結果 
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規則外様式第８号（第 18 条第２項） 

 
 

開発事業計画の同意基準協議申請書 
 
                                    年   月   日 

 
（申請先） 
 横浜市長 
 

                         住 所 

                    申請者  氏 名                

                         電 話      （    ）      

                    （担当者氏名及び連絡先              ） 

 

 開発事業計画が、横浜市開発事業の調整等に関する条例第 18 条第２項第  号の規定に適合してい

ることについて協議したいので、次のとおり申請します。 

１ 
開発事業区域に含まれる 

土地の地名地番 
  

２ 開発事業の種類 

□ ①開発行為（開発区域の面積が 500 ㎡以上のもの等） 

□ ②大規模な共同住宅の建築 

□ ③市街化調整区域における建築物の建築（敷地面積が

3,000 ㎡以上のもの） 

□ ④宅地造成 

□ ⑤斜面地開発行為 

３ 開発事業計画番号 第         開計             号 

※ 受付年月日及び番号 年  月  日  第     号 

※ 確認年月日 年   月   日 

※ 確認結果 適合   ・   不適合 

※ 協議結果通知年月日及び番号 年   月   日  第      号 

（注意） １ ※の欄は記入しないでください。 

     ２ 申請者の住所及び氏名は、法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏

名を記入してください。 

     ３ 添付図書（開発事業計画の同意基準協議申請書と次の添付図書は、正本１部、副本１部

を提出してください。この他、添付図書の(5)の図書を開発事業計画の同意基準協議結果

通知書の受領時に２部提出してください） 

       (1) 開発事業計画の概要書（第７号様式第２面）   (2) 位置図 

       (3) 現況図                    (4) 土地利用計画図 

       (5) その他基準に応じて必要となる図書 
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規則外様式第９号（第 18 条第２項） 

                                      第   号 
                                    年  月  日 

 

開発事業計画の同意基準協議結果通知書 
 
 
住 所 
氏 名          様 
 
 
 

 
横浜市長             印 

 
 
 

 次の開発事業計画については、横浜市開発事業の調整等に関する条例第 18 条第２項第  号の規定

に適合していることを確認しましたので、協議結果を通知します。 

 
 
  １ 開発事業計画の同意基準協議申請の受付年月日 

     年   月   日         
 
 
  ２ 開発事業計画番号 

   第    開計      号 
 
 
  ３ 開発事業区域に含まれる土地の地名地番 
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規則外様式第 10 号（第 19 条） 

                               横浜市   指令 第   号 

                                      年  月  日 
 

開発事業計画の同意通知書 
 
住 所 
氏 名          様 
 

 
横浜市長             印 

 
 
 

     年  月  日に申請のありました開発事業計画については、横浜市開発事業の調整等に関

する条例（以下「条例」という。）第 18 条第２項の規定に適合しており、かつ、条例第９条及び第 11

条から第 15 条までに定める手続（第２条第２号カに掲げる開発事業にあっては、第 13 条第１項及び第

２項並びに第 15 条に定める手続）が終了していることを認めたため、条例第 17 条第１項の同意をしま

すので、条例第 19 条第１項の規定により通知します。 

 
（備考） 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、横浜市（代表者 横浜市

長）に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、横浜市（代

表者 横浜市長）を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に提起することができます。 

３ 上記１及び２の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起

算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌

日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合がありま

す。 

 

 

 

 

 

開
発
事
業
計
画
の
概
要 

１ 開発事業区域に含まれる

土地の地名地番 

 

 

 

２ 開発事業区域の面積 ㎡ 

３ 開発事業者の氏名  

４ 開発事業の目的  

５ 開発事業の種類  

６ 開発事業計画番号 第       開計         号 
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規則外様式第 11 号（第 19 条） 

                               横浜市   指令 第   号 

                                      年  月  日 
 

開発事業計画の不同意通知書 
 
住 所 
氏 名          様 
 
 

 
横浜市長             印 

 
 
 
     年  月  日に申請のありました開発事業計画については、次の理由により横浜市開発事

業の調整等に関する条例（以下「条例」という。）第 17 条第１項の同意をしませんので、条例第 19 条

第１項の規定により通知します。 

 
  不同意理由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（備考） 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、横浜市（代表者 横浜市

長）に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、横浜市（代

表者 横浜市長）を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に提起することができます。 

３ 上記１及び２の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起

算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌

日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合がありま

す。 
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規則外様式第 12 号（第 20 条） 

                               横浜市   指令 第   号 

                                      年  月  日 
 

開発事業計画の変更の同意通知書 
 
住 所 
氏 名          様 
 
 

 
横浜市長             印 

 
 
 

     年  月  日に変更の申請のありました開発事業計画については、横浜市開発事業の調整

等に関する条例（以下「条例」という。）第 18 条第２項の規定に適合しており、かつ、条例第 11 条か

ら第 14 条の２までに定める手続（第２条第２号カに掲げる開発事業にあっては、第 13 条第１項及び第

２項に定める手続）及び開発協議が終了していることを認めたため、条例第 20 条第１項の同意をしま

すので、同条第４項の規定により通知します。 

 

開
発
事
業
計
画
の
概
要 

１ 開発事業区域に含まれる 

  土地の地名地番 
  

２ 開発事業区域の面積 ㎡ 

３ 開発事業者の氏名   

４ 開発事業の目的   

５ 開発事業の種類   

６ 開発事業計画の 

  変更前の同意年月日及び番号 
      年      月      日  第           号 

 
（備考） 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、横浜市（代表者 横浜市

長）に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、横浜市（代

表者 横浜市長）を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に提起することができます。 

３ 上記１及び２の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起

算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌

日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合がありま

す。 
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規則外様式第 13 号（第 20 条） 

                               横浜市   指令 第   号 

                                      年  月  日 
 

開発事業計画の変更の不同意通知書 
 
住 所 
氏 名          様 
 
 

 
横浜市長             印 

 
 
 

     年  月  日に申請のありました開発事業計画については、次の理由により横浜市開発事

業の調整等に関する条例（以下「条例」という。）第 20 条第１項の同意をしませんので、同条第４項の

規定により通知します。 

 
  不同意理由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（備考） 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、横浜市（代表者 横浜市

長）に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、横浜市（代

表者 横浜市長）を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に提起することができます。 

３ 上記１及び２の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起

算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌

日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合がありま

す。 
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規則外様式第 14 号（第 21 条） 

 
開発事業計画廃止届 

                                      年  月  日 
 
（届出先） 
 横浜市長 
 

                         住 所 

                    届出者  氏 名                

                         電 話      （    ）      

                    （担当者氏名及び連絡先              ） 
 
 横浜市開発事業の調整等に関する条例第 21 条の規定により、次のとおり届け出ます。 

 
開発事業計画番号 第    開計      号    

開発事業区域に含まれる 

土地の地名地番 
  

開発事業区域の面積                    ㎡   

開発事業の目的 
  

開発事業の種類 

□ ①開発行為（開発区域の面積が 500 ㎡以上のもの等） 

□ ②大規模な共同住宅の建築 

□ ③市街化調整区域における建築物の建築（敷地面積が 3,000 ㎡以上のもの） 

□ ④宅地造成 

□ ⑤斜面地開発行為 

□ ⑥開発行為（開発区域の面積が 500 ㎡未満で、道路の位置の指定を要するもの） 

標識設置年月日       年      月      日 

標識設置届提出年月日       年      月      日 

開発事業計画提出年月日       年      月      日 

同意申請年月日       年      月      日 

同意年月日及び番号       年      月      日  第          号 

開発事業廃止年月日       年      月      日 

※受付年月日       年      月      日 

備
考 

  

 
 （注意）１ ※の欄は記入しないでください。 

     ２ 届出者の住所及び氏名は、法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏

名を記入してください。 

     ３ 開発事業計画書を提出していない場合にあっては、開発事業計画書提出年月日は記入し

ないでください。 

     ４ 開発事業計画の同意申請をしていない場合にあっては、同意申請年月日は記入しないで

ください。また、同意を得ていない場合にあっては、同意年月日及び番号は記入しないで

ください。 
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規則外様式第 14 号の２様式（第 22 条第１項） 
 

一般承継届出書 

年  月  日 

（届出先） 

横浜市長 

 

住所                     

       届出者 氏名                     

電話      （    ）         

（担当者氏名及び連絡先              ） 

 

横浜市開発事業の調整等に関する条例第 22 条第１項の規定により、開発事業計画に関する同意に基づく地位

を承継しましたので、次のとおり届け出ます。 

１ 開発事業計画番号 第    開計          号 

２ 同意の年月日 年   月   日 

３ 開発事業区域に含まれる土地の地

名地番 
 

４ 被承継人の住所、氏名及び承継人と

の続柄 
続柄     

５ 承継年月日 年   月   日 

６ 承継の原因  

※受付年月日 年   月   日 

備 

考 

 

（注意）１ ※印の欄は、記入しないでください。 

    ２ 届出者及び被承継人の住所及び氏名は、法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表

者の氏名を記入してください。 

    ３ 承継の原因が法人の合併の場合は合併後の法人の登記事項証明書を、法人の分割の場合は被承

継人となる法人の登記事項証明書及び承継を証する書類を、相続の場合は被承継人の戸籍謄本及

び承継の原因を証する書類を、それぞれ添付してください。 
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規則外様式第 15 号（第 22 条） 

                               横浜市   指令 第   号 

                                      年  月  日 
 

開発事業計画に関する同意に基づく地位の特定承継の承認通知書 
 
住 所 
氏 名          様 
 

 
横浜市長             印 

 
 

     年  月  日に承認申請のありました開発事業計画に関する同意に基づく地位の特定承

継については、横浜市開発事業の調整等に関する条例第 22 条第２項の規定により承認しましたので、

次のとおり通知します。 

開発事業計画番号 第    開計        号 

開発事業計画書提出年月日          年         月         日 

同意の年月日及び番号          年         月         日  第           号 

開発事業区域に含まれる 

土地の地名地番 
  

被承継人の住所及び氏名   

付記事項   

 
（備考） 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、横浜市（代表者 横浜市

長）に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、横浜市（代

表者 横浜市長）を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に提起することができます。 

３ 上記１及び２の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起

算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌

日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合がありま

す。 
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規則外様式第 16 号（第 22 条） 

                               横浜市   指令 第   号 

                                      年  月  日 
 

開発事業計画に関する同意に基づく地位の特定承継の不承認通知書 
 
住 所 
氏 名          様 
 

 
横浜市長             印 

 

     年  月  日に承認申請のありました開発事業計画に関する同意に基づく地位の特定承

継については、横浜市開発事業の調整等に関する条例第 22 条第２項の規定により承認しませんので、

次のとおり通知します。 

開発事業計画番号 第    開計       号 

開発事業計画書提出年月日          年         月         日 

同意の年月日及び番号          年         月         日  第           号 

開発事業区域に含まれる 

土地の地名地番 
  

被承継人の住所及び氏名   

不承認の理由   

 

（備考） 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、横浜市（代表者 横浜市

長）に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、横浜市（代

表者 横浜市長）を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に提起することができます。 

３ 上記１及び２の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起

算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌

日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合がありま

す。 
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規則外様式第 17 号Ａ（第 38 条第１項） 

   横浜市   指令 第   号 

                                      年  月  日 
 
 

開発事業に対する工事施行停止勧告書 
 
住 所 

氏 名           様 
 

 
横浜市長             印 

 
 
あなたが施行している横浜市    区       の開発事業は横浜市開発事業の調整等に関

する条例（以下「条例」という。）第 24 条第１項又は第２項の規定に違反していますので、条例第 38

条第１項の規定により、工事の施行の停止を勧告します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（備考） 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、横浜市（代表者 横浜市

長）に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、横浜市（代

表者 横浜市長）を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に提起することができます。 

３ 上記１及び２の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起

算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌

日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合がありま

す。 
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規則外様式第 17 号Ｂ（第 38 条第２項） 

   横浜市   指令 第   号 

                                      年  月  日 

 
 

開発事業に対する工事施行停止勧告書 
 
住 所 

氏 名           様 
 

 
横浜市長             印 

 
 

あなたが施行している横浜市    区       の開発事業は横浜市開発事業の調整等に関

する条例（以下「条例」という。）第 25 条第１項の規定に違反していますので、条例第 38 条第２項の

規定により、条例第 17 条第１項に規定する同意を得るまでの間、工事の施行の停止を勧告します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（備考） 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、横浜市（代表者 横浜市

長）に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、横浜市（代

表者 横浜市長）を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に提起することができます。 

３ 上記１及び２の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起

算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌

日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合がありま

す。 
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規則外様式第 17 号Ｃ（第 38 条第３項） 

                               横浜市   指令 第   号 

                                      年  月  日 

 
 

開発事業に対する工事施行停止勧告書 
 
住 所 

氏 名           様 
 
 

 
横浜市長             印 

 
 
あなたが施行している横浜市    区       の開発事業は横浜市開発事業の調整等に関

する条例（以下「条例」という。）第 25 条第２項の規定に違反していますので、条例第 38 条第３項の

規定により、条例第 20 条第１項に規定する同意を得るまでの間、工事の施行の停止を勧告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（備考） 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、横浜市（代表者 横浜市

長）に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、横浜市（代

表者 横浜市長）を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に提起することができます。 

３ 上記１及び２の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起

算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌

日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合がありま

す。 
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規則外様式第 17 号の２（第 38 条の２） 

                            横浜市   指令 第   号 

                                      年  月  日 
 
 

開発事業に関する公表について 
 
住 所 

氏 名            様 
 

横浜市長             印 
 
 
 横浜市開発事業の調整等に関する条例第 38 条の２の規定に基づき、横浜市     区 

                 において行っている開発事業は、横浜市開発事業の調整等に関す

る条例（以下「条例」という。）に違反していますので、条例第 38 条の２第１項の規定により公表しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（備考） 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、横浜市（代表者 横浜市

長）に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、横浜市（代

表者 横浜市長）を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に提起することができます。 

３ 上記１及び２の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起

算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌

日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合がありま

す。 



171 

規則外様式第 18 号Ａ（第 39 条） 

                               横浜市   指令 第   号 

                                      年  月  日 
 
 

開発事業に対する工事施行停止命令書 
 
住 所 

氏 名           様 

 

 
 

横浜市長             印 
 
 
あなたが施行している横浜市    区       の開発事業は、横浜市開発事業の調整等に関

する条例（以下「条例」という。）に違反していますので、条例第 17 条第１項に規定する同意を得るま

での間、条例第 39 条第１項の規定により工事施行の停止を命令します。 

 
 
 
 
処分の事由 
市長の同意を受けず開発事業に着手したことは、条例第 25 条第１項の規定に違反する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（備考） 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、横浜市（代表者 横浜市

長）に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、横浜市（代

表者 横浜市長）を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に提起することができます。 

３ 上記１及び２の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起

算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌

日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合がありま

す。 

４ この処分に違反したときは、条例第 42 条第１項の規定により、６箇月以下の懲役又は 500,000 円以下の罰金に処せられることがあ

ります。 
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規則外様式第 18 号Ｂ（第 39 条） 

                               横浜市   指令 第   号 

                                      年  月  日 
 
 

開発事業に対する工事施行停止命令書 
 
住 所 

氏 名           様 

 

 
 

横浜市長             印 
 
 
あなたが施行している横浜市    区       の開発事業は、横浜市開発事業の調整等に関

する条例（以下「条例」という。）に違反していますので、条例第 20 条第１項に規定する同意を得るま

での間、条例第 39 条第１項の規定により工事施行の停止を命令します。 

 
 
 
 
処分の事由 
市長の同意を受けず開発事業に着手したことは、条例第 25 条第１項の規定に違反する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（備考） 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、横浜市（代表者 横浜市

長）に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、横浜市（代

表者 横浜市長）を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に提起することができます。 

３ 上記１及び２の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起

算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌

日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合がありま

す。 

４ この処分に違反したときは、条例第 42 条第１項の規定により、６箇月以下の懲役又は 500,000 円以下の罰金に処せられることがあ

ります。 
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規則外様式第 19 号Ａ（第 40 条第１項） 

                            横浜市   指令 第   号 

                                      年  月  日 
 
 

開発事業に関する工事状況等の報告の徴収について 
 
 
住 所 

氏 名            様 
 

横浜市長             印 
 
 
 横浜市開発事業の調整等に関する条例第 40 条第１項の規定に基づき、横浜市     区 

                 において行っている開発事業に関して、次の事項を  年  月 

  日までに報告してください。 

 
 

報 告 事 項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

提 出 先     
横浜市   区    町     番地 

       横浜市建築局  
 
 
 
 
 

 この処分による報告の要求に対し、これに応じず、又は虚偽の報告を行ったときは、横浜市開発事業

の調整等に関する条例第42条第２項の規定により、200,000円以下の罰金に処せられることがあります。 
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規則外様式第 19 号Ｂ（第 40 条第１項） 

 
開発事業に関する工事状況等の報告書 

    年  月  日 
 
（報告先） 
横浜市長 

 

住 所             

報告者  氏 名             

電 話    （   ） 

（担当者氏名及び連絡先             ） 
 

 

 横浜市     区                  において行っている開発事業に関

して、次のとおり報告します。 
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規則外様式第 19 号Ｃ（第 40 条第１項） 

横浜市   指令 第   号 

  年  月  日 
 
 

開発事業に関する工事状況等の資料請求について 
 
住 所 

氏 名            様 
 

横浜市長             印 
 
 
 横浜市開発事業の調整等に関する条例第 40 条第１項の規定に基づき、横浜市     区 

           において行っている開発事業に関して、次の資料を    年  月  日ま

でに提出してください。 

 
 
 

提 出 資 料 

       １ 

       ２ 

       ３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 提 出 先  

横浜市   区    町     番地 
       横浜市建築局  
 
 

 この処分による資料の提出の要求に対し、これに応じず、又は虚偽の資料の提出を行ったときは、横

浜市開発事業の調整等に関する条例第 42 条第２項の規定により、200,000 円以下の罰金に処せられるこ

とがあります。 
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規則外様式第 19 号Ｄ（第 40 条第１項） 

 
 

開発事業に関する工事状況等の資料の提出書 
 

    年  月  日 
 
（提出先） 
横浜市長 

 

住 所             

提出者  氏 名             

電 話    （   ） 

（担当者氏名及び連絡先             ） 
 
 横浜市    区                   において行っている開発事業に関して、

次のとおり資料を提出します。 
 
 

提 出 資 料 

      １ 

       ２ 

       ３ 
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規則外様式第 20 号 

 
 

開発事業に関する工事の完了届 
 
                                    年   月   日 

 
（届出先） 
 横浜市長 
 

                         住 所 

                    届出者  氏 名                 

                         電 話      （    ）      

                    （担当者氏名及び連絡先              ） 
 

 開発事業に関する工事のうち横浜市開発事業の調整等に関する条例第 18 条第２項第  号に定める

基準に係る部分についての工事が完了しましたので、次のとおり届け出ます。 

１ 
開発事業計画の同意基準協議結果通

知年月日及び番号 
 年  月  日  第     号 

２ 
開発事業区域に含まれる 

土地の地名地番   

３ 工事完了年月日 年   月   日 

※ 受付年月日及び番号 年  月  日  第     号 

※ 確認年月日 年   月   日 

※ 確認結果 適合   ・   不適合 

※ 計画適合確認通知年月日及び番号 年   月   日  第      号 

 

（注意） １ ※の欄は記入しないでください。 

     ２ 届出者の住所及び氏名は、法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏

名を記入してください。 
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規則外様式第 21 号 

                                     号 

                                      年  月  日 
 

開発事業に関する工事の完了確認通知書 
 
 
 
住 所 
氏 名          様 
 
 
 

 
横浜市長             印 

 
 
 
 

      年  月  日に完了の届け出のありました開発事業に関する工事については、工事が完

了し、工事の内容が横浜市開発事業の調整等に関する条例第 18 条第２項第  号に定める基準に適合

していることを確認しましたので通知します。 

 
 
 
 

  １ 開発事業計画の同意基準協議結果通知年月日及び番号 

         年  月  日        第     号 

 

 

  ２ 開発事業に関する工事の完了届の受付年月日及び番号 

         年  月  日        第     号 

 

 

  ３ 開発事業区域に含まれる土地の地名地番 
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規則外様式第 22 号 

 

 

開発事業の調整等に関する条例第６条に関する協議に係る工事の完了届 
 

                                    年   月   日 

 

 
（届出先） 

 横浜市長 
 

                         住 所 

                    届出者  氏 名                 

                         電 話      （    ）      

                    （担当者氏名及び連絡先              ） 
 

 開発事業に関する工事のうち横浜市開発事業の調整等に関する条例第６条に関する協議（都市計画法

第 33 条第１項第  号に定める規定のうち     に関する基準）に係る部分についての工事が完了

しましたので、次のとおり届け出ます。 

 

１ 
横浜市開発事業の調整等に関する条例第６条

に関する協議結果通知年月日及び番号 年  月  日  第       号 

２ 開発事業区域に含まれる土地の地名地番 
 
 
 

３ 工事完了年月日 年  月  日 

※ 受付年月日及び番号 年  月  日  第       号 

※ 確認年月日 年  月  日 

※ 確認結果 適合  ・  不適合 

※ 計画適合確認通知年月日及び番号 年  月  日  第       号 

 
 

（注意） １ ※の欄は記入しないでください。 

     ２ 届出者の住所及び氏名は、法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏 

      名を記入してください。 
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規則外様式第 23 号 

                                      第   号 
                                    年  月  日 

 

開発事業の調整等に関する条例第６条に関する協議に係る 

工事の完了確認通知書 
 

 

住 所 

氏 名          様 

 
 
 

 
横浜市長             印 

 
 

 

      年  月  日に完了の届け出のありました開発事業に関する工事のうち、横浜市開発事

業の調整等に関する条例第６条に関する協議（都市計画法第 33 条第１項第   号に定める規定のう

ち      に関する基準）に係る部分については、工事が完了し、開発事業計画に適合しているこ

とを確認しましたので通知します。 

 
 
 
 
  １ 横浜市開発事業の調整等に関する条例第６条に関する協議結果通知年月日及び番号 

         年  月  日        第     号 
 
 
  ２ 開発事業に関する工事の完了届の受付年月日及び番号 

         年  月  日        第     号 
 
  ３ 開発事業区域に含まれる土地の地名地番 
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規則外様式第 25 号 

 

 

同意に基づく地位の承継に関する同意書 
 
 

 
 

年    月    日に横浜市開発事業の調整等に関する条例第 17 条第１項の規定によ

り同意を得ました、開発事業計画につきましては、特定承継承認申請書に記載されている承継理由によ

り、承継人に承継することを同意しています。 

 

 
１ 被承継人の住所及び氏名 

 

住 所                            

 

氏 名                          印 

  

２ 承継人の住所及び氏名 

                

住 所                            

 

氏 名                           

 

 

同
意
を
受
け
た
開
発
事
業
の
概
要 

１ 開発事業計画番号 第     開計        号 

２ 開発事業区域に含まれる 

  土地の地名地番 
 

３ 開発事業区域の面積     ㎡ 

４ 開発事業者の氏名  

５ 開発事業の目的  

６ 開発事業の種類  

７ 開発事業計画の 

  同意年月日及び番号  
 年   月   日    第         号 
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規則外様式第 26 号 

 

 

開発事業計画の変更概要書 
 

 

 横浜市開発事業の調整等に関する条例第 20 条第２項の規定により提出した開発事業計画書（第   

開計    号）について、同意の変更を受けようとする概要は次のとおりです。 

 

変更の理由  

変更箇所一覧 

変更項目 新 旧 
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規則外様式第 27 号 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開発事業者：
連絡先：　　　　　　　　　　　　電話　　　（　　　　）　　　　　

この標識は、横浜市開発事業の調整等に関する条例第21条に基

開発事業の廃止のお知らせ

   づき設置したものです。

開発事業計画廃止届　　　提出日　　　年　　　　月　　　　日
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規則外様式第 28 号（第 36 条） 

 
                                      第   号 

                                      年  月  日 
 

開発事業計画の指導・助言書 
 
住 所 
氏 名          様 
 

 
横浜市長             印 

 
 
 次の開発事業計画について、横浜市開発事業の調整等に関する条例第 36 条の規定により、指導・助

言事項を通知します。 

 
開発事業計画 

開発事業区域に含まれる 

土地の地名地番   

開発事業区域の面積                    ㎡   

開発事業の目的   

開発事業の種類   

開発事業計画番号 第         開計             号 

 
指導・助言事項 
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規則外様式第 29 号（第 37 条） 

 

開発事業計画台帳 （

㎡ ㎡ ㎡

予定される建築物の
住戸数、棟数

） 年度

開発事業の種類

開発事業計画番号

氏名

手続の種類 標識設置届 開発事業計画書（新規） 開発事業計画書（変更）

開発事業区域に
含まれる地域の
土地の地名地番

棟戸

開発事業区域の面積

開発事業の目的
予定される

建築物等の用途

再意見書受理日 ―

標識設置届日

標識の設置日

住所

住民説明
開始日

最終日

開発事業
計画書

縦覧期間

開始日

最終日

開発事業計画書提出日

開
発
事
業
者

代表者

協議事項通知日 ―

協議結果通知日 ―

同意申請日

開発事業計画変更案届出書

上記以外

同意/不同意年月日

その他届出等

再見解書（写）提出日

開発協議申出日

棟

―

―

戸 棟 戸

 
 
 







 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横浜市開発事業の調整等に関する条例の手引 
 

平成 16年６月 発行  

平成 24年４月 改訂  

平成 25年２月一部改訂 

平成 25 年７月 改訂 

平成 26年７月一部改訂 

平成 27年４月一部改訂 

平成 27年 10月一部改訂 

平成 28年４月一部改訂 

平成 29年４月一部改訂 

平成 30年４月一部改訂 

平成 31年４月一部改訂 

令和２年４月一部改訂 

令和２年６月一部改訂 

令和３年４月一部改訂 

令和４年４月一部改訂 

令 和 ５ 年 ４ 月 一 部 改 訂 

令 和 ６ 年 ４ 月 一 部 改 訂 

 

発行 横浜市建築局 
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